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文教福祉委員会会議録 

 

令和５年３月１４日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ６時１９分閉議（実時間３８６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１３号（関係分） 

１．議案第２号・令和４年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第２号 

１．議案第６号・令和４年度八代市診療所特別

会計補正予算・第２号 

１．議案第８号・令和５年度八代市一般会計予

算（関係分） 

１．議案第９号・令和５年度八代市国民健康保

険特別会計予算 

１．議案第１０号・令和５年度八代市後期高齢

者医療特別会計予算 

１．議案第１１号・令和５年度八代市介護保険

特別会計予算 

１．議案第１５号・令和５年度八代市診療所特

別会計予算 

１．議案第２５号・財産の無償譲渡について 

１．議案第３１号・八代市泉地域福祉センター

条例の一部改正について 

１．議案第３２号・八代市地域包括支援センタ

ーの包括的支援事業の実施に係る基準を定

める条例の一部改正について 

１．議案第３３号・八代市立保育園の設置及び

管理に関する条例の一部改正について 

１．議案第３４号・八代市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の利用者負担額等

に関する条例の一部改正について 

１．議案第３５号・八代市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部改正について 

１．議案第３６号・八代市子ども・子育て会議

設置条例及び八代市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正について 

１．議案第３７号・八代市国民健康保険条例の

一部改正について 

１．議案第３８号・八代市後期高齢者医療に関

する条例の一部改正について 

１．請願第１号・物価高騰に見合う年金額引き

上げを求める意見書の提出方について 

１．所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

 （八代圏域障がい者基幹相談支援センター

の設置について） 

 （八代市学校給食施設基本計画について） 

 （学校プールのモデル事業実施について） 

 （八代市立博物館未来の森ミュージアム大

規模改修工事について） 

                               

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 村 和 美 君 

副委員長  金 子 昌 平 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  友 枝 和 也 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 教育部長       中   勇 二 君 

  教育部次長     松 川 由 美 君 

  学校教育課長    田 北 佳一郎 君 

  理事兼教育政策課長 田 中 智 樹 君 
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  教育政策課長補佐 
            松 本   豊 君 
  兼学校管理係長 
 

  教育施設課長    稲 本 健 一 君 

  教育サポートセンター所長 櫻 井 幸 枝 君 
 
  理事兼 
            松 村 哲 治 君 
  博物館未来の森ミュージアム副館長 
 

 市長公室 

  人事課主幹兼給与係長 坂 部 功 泰 君 
 
 健康福祉部長 
            丸 山 智 子 君 
 （福祉事務所長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            福 本 桂 三 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            白 川 健 次 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 

  こども未来課長   辻 田 美 樹 君 

  理事兼国保ねんきん課長 西 田 裕 一 君 

  国保ねんきん課長補佐 藤 澤 智 博 君 
 
  国保ねんきん課 
            北 田   剛 君 
  主幹兼後期高齢者医療係長 
 
 
  国保ねんきん課 
            山 田   卓 君 
  医療給付係長 
 

  理事兼健康福祉政策課長 梅 野 展 文 君 
 
  高齢者支援課長 
            石 本   淳 君 
  （成年後見支援センター所長兼務） 
 
 
  高齢者支援課 
            大 間 照 樹 君 
  審議員兼課長補佐 
 
 
  高齢者支援課長補佐 
            窪 田 智 昭 君 
  兼高齢者福祉係長 
 

  理事兼生活援護課長 鶴 田 洋 明 君 
 
  健康推進課長 
            森 田 克 彦 君 
  （子育て世代包括支援センター所長兼務） 
 

  介護保険課長    中 村 光 宏 君 
 
  障がい者支援課長 
            吉 田   浩 君 
  （障がい者虐待防止センター所長兼務） 
 

                              

○記録担当書記     松 﨑 広 平 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中村和美君） それでは、定刻とな

り定足数に達しておりますので、ただいまから

文教福祉委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。な

お、令和２年７月豪雨に関連する予算、事件、

条例案等につきましては、特別委員会に付託と

なりますので、御承知おき願います。 

                              

◎議案第１号・令和４年度八代市一般会計補正

予算・第１３号（関係分） 

○委員長（中村和美君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第１号・令和４年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 まず、歳出の第９款・教育費について、教育

部から説明願います。 

○教育部長（中 勇二君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）教育部長の中でございます。本日はど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、議案第１号・令和４年度八

代市一般会計補正予算・第１３号中、当部関係

分につきまして、次長の松川から御説明申し上

げますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○教育部次長（松川由美君） 教育部の松川で

す。おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり） 

 それでは、令和４年度３月補正予算、第１３

号について御説明させていただきます。 

 申し訳ございませんが、着座にて説明させて

いただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○教育部次長（松川由美君） それでは、予算

書３ページを御覧ください。 

 歳出の第９款・教育費では、５０２４万７０

００円を追加し、補正後の額を４８億３０３１

万９０００円といたしております。 

 なお、補正額中、教育部が所管いたします金

額は４７２５万円でございまして、補正額との
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差額２９９万７０００円は、経済文化交流部所

管分でございます。 

 それでは、歳出の具体的内容について御説明

いたします。２１ページを御覧ください。 

 款９・教育費、項１・教育総務費、目２・事

務局費でございます。職員給与経費――退職手

当といたしまして４１６４万円を計上いたして

おります。これは、今年度、教育委員会で退職

する職員の退職手当につきまして、当初予算で

総務費に計上しておりました。それを教育費に

計上し直したこと等による増加分について補正

するものでございます。 

 次に、項２・小学校費、目１・学校管理費

で、小学校通学関係事業といたしまして３６８

万５０００円、それとまた、その下、項４・特

別支援学校費、目１・学校管理費で、特別支援

学校通学関係事業として１９２万５０００円を

計上いたしております。これは、昨年９月、静

岡県のほうでこども園の園児さんが送迎バス内

に置き去りとなり亡くなるという事故が発生い

たしました。これを受けまして、国においてこ

どものバス送迎安全徹底プランが取りまとめら

れ、令和５年４月から、幼稚園、保育所等、特

別支援学校等に対して、点呼等による幼児等の

所在確認及び送迎用バスへの安全装置の装備の

２点について義務づけされることとなりまし

た。小中学校は安全装置の装備の義務づけの対

象となっておりませんが、児童生徒の安全を考

え、本市では、配置している全てのスクールバ

スに装置を設置することといたしました。現

在、本市が所有しますバスの台数は、小学校で

１４台、特別支援学校で７台の計２１台となっ

ておりまして、各車に装置、タイプとしまして

は、バス後方にボタンを設置する見回り確認ボ

タン式のものを設置することとし、それに要す

る経費につきまして、小学校費及び特別支援学

校費の項ごとに補正するものでございます。 

 なお、文部科学省の補助金交付要綱確定が１

月末だったことから、本３月定例会での補正と

なったものでございます。 

 特定財源といたしまして、県の学校安全特別

対策事業費補助金を小学校費で１２３万２００

０円、特別支援学校費で１２２万５０００円を

予定しております。 

 また、装置設置完了までには期間を要します

ことから、２事業ともに繰越しを予定しており

ます。 

 以上が、教育部が所管いたします３月補正予

算の事業内容でございます。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 職員給与の退職手当の

件なんですけど、当初総務費に計上してあった

という御説明でしたけれども、なぜ総務費に計

上してあったんでしょうか。 

○人事課主幹兼給与係長（坂部功泰君） 人事

課の坂部と申します。 

 委員御質問の退職手当の計上についてでござ

いますが、人事課のほうで積算をしておりまし

て、本来、教育費で計上すべきであった幼稚園

教諭の退職手当分を、計上を誤って総務費のほ

うで積算をしていたというものでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 結構です。ありがとう

ございました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（友枝和也君） バスの後方のあれ、小

学校が１４台、特別支援学校が７台、大体どの

くらいの入っととかな。全部入っとるんです

か。それとも、まだ全部は入ってないですか。

何台ぐらい入ってると思いますか。 

○教育部次長（松川由美君） ただいまお尋ね

ありました、小学校に１４台と特別支援学校７

台ですね、予算を議会のほうでお認めいただい

てから設置する予定としておりますので、議決
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後設置すると、こういう予定です。 

 今から お認めいただきましたら事務処理を

していきますので、来年度までかかる可能性が

ございますので、先ほども申し上げましたけれ

ども、繰越しを一応すると、予定をしておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（友枝和也君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） そのバスの安全装置

ですね、後方でボタンを確認して押してってい

うことになるんでしょうけど、実際の運用でや

はり細かくそれより見ていった上でっていうこ

とになるので、ボタンを押すこと自体が目的に

なってしまうと、目的が逆に達成できないかな

というのがあります。その辺の運用の点をお願

いします。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で第

９款・教育費についてを終了します。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午前１０時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１０分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、第３款・民生費及び第４款・衛生費に

ついて、健康福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（丸山智

子君） 改めまして、おはようございます。

（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）健康

福祉部長の丸山です。本日はお世話になりま

す。よろしくお願いいたします。 

 では、議案第１号・令和４年度八代市一般会

計補正予算・第１３号の中、第３款・民生費及

び第４款・衛生費につきまして、福本健康福祉

部次長が御説明申し上げます。また、その後の

八代市国民健康保険特別会計及び八代市診療所

特別会計の両補正予算に関しましては、それぞ

れの所管課長が御説明申し上げますので、引き

続きまして御審議よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（福

本桂三君） おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部の福

本です。よろしくお願いします。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（福

本桂三君） それでは、健康福祉部所管分の補

正予算について御説明します。 

 議案第１号・令和４年度八代市一般会計補正

予算書・第１３号を御覧ください。 

 ３ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出です。款

３・民生費、項２・児童福祉費に７４０７万９

０００円を追加し、補正後の予算額を１００億

５０６１万円としております。民生費の総額

は、１つ上になりますが、２６９億１４０万円

としております。 

 また、款４・衛生費、項１・保健衛生費に２

４４万円を追加し、補正後の予算額を２４億１

３４４万１０００円としております。 

 なお、補正額のうち、健康福祉部が所管しま

す額は８１万６０００円の増額補正となりま

す。 

 続きまして、１７ページをお願いします。 

 歳出の主な内容を御説明します。 

 上段の表、款３・民生費、項２・児童福祉

費、目４・子育て世帯臨時特別給付金給付事業

費です。 
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 まず、熊本県低所得の子育て世帯生活支援特

別給付金給付事業に５２５７万９０００円を計

上しています。 

 また、八代市低所得の子育て世帯生活支援特

別給付金給付事業に２１５０万円を計上してい

ます。 

 低所得の子育て世帯においては、長期化する

物価高騰の影響による出費の増加が家計に重く

のしかかっています。こうした世帯を支援し、

児童世帯の生活環境改善を図るため、県による

独自の生活支援特別給付金を給付するととも

に、本市においても独自に給付金を上乗せし、

給付するものです。 

 給付対象者は、１８歳以下の児童を養育する

児童扶養手当支給世帯などの低所得の独り親世

帯、また、独り親世帯以外で令和４年度分の住

民税均等割非課税の子育て世代等となります。 

 支給額としましては、県の支援制度として１

世帯当たり２万円、第２子以降の児童に対して

児童１人当たり５０００円の給付を、さらに、

本市の支援制度として１世帯当たり１万円を上

乗せして給付します。 

 給付対象者としましては、独り親世帯１４０

０世帯、独り親世帯以外の世帯７５０世帯、第

２子以降分の児童数１５５０名を見込んでおり

ます。 

 給付総額は、県の給付額５０７５万円と市の

上乗せ分の給付額２１５０万円を合わせ、７２

２５万円となります。 

 また、給付に係る郵便料やシステム改修等の

委託料など事務費１８２万９０００円を計上し

ており、６月に給付を予定していますことか

ら、事業費の全額を翌年度へ繰越明許費として

計上しております。 

 なお、特定財源として、事業費の全額につい

て国庫支出金と県支出金を予定しています。 

 次に、下段の表、款４・衛生費、項１・保健

衛生費、目１・保健衛生総務費です。特別会計

繰出金事業、診療所として８１万６０００円を

増額しております。これは、令和３年度へき地

診療所運営費補助金の交付確定に伴い、県補助

金が超過交付となり、県への返還が生じました

ことから、その返還金の不足額について診療所

特別会計への繰出金を計上するものです。 

 以上が、健康福祉部所管分の補正予算の説明

となります。御審議よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（金子昌平君） すみません、確認なん

ですけれども、熊本県と八代市の低所得の子育

て世帯生活支援特別給付金、これは全部、その

他の世帯も含めて給付のやり方ちゅうのはプッ

シュ型給付になるんですかね。全て。 

○こども未来課長（辻田美樹君） こども未来

課、辻田です。よろしくお願いいたします。 

 県と八代市の給付金につきましては、プッシ

ュ型での支給を予定しております。全て。 

 以上になります。 

○委員（金子昌平君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） いいですか。ほかあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１号・令和４年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 
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 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午前１０時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１９分 本会） 

◎議案第２号・令和４年度八代市国民健康保険

特別会計補正予算・第２号 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２号・令和４年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第２号を議題とし、

説明を求めます。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 国

保ねんきん課、西田でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。座って説明させていた

だいてよろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 議

案第２号・令和４年度八代市国民健康保険特別

会計補正予算・第２号について御説明いたしま

す。 

 予算書の１ページを御覧ください。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３億６１４８万２０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１７５

億１８８６万９０００円といたしております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の下のほうの表、

歳出でございますが、款６・諸支出金、項１・

償還金及び還付加算金で１１４８万２０００円

増額補正し、補正後の予算額を２６６３万３０

００円といたしております。 

 また、その下、款８・基金積立金、項１・基

金積立金で３億５０００万円を新たに補正し、

補正後の予算額を３億５０００万円としており

ます。 

 歳出の補正額合計は３億６１４８万２０００

円でございます。 

 次に、上のほうの表、歳入につきましては、

款６・繰越金、項１・繰越金で歳出と同額の３

億６１４８万２０００円の増額を計上し、補正

後の予算額を３億６１４８万３０００円として

おります。 

 それでは、歳出の具体的内容について御説明

いたします。５ページをお願いいたします。 

 中ほどにあります３、歳出の上の表、款６・

諸支出金、項１・償還金及び還付加算金、目

１・償還金の補正額１１４８万２０００円は、

令和２年度、令和３年度の新型コロナウイルス

感染症などに伴う保険税などの減免に係る交付

金等について、県から既に交付された金額が、

精算により確定した金額を上回っておりました

ので、その超過分を返還するものでございま

す。 

 次に、その下の表、款８・基金積立金、項

１・基金積立金、目１・基金積立金の補正額３

億５０００万円は、財政調整基金として積み立

てるものでございます。 

 なお、この基金積立てについては、昨年９月

の本委員会での決算審査で、黒字分の使い方と

して基金を積み立てる方向での御意見もいただ

いております。また、市の諮問機関であります

八代市国民健康保険運営協議会からも、国民健

康保険財政の基盤強化及び安定運営のために、

基金の積立てを検討するよう要望しますとの答

申をいただいております。これらのことを踏ま

え、検討した結果、将来の医療費の急増や災害

時の緊急対応に備え、基金積立てが必要と判断

し、計上したものでございます。 

 次に、上段の表を御覧ください。 

 ２、歳入で款６・繰越金、項１・繰越金、目

１・繰越金に歳出と同額の３億６１４８万２０

００円を財源として計上いたしております。 

 以上で議案第２号・令和４年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第２号の説明を終わ

ります。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分につい
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て、質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２号・令和４年度八代市国民健康保険

特別会計補正予算・第２号については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会にします。 

（午前１０時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２５分 本会） 

◎議案第６号・令和４年度八代市診療所特別会

計補正予算・第２号 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第６号・令和４年度八代市診療所

特別会計補正予算・第２号を議題とし、説明を

求めます。 

○理事兼健康福祉政策課長（梅野展文君） 皆

様、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）健康福祉政策課の梅野で

ございます。よろしくお願いいたします。着座

にて御説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○理事兼健康福祉政策課長（梅野展文君） そ

れでは、議案第６号・令和４年度八代市診療所

特別会計補正予算・第２号につきまして御説明

いたします。 

 なお、今回の補正予算につきましては、過年

度、令和３年度におけるへき地診療所運営費補

助金の実績報告による交付額の確定に伴い、超

過交付額の返還が必要となりましたことから、

その不足額を補正するものでございます。 

 それでは、補正予算書の１ページをお願いい

たします。 

 第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ８１万６０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ７１９５万４０００円といた

しております。 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算補正をお願

いいたします。 

 下の表、歳出で、款１・総務費、項１・総務

管理費に８１万６０００円を追加し、補正後の

予算額を７０３９万円としております。 

 また、上の表、歳入につきましては、款４・

繰入金、項１・一般会計繰入金に、歳出と同額

の８１万６０００円を追加し、補正後の予算額

を２１２６万４０００円といたしております。 

 その具体的内容につきまして、ページ飛びま

して、５ページをお願いいたします。 

 下の表３、歳出で款１・総務費、項１・総務

管理費、目１・一般管理費に、補正額８１万６

０００円の増額を計上いたしております。これ

は、主に令和２年度の泉町椎原診療所におきま

して、新型コロナウイルス感染症の影響等によ

る患者数の減少に伴い、医薬品に余剰分が発生

しましたことから、当該在庫を令和３年度に活

用いたしました結果、医療費が減額となり、県

からのへき地診療所運営費補助金に交付額の超

過が生じたものでございます。 

 また、歳入につきましては、一般会計補正予

算の衛生費の中にも繰出金として説明がござい

ましたが、上の表２、歳入の款４・繰入金、項

１・一般会計繰入金、目１・一般会計繰入金

で、歳出と同額の８１万６０００円の増額を計

上いたしております。 

 以上で、議案第６号・令和４年度八代市診療

所特別会計補正予算・第２号の説明を終わりま

す。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 
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○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ありませんね。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第６号・令和４年度八代市診療所特別会

計補正予算・第２号については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午前１０時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３０分 本会） 

◎議案第８号・令和５年度八代市一般会計予算

（関係分） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８号・令和５年度八代市一般会

計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明を

求めます。 

 まず、歳出の第９款・教育費について、執行

部から説明願います。 

○教育部長（中 勇二君） 教育部でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和５年度の当初予算の審査をお

願いするに当たりまして、教育部所管の事業に

つきまして、私から総括させていただきます。 

 着席の上、御説明申し上げてよろしいでしょ

うか。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○教育部長（中 勇二君） まず、令和５年度

の本市の当初予算編成の基本方針として、坂本

町の復旧・復興及び新型コロナウイルス感染症

対策への対応を引き続き最優先課題として位置

づけており、教育の分野でも、学校教育、社会

教育、それぞれの事業において取組を進めてま

いります。 

 次に、八代市重点戦略に、教育分野から位置

づけられました３つの重点取組、１点目、ＩＣ

Ｔ教育のさらなる推進、２点目、学校トイレ洋

式化の推進、３点目、リカレント教育の推進、

以上３点について重点的に取り組んでまいりま

す。 

 これらを踏まえました上で、本市教育の基本

方針を示します第３期教育振興基本計画の６つ

の基本目標に沿って説明いたします。 

 基本目標１は、学校教育の充実関係でござい

ますが、まず、学力充実の面では、今年度から

実施しております八代市学力・学習状況調査を

活用し、各学校における学力充実へ向けた取組

の年間のＰＤＣＡサイクルの確立に向けて、さ

らに浸透を図ってまいります。 

 次に、いじめ・不登校対策として、学力調査

に併せてｉ－ｃｈｅｃｋと呼ばれる児童生徒の

心のありようを測る調査を行い、学級全体や児

童生徒一人一人の実態を適切に把握すること

で、いじめの根絶及び不登校の未然防止へ向け

た対策の充実につなげてまいります。 

 また、本市でも不登校の児童生徒が年々増加

傾向にあり、適応指導教室くま川教室へのニー

ズもさらに高まっていますが、この４月から名

称を教育支援センターくま川教室に改めるとと

もに、保護者の相談窓口を開設するなど、学校

や保護者等と連携を図り、児童生徒に寄り添い

ながら積極的に支援してまいります。 

 基本目標２は、教育環境の整備関係でござい

ますが、まず、ＩＣＴ教育日本一を目指し、学

校情報化優良校の認定に取り組んでまいりまし

たが、計画より１年早く、本年２月３日に全て

の小中学校が認定され、１００％を達成いたし

ますとともに、本市としても学校情報化先進地
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域の認定を受けることができました。今後も、

ＩＣＴ教育推進事業やＩＣＴ授業サポート事業

に取り組み、ハード面、ソフト面の整備ととも

にサポート面も充実させ、ＩＣＴ教育のさらな

る推進を図ってまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策として

は、特別支援学校の児童生徒の登下校時におけ

る感染予防を図るため、スクールバスの増便や

感染が再拡大した場合の備えとして、ＩＣＴ機

器を利活用した教育活動の推進等に取り組んで

まいります。 

 次に、施設整備の面では、重点戦略である学

校トイレ洋式化の取組をさらに進め、令和５年

度はトイレ改修設計を小学校７校、中学校２校

及び校舎トイレの改修工事を中学校１校で予定

しております。また、体育館や屋外トイレの洋

式化工事を小学校１０校、中学校５校で予定し

ており、令和７年度までに洋式化率８０％を目

指したいと考えております。 

 また、学校プールの今後の在り方について検

討するため、小学校３校で他施設のプールを利

用するモデル事業を行います。その検証結果を

踏まえて、学校施設等整備保全計画の中に位置

づけ、より安全で効率的な施設整備に取り組み

ます。 

 さらに、学校給食施設の整備につきまして

は、今年度策定しました学校給食施設基本計画

に基づき、計画的に新たな給食センターの整備

を進めてまいります。なお、新施設の用地確保

のための費用等について、補正予算での計上を

予定しております。 

 基本目標３は、学校・家庭・地域の連携関係

でございますが、全ての小・中・特別支援学校

において、幅広い地域住民の参画を得ながら、

地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとと

もに、学校を核とした地域づくりを目指して、

学校・家庭・地域の連携協力推進事業に取り組

みます。この活動をコミュニティ・スクールと

一体的に推進することで、地域の力をより効果

的に学校運営に生かしてまいります。 

 基本目標４は、生涯学習環境の充実関係でご

ざいますが、まず、重点戦略の１つとして、時

代の変化に応じたスキルが学べるリカレント教

育や誰一人取り残されないデジタル社会の実現

へ向けた公民館講座等や継続的な学びの場の提

供に取り組んでまいります。 

 また、公民館施設整備事業では、安全で快適

に利用できる環境を確保するため、市公民館の

ホール及びホワイエのつり天井改修工事を行う

など、計画的に改修を進めてまいります。 

 次に、博物館では、魅力あふれる芸術作品や

本市の歴史との出会いの場を提供するために、

春、夏、秋、冬、４回の特別展覧会を開催いた

します。また、博物館施設整備事業では、施設

設備の長寿命化へ向けた改修が必要となってい

るため、開館後初となります大規模改修へ向け

ての実施設計に取り組みます。 

 次の基本目標５、歴史文化遺産の保存・活用

関係につきましては、経済文化交流部で所管い

たしますので、説明は省略させていただきま

す。 

 最後の基本目標６、災害からの復興推進、教

訓の継承につきましては、スクールバスによる

通学支援等に取り組むほか、マイタイムライン

の作成等、防災教育の推進などに取り組んでま

いります。 

 以上のような事業を重点事業として予算編成

を行いました結果、教育部所管の当初予算額で

は３７億２０４２万５０００円で、前年度に対

して５３１８万６０００円の増額、率にして約

１.５％のプラスとなっております。 

 以上、令和５年度教育部所管事業についての

総括とさせていただきます。 

 それでは、議案第８号・令和５年度八代市一

般会計予算中、当委員会に付託されました教育

部所管の予算の概要につきまして、次長の松川
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から御説明申し上げますので、よろしくお願い

いたします。 

○教育部次長（松川由美君） それでは、議案

第８号・令和５年度八代市一般会計予算の教育

部所管分について御説明させていただきます。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○教育部次長（松川由美君） それでは、一般

会計予算書の６ページを御覧ください。 

 まず、第１表、歳入歳出予算の歳出第９款・

教育費について説明いたします。 

 経済文化交流部所管分も含めまして、教育費

総額として４３億６１１４万５０００円を計上

しており、一般会計予算全体に占める割合は

７.０％となっております。 

 項別の内訳としては、項１・教育総務費に、

前年度比５０１１万２０００円増額の６億６６

３６万９０００円、項２・小学校費に９７３万

１０００円増額の７億９７７８万円、項３・中

学校費に９３４４万９０００円減額の６億６２

１３万円、項４・特別支援学校費に５３８０万

２０００円増額の１億３０９９万５０００円、

項５・幼稚園費に２７５万３０００円減額の２

億４７１万３０００円、項６・学校給食費に３

０９４万１０００円減額の６億４２５３万９０

００円、項７・社会教育費に２４３２万４００

０円増額の９億４０７７万３０００円をそれぞ

れ計上しています。 

 なお、社会教育費のうち教育部所管分は６６

６８万４０００円増の６億１５８９万９０００

円となっており、差額の３億２４８７万４００

０円は、経済文化交流部の所管分となっており

ます。 

 次に、１３ページをお願いします。 

 事項別明細書になります。 

 歳出の款９・教育費は４３億６１１４万５０

００円で、前年度と比較しまして６６８万７０

００円の増、０.２％のプラスとなっていま

す。そのうち教育部所管分は３７億２０４２万

５０００円で、前年度比５３１８万６０００円

の増、１.５％のプラスとなっております。 

 増額となりました主な理由ですが、事業別で

申し上げますと、まず、増額分として小・中・

支援学校・幼稚園の管理運営事業で、電気料値

上げ等により７４１１万６０００円の増、特別

支援学校施設整備事業で、陶芸教室棟改築工事

等により５０１６万４０００円の増、公民館施

設整備事業で、公民館のつり天井改修工事等に

より６１６２万２０００円の増、博物館施設整

備事業で、大規模改修工事実施設計委託等によ

り２３０３万２０００円の増などがございま

す。 

 これに対しまして、減額分の事業といたしま

して、小中学校・幼稚園施設整備事業で予定し

ていた工事を１２月補正で前倒しをいたしまし

たことにより５７６１万７０００円の減、小中

学校・幼稚園非構造部材耐震化事業で、調査実

施校・園数の減により２９９９万３０００円の

減、学校給食施設（給食センターの管理運営事

業）で、学校給食施設基本計画策定業務委託の

終了等により３５００万円の減などがありまし

て、結果、総額といたしまして、先ほど申し上

げました約５３００万円の増となったものでご

ざいます。 

 なお、財源内訳につきましては、多種にわた

りますので、歳出予算の目別での説明の際に主

なものについて説明させていただきます。 

 それでは、歳出について説明いたします。 

 １０２ページをお願いします。 

 下段からが教育費でございます。 

 款９・教育費、項１・教育総務費、目１・教

育委員会費では、前年度比６０００円増の３３

４万３０００円を計上しています。教育委員関

係事務事業の教育委員４人分の報酬が主なもの

でございます。 

 次、１０３ページをお願いします。 
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 目２・事務局費では、前年度比４４０６万６

０００円増の５億３３２０万６０００円を計上

しています。増額の主な理由は、日本語指導員

の一人増など、人件費増によるものでございま

す。 

 特定財源の地方債２２０万円は、公用車とし

て電気自動車１台購入に伴う起債でございま

す。また、その他２８６３万７０００円は、ふ

るさと八代元気づくり応援基金繰入金２３０９

万１０００円のほか、奨学資金貸付金元利収入

及び八代市学校・子ども応援基金への寄附金が

主なものでございます。 

 それでは、主な事業について説明いたしま

す。 

 説明欄上から４番目、教育委員会事務局事務

事業に５９１万８０００円を計上しています。

先ほど財源説明で申し上げましたが、低・脱炭

素化の取組といたしまして、令和５年度に公用

車として電気自動車１台の購入を予定しており

ます。その購入経費２５０万円が主なものでご

ざいます。 

 次に、説明欄、上から１０番目、いじめ対策

等推進事業に３４８万６０００円を計上してい

ます。いじめの未然防止及び早期発見を図るた

めの総合質問紙調査――ｉ－ｃｈｅｃｋの委託

料２６９万８０００円が主なものです。小学３

年生から中学３年生までの児童生徒を対象に、

一人一人の個性や心のありようなど、実態を具

体的に把握するための調査を実施する予定でご

ざいます。 

 次、１つ飛びまして、ＩＣＴ授業サポート事

業に４３３７万９０００円を計上しておりま

す。ＩＣＴ機器を活用した教材作成や授業の支

援を行うＩＣＴ授業サポーター１０人分の業務

委託料３９６０万円、また、児童生徒の学力向

上、学びの保障、教職員の働き方改革を推進す

るためのＩＣＴ学習支援ツール使用料３２９万

１０００円が主なものです。 

 なお、特定財源として、ふるさと八代元気づ

くり応援基金繰入金２３０９万１０００円を活

用しております。 

 次、また１つ飛びまして、校務支援推進事業

の２３６７万１０００円は、システム使用料で

ございます。統合型校務支援システムを活用

し、学校における業務の電子化、効率化を図る

ものでございまして、令和２年度から稼働して

おり、来年度で４年目となります。 

 続きまして、目３・教育サポートセンター費

でございます。前年度比１１万６０００円の増

で、４０１６万６０００円を計上しています。 

 主な事業です。 

 右側説明欄３番目の教育サポート事業５５９

万円は、教育サポーター二人を配置するための

人件費が主なものです。教職経験豊かで、実践

的な指導力が高い退職教員により、学力向上や

授業づくり、学級づくりの改善への支援、ま

た、学校経営の質の向上への支援や若手教師の

サポート等を行う予定です。 

 次、説明欄の一番下になります。特別支援教

育相談事業の４７０万２０００円は、特別支援

教育アドバイザー二人の配置に伴う人件費が主

なものです。教職員や保護者からの特別支援教

育に関する悩み、相談に対して、それぞれのケ

ースに応じた必要な支援内容及び方法につい

て、適切なアドバイスを行ってまいります。 

 次、１０４ページをお願いします。 

 目４・特別支援教育推進費でございます。特

別支援教育推進事業に１６２万１０００円を計

上しています。発達障害を含む障害のある幼

児、児童生徒の教育的ニーズに応じた就学指導

を行うための就学指導委員会に要する経費が主

なものでございます。 

 次に、目５・学校保健費です。前年度比５８

８万３０００円の増で、８８０３万３０００円

を計上しています。増額の主な理由は、ＡＥＤ

の交換によるものです。 
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 特定財源のその他の３３４万４０００円は、

スポーツ振興センター災害共済加入に伴う保護

者負担金が主なものでございます。 

 主な事業です。 

 説明欄、上から６番目の小・中・特・幼健康

診断事業の６０２３万３０００円は、学校保健

安全法に基づき、児童生徒及び幼児、学校職員

の健康診断を行うものです。主なものは、学校

医、学校歯科医への報酬と医師会等への健康診

断などの委託料です。 

 次、１つ飛びまして、ＡＥＤ管理事業の６６

０万円は、平成２８年度に購入した幼稚園、中

学校、八代支援学校及びくま川教室のＡＥＤ、

計２４台を交換する費用でございます。 

 それでは、１０５ページをお願いします。 

 項２・小学校費、目１・学校管理費です。前

年度比４２４４万９０００円の増で、４億９２

７８万２０００円を計上しています。増額の主

な理由は、電気料金の値上げやスクールバス１

台の買換えによるものでございます。 

 特定財源の国県支出金３７５万円は、通学関

係事業で、泉小中学校スクールバス購入に充て

る国補助金、地方債４２４０万円は、同じく泉

小中学校スクールバス購入に充てる過疎債及び

小学校の施設整備事業に充てる過疎債、防災・

減災、国土強靱化事業債、合併特例債でござい

ます。その他３７４万８０００円の主なもの

は、小学校体育館使用料の２４３万３０００円

でございます。 

 主な事業です。 

 説明欄２番目、小学校施設管理事業４３８０

万１０００円の主なものは、設備の点検等手数

料１３９４万９０００円、機器の保守点検等委

託２２５４万３０００円、学校プール再編検討

のためのモデル校検証経費３７０万円などでご

ざいます。 

 次、１つ飛びまして、小学校通学関係事業６

０９１万７０００円。主なものは通学支援のた

め、７校に配置しておりますスクールバス１４

台の運行経費と１校のタクシー借り上げなどの

経費でございます。 

 その下、小学校施設整備事業７００４万８０

００円は、小学校２４校について安全・安心で

快適な教育環境を提供するために必要な修繕や

整備に要する経費でございます。主なものは、

文政小学校下水道接続等工事２２１０万円、鏡

小学校屋上防水改修工事９５０万円、八千把小

学校耐震性貯水槽改修設計３４３万２０００円

などです。 

 次の小学校非構造部材耐震化事業２１１５万

２０００円は、落下防止対策により耐震化を図

るものです。地震の際だけではなく、劣化によ

る落下事故を防ぐため、外壁の点検調査を行う

もので、小学校５校の委託料です。 

 次、目２・教育振興費です。前年度比３８８

万２０００円増の２億４３５９万８０００円を

計上しています。増額の主な理由は、タブレッ

ト端末等のリース契約の更改に伴うリース料１

４０４万５０００円の増によるものです。 

 特定財源の国県支出金８５０万円は、特別支

援教育就学奨励費国補助金４４５万９０００

円、水俣に学ぶ肥後っ子教室県補助金１９４万

７０００円が主なものです。その他４４８１万

８０００円は、ふるさと八代元気づくり応援基

金繰入金４２４８万６０００円、水俣に学ぶ肥

後っ子教室実費徴収金１９４万７０００円が主

なものです。 

 主な事業です。 

 上から４番目、学校支援職員配置事業、小学

校の７２９０万１０００円は、学校支援職員に

対する人件費が主なものです。本市では、子供

たち一人一人に応じたきめ細かな教育を推進す

ることを目的に、各学校に学校支援職員を配置

しています。小学校に配置する職種と人数は、

特別支援教育支援員を令和４年度より一人増の

４７人、学校図書館支援員を令和４年度と同じ
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１８人、英語支援員も令和４年度と同じ３人と

しております。 

 次の学校教材充実事業、小学校５４０万円

は、本市独自で実施しております学力調査委託

料２１６万４０００円が主なものです。 

 ２つ飛びまして、要保護・準要保護就学援助

事業、小学校の３５０８万７０００円は、経済

的な理由により就学困難な児童の保護者及び特

別支援学級に就学する児童の保護者の経済的負

担を軽減するため、国の基準に基づき学用品、

医療費等について援助を行うものです。要保護

２３人、準要保護８９８人、特別支援２５０人

の対象者を見込んでおります。 

 引き続き、１０６ページです。 

 上から２番目、ＩＣＴ教育推進事業、小学校

に９９８８万円を計上しています。主な内容

は、小学校のタブレット端末等のリース料７０

０１万３０００円、タブレット端末の保守料２

１４５万３０００円、普通教室のテレビの更新

などに要する経費８２８万２０００円です。 

 なお、特定財源として、ふるさと八代元気づ

くり応援基金繰入金４２４８万６０００円を活

用しております。 

 次に、目３・学校建設費です。前年度比３６

６０万円減の６１４０万円を計上しています。

減額の主な理由は、令和５年度に予定しており

ました小学校１校分を１２月補正で前倒しで予

算化したことによるものでございます。 

 事業は、小学校施設トイレ改修事業のみでご

ざいまして、内容は、学校におけるトイレの洋

式化や給排水管及び内装を改修する改修設計委

託を７校、また、体育館・屋外トイレの便器洋

式化工事を１０校予定しています。 

 特定財源の地方債６１４０万円は、防災・減

災、国土強靱化事業債及び緊急防災・減災債で

ございます。 

 次に、項３・中学校費、目１・学校管理費で

す。前年度比３７７０万９０００円減の２億８

５６９万６０００円を計上しています。減額の

主な理由は、電気料が増となった反面、施設整

備や非構造部材耐震化事業経費が減となったこ

とによるものでございます。 

 特定財源の国県支出金６６万６０００円は、

寄宿舎管理事業に対するへき地児童生徒援助費

等国補助金、地方債１７９０万円は、中学校施

設整備事業に充てる合併特例債です。また、そ

の他４２１万１０００円の主なものは、中学校

体育館使用料１４０万２０００円でございま

す。 

 主な事業です。 

 説明欄４番目の中学校通学関係事業３０７万

６０００円は、坂本中学校の生徒に対する部活

動後の帰宅便として運行するスクールバス送迎

委託料２９７万６０００円が主なものでござい

ます。 

 ２つ飛ばしまして、中学校施設整備事業４２

７３万１０００円は、中学校１５校について必

要な修繕や整備に要する経費でございます。主

なものは、第七中学校屋上防水改修工事１２８

０万円、千丁中学校グラウンド整備測量・設計

６１１万９０００円、日奈久中学校照明改修工

事１３０万円などでございます。 

 次の中学校非構造部材耐震化事業の１７０３

万２０００円は、劣化による落下事故を防ぐた

め外壁の点検調査を行うもので、令和５年度は

中学校４校を予定しています。 

 次、１０７ページをお願いします。 

 目２・教育振興費です。前年度比２１００万

６０００円減の２億６６４６万８０００円を計

上しています。減額の主な理由は、タブレット

端末等の再リースに伴うリース料の減額が主な

ものでございます。 

 特定財源の国県支出金の４２７万１０００円

は、特別支援教育就学奨励費国補助金２６２万

７０００円が主なものでございまして、その他

４４９４万１０００円は、外国語指導助手の有
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料宿舎使用料４９０万円のほか、ふるさと八代

元気づくり応援基金繰入金３８７２万３０００

円などでございます。 

 主な事業です。 

 上から２つ目の学校支援職員配置事業、中学

校の３３８８万９０００円は、学校支援職員に

対する人件費が主なもので、中学校での職種と

人数は、特別支援教育支援員を１９人、学校図

書館支援員７人、生徒指導支援員７人、３支援

員とも令和４年度と同数の配置を予定していま

す。 

 次の学校教材充実事業、中学校に９１０万６

０００円を計上しています。年２回行う本市独

自の学力調査委託料５６９万１０００円、英検

補助金１２５万９０００円が主なものです。 

 １つ飛んで、語学指導外国青年招致事業６２

９０万１０００円は、外国語指導助手１２人の

報酬、共済費、社会保険料及び住宅借り上げ料

が主なものです。指導助手を学校、幼稚園に派

遣し、異国文化の紹介や会話をしたりすること

で子供たちに英語に慣れ親しんでもらい、外国

語教育や国際交流の充実を図るものです。 

 次の不登校児童生徒の適応指導事業１２１９

万１０００円は、教育支援センターくま川教室

を開設する経費として、指導員１０人分の人件

費１００７万２０００円及び光熱費などの需用

費が主なものでございます。 

 不登校状態にある児童生徒に対して、教育相

談や学習指導、自然体験的活動を実施し、学校

復帰を支援するとともに、社会的な自立を促す

ことを目的としています。 

 １つ飛びまして、要保護・準要保護就学援助

事業、中学校は４４３１万１０００円で、小学

校同様、国の基準に基づき、学用品、医療費等

について援助を行うもので、要保護１７人、準

要保護５６６人、特別支援１１０人の対象者を

見込んでいます。 

 ２つ飛んで、ＩＣＴ教育推進事業、中学校に

７００２万３０００円を計上しています。主な

ものは、中学校のタブレット端末等のリース料

５０８０万５０００円、タブレット端末保守料

１７４６万６０００円、特別支援教室の増加に

伴うテレビ等購入費１７０万８０００円などで

す。 

 なお、特定財源としてふるさと八代元気づく

り応援基金繰入金２６１２万円を活用しており

ます。 

 次に、目３・学校建設費です。前年度比３４

７３万４０００円減の１億９９６万６０００円

を計上しています。減額の主な理由は、令和４

年度改修した学校と、令和５年度に改修予定の

学校とで規模が異なることによるものでござい

ます。 

 事業は、中学校施設トイレ改修事業のみでご

ざいまして、内容は、改修設計委託２校のほ

か、第三中学校の改修工事及び体育館・屋外ト

イレの洋式化工事を５校予定しております。 

 特定財源の国県支出金２３５６万６０００円

は国からの補助金で、地方債８５２０万円は、

防災・減災、国土強靱化事業債のほか、緊急防

災・減災債、合併特例債でございます。 

 次、１０８ページをお願いします。 

 項４・特別支援学校費、目１・学校管理費で

す。前年度比５２６６万３０００円増の１億６

２３万９０００円を計上しています。増額の主

な理由としては、特別支援学校施設整備事業の

５０１６万４０００円の増によるものです。 

 特定財源の国県支出金１５７９万８０００円

は、スクールバス運行経費に伴う補助金５１０

万円及び特別教室棟改築工事に伴う補助金で１

０６９万８０００円です。地方債４３５０万円

についても、陶芸教室棟改築に伴う防災・減

災、国土強靱化事業債及び合併特例債でござい

ます。 

 主な事業です。 

 説明欄の４番目、特別支援学校通学関係事業



 

－15－

３５３６万円は、スクールバス５台の運行経費

２４４４万８０００円と新型コロナウイルス感

染症対策として、密を避けるため、スクールバ

スを朝夕それぞれ２便ずつ増便する経費１０９

１万２０００円でございます。 

 その下、特別支援学校施設整備事業の５５０

４万４０００円は、特別支援学校について必要

な修繕費や整備に要する経費でございます。主

なものは、陶芸教室棟改築工事５３００万円で

す。 

 次に、ページ下段の目２・教育振興費です。

前年度比１１３万９０００円増の２４７５万６

０００円を計上しています。 

 特定財源の国県支出金４２３万２０００円

は、教育支援体制整備事業費補助金です。その

他２０５万８０００円は、タブレット端末のシ

ステムリース料に充てるふるさと八代元気づく

り応援基金繰入金２００万８０００円が主なも

のでございます。 

 主な事業です。 

 説明欄１番目の学校支援職員配置事業、特別

支援学校の１８９６万７０００円は、個々に応

じたきめ細やかな教育と医療的ケアを行う目的

で、特別支援教育支援員及び看護師を配置する

ための人件費です。令和４年度と同数の特別支

援教育支援員５人、看護師５人を配置する予定

です。 

 説明欄の一番下、ＩＣＴ教育推進事業、特別

支援学校に４２８万７０００円を計上していま

す。内容は、支援学校のタブレット端末等のリ

ース料４０１万７０００円が主なものです。 

 なお、特定財源としてふるさと八代元気づく

り応援基金繰入金２００万８０００円を活用し

ております。 

 １０９ページをお願いします。 

 項５・幼稚園費、目１・幼稚園費です。前年

度比２７５万３０００円の減で２億４７１万３

０００円を計上しています。減額の主な理由

は、幼稚園施設整備事業及び非構造部材耐震化

事業の減によるものです。 

 特定財源の地方債１９０万円は、幼稚園施設

整備事業の改修工事に伴う合併特例債です。 

 主な事業です。 

 説明欄６番目の学校支援職員配置事業、幼稚

園の８５９万２０００円は、園児の安全・安心

な園生活を支え、個々に応じた教育活動を推進

するため、幼稚園保育支援員を配置する人件費

です。令和４年度と同数の７人を配置予定で

す。 

 次の幼稚園施設整備事業の６３８万４０００

円は、幼稚園６園について必要な修繕費や整備

に要する経費です。千丁幼稚園パラペット改修

工事２００万円や、一般修繕などの経費４００

万円などが主なものです。 

 １１０ページをお願いします。 

 項６・学校給食費、目１・学校給食費です。

前年度比３０９４万１０００円の減で、６億４

２５３万９０００円を計上しています。減額の

主な理由は、学校給食施設基本計画策定業務委

託の終了などにより、学校給食施設管理運営事

業、給食センター分で３５０８万７０００円の

減となっていることによるものでございます。 

 特定財源の地方債１１００万円は、単独調理

校のスポットクーラー設置に伴う過疎債６２０

万円と東陽給食センターの空調機更新に伴う過

疎債４８０万円です。 

 主な事業です。 

 説明欄２つ目の学校給食施設管理運営事業、

単独調理校で６９６８万３０００円、その下の

給食センターで１億４６４５万７０００円を計

上しています。主なものは、重油やガスなどの

燃料費及び電気代等の光熱水費７２０４万９０

００円、鏡小学校及び鏡中学校、スポットクー

ラー設置工事６２０万円、東陽給食センター空

調更新工事４８０万円などです。 

 その下、準要保護就学援助事業の７３３７万
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３０００円は、経済的理由などにより学校給食

費の支払いが困難な児童生徒の保護者に対し、

給食費を援助し、経済的な支援を行うもので

す。対象予定者は、小学校８８４人で４２７０

万７０００円、中学校５６５人で３０６６万６

０００円です。 

 説明欄の一番下、学校給食会運営補助金事業

で３億６７万７０００円を計上しています。こ

れは、麦島、南部、西部、中部の４つの学校給

食センター及び代陽小学校で１日約８０００食

の給食の調理や配送等を行っております八代市

学校給食会に対し、正職員５４人及び非常勤職

員３人、臨時職員４３人の計１００人の人件費

相当分を運営補助金として支払うものでござい

ます。 

 次、１１１ページをお願いします。 

 項７・社会教育費、目１・社会教育総務費で

す。前年度比２５３万６０００円減の１億１８

１９万７０００円を計上しています。減額の主

な理由は、令和４年度に実施した八竜山自然公

園天文台外壁改修工事３６０万４０００円の減

によるものです。 

 特定財源の国県支出金は、学校・家庭・地域

の連携協力推進事業県補助金４６４万４０００

円で、その他の５０７万６０００円の主なもの

は、八竜山自然公園やさかもと青少年センター

の使用料でございます。 

 主な事業です。 

 説明欄上から７番目の人権教育事業の１０２

７万２０００円は、地区内人権教育謝礼１５０

万円、西宮・上日置集会所空調機改修工事６１

０万円が主なものです。 

 次、学校・家庭・地域の連携協力推進事業で

６９９万６０００円を計上しています。本事業

は、学校を核とした地域づくりを目指し、市立

の小・中・特別支援学校に地域コーディネータ

ーを配置して、学校・家庭・地域の連携協力体

制を強化し、地域全体で子供たちの学びや成長

を支える環境づくりを推進するものでございま

して、地域コーディネーターや学習支援員など

への報償費６５７万６０００円が主なものでご

ざいます。 

 次の社会教育事業の１１８１万８０００円

は、社会教育指導員３人分の人件費６００万７

０００円のほか、二十歳の集い開催経費２１９

万２０００円や八代市地域婦人会連絡協議会や

八代市ＰＴＡ連絡協議会など、社会教育団体３

団体への補助金が主なものでございます。 

 続きまして、目２・公民館費です。前年度比

６７０７万３０００円増の１億７９８２万６０

００円を計上しています。増額の主な理由は、

市公民館吊天井等改修工事６５００万円のほ

か、自治会や町内が設置している自治公民館へ

の整備費補助金の件数増によるものです。 

 特定財源のその他７１６１万６０００円は、

教育文化センター建設基金繰入金６５００万

円、市公民館使用料３９７万５０００円などで

す。 

 主な事業です。 

 説明欄３番目の生涯学習推進事業に２９３万

８０００円を計上しています。やつしろ市民大

学などの講座開設経費に１０４万円、時代の変

化に応じたスキルを学ぶリカレント教育やデジ

タル社会の実現に向けたスマートフォン講座な

どの開設経費に５９万７０００円、また、家庭

教育学級やまなびフェスタに１０７万７０００

円などを計上しています。 

 １つ飛んで、公民館施設整備事業６５００万

円は、利用者が安全で快適に利用できる環境を

確保するための市公民館吊天井等改修工事経費

でございます。 

 なお、特定財源として、先ほど御説明しまし

た教育文化センター建設基金繰入金を予定して

おります。 

 次に、１ページ飛びまして、１１３ページを

お願いします。 
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 上段の目４・図書館費です。前年度比２０５

５万５０００円減の１億４２２７万８０００円

を計上しています。減額の主な理由は、令和４

年度に実施した市立図書館本館の空調設備改修

工事の減によるものです。 

 また、特定財源のその他の８３万円は、自動

販売機設置料のほか、坂田道男・道太文庫基金

繰入金などです。 

 主な事業です。 

 図書館管理運営事業１億４２２７万８０００

円は、本館及びせんちょう、かがみ分館の指定

管理に伴う委託料１億３３８６万１０００円が

主なものです。指定管理者はＴＲＣグループ共

同企業体で、指定期間は令和２年４月１日から

令和７年３月３１日までの５年間となっていま

す。 

 続きまして、下段の目５・博物館費です。前

年度比２２７０万２０００円の増額で、１億７

５５９万８０００円を計上しています。増額の

主な理由は、博物館施設整備事業で２３０３万

２０００円の増などによるものです。 

 特定財源の地方債２６４０万円は、施設整備

事業に充てる合併特例債です。その他５９８万

１０００円の主なものは、展示室観覧料４５８

万８０００円のほか、展示室使用料収入、図録

販売収入などでございます。 

 主な事業です。 

 上から６番目、博物館特別展覧会事業では、

市民に優れた歴史資料や芸術作品を鑑賞する機

会を提供いたします特別展覧会４回分の開催経

費１０５０万３０００円を計上しています。春

の展覧会は、熊本出身で八代ともゆかりの深い

「日本画の巨匠堅山南風展」を開催します。夏

は、夏休み期間中の子供たちが、八代の農業や

漁業、林業で使われた仕事の道具を楽しく学べ

る「かたちのヒミツ展」を、また、秋は、当館

が開館以来、力を注いできた資料収集活動を集

大成し、その成果を披露する「館蔵名品展」

を、そして、冬は「八代城主松井家の武器と武

具展」を開催する予定です。冬期特別展は、令

和３年度春季特別展として開催したところでご

ざいましたが、コロナ禍のため、やむなく１日

で臨時休館となったものでございます。再度の

開催を望む声が多く寄せられましたことから、

改めて開催することといたしました。 

 最後に説明欄の一番下、博物館施設整備事業

では２８３８万８０００円を計上しています。

現在の博物館は開館から３１年が経過しており

ますが、これまで全面改修は行っていない状態

でございます。今後、空調や照明設備、衛生設

備、エレベーターなど大規模な改修工事が必要

となりますことから、令和５年度に実施設計を

行うものでございます。内訳は、実施設計委託

料２７８３万６０００円、文化庁などへの旅費

５５万２０００円です。 

 以上が、教育部の令和５年度当初予算の概要

でございます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） すみません、いじめ

とかに使われるｉ－ｃｈｅｃｋですね、実際の

運用がどういうふうになっているのか、ちょっ

と教えていただきたいんですが。アンケートを

取った後、どういうふうな形でその後のありよ

うとかそういったものを具体的に把握されるの

かなというところですね。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。学校教育課の田北でございます。よろし

くお願いいたします。 

 ｉ－ｃｈｅｃｋにつきましては、令和元年度

のですね、熊本県の学力調査の段階で、県自体

がですね、最初にこの実施を始めました。八代

市のほうでは、このｉ－ｃｈｅｃｋをですね、

ぜひ小学校、中学校の子供たちに５月と、それ

から、１２月に実施をして、子供たちの変容を
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見ていきたいということで、令和４年度から２

回の実施を決めたものでございます。 

 このｉ－ｃｈｅｃｋにつきましては、３、４

年生の子供たちが７５問の質問がございます。

それから、小学校５、６年生から中学校の子供

たちにつきましては９３問の質問から成りま

す。学校での生活の様子ですとか、家庭での生

活の様子ですとか、学校の集団の中でどのよう

な生活をしているかというような、そういった

質問を答えていくような流れになっておりま

す。これにつきましては、各カテゴリーごとに

ですね、レーダーチャートで学級の様子などを

見ることができますので、学級経営がうまくい

ってるかどうか、子供たちでなかなかうまくい

っていない子供がいないかどうか、そういうの

を客観的に見ることができます。これは、５月

に実施した後、また１２月に同じような質問書

をやりますので、５月に見えた課題が１２月の

時点で改善されたのかどうか、そういったこと

を実際に見ながらですね、うまくいったとこ

ろ、まだまだ課題として残っているところを見

て、また学級経営に生かすというようなところ

になっております。また、家庭生活の習慣も見

ることができますので、家庭学習の状況など、

そういったところも見ることができます。 

 １２月に実施しました後ですね、２月にこの

ｉ－ｃｈｅｃｋの分析の見方を研修する機会を

設けましたので、各学校ではその分析の仕方を

ですね、学んで、それをまた学校の校内研修の

ほうで生かして、また学級経営に生かしていく

というような流れを取っております。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい、ありがとうご

ざいます。質問数は３、４年生で７５問で、中

学生まで９３問、かなり答えるのに時間かかり

そうだなと思うんですけど、タブレットＰＣで

の入力だと思うんですけども、それをプログラ

ムで解析してレーダーチャートにするんだと思

うんですが、学級経営まで分かるというのはす

ごいなと思いますけどね。 

 ただ、これでどこまで実際に子供たちの生活

の実態に沿えるのかっていうのは、ちょっと、

具体的にはこれからかなというところなんです

けど、実際そういう特に特徴的なケースとかい

うのはなかったですかね。今やった部分で問題

があったとか、サポートが必要だなっていうふ

うに思われたケース、こういうのはありました

か。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。 

 ｉ－ｃｈｅｃｋでですね、課題になっている

もの、自己肯定感というのがございまして、子

供たちが自分に対して自信を持っているかどう

か、この点につきましてはですね、非常に八代

の子供たちは高い部分があると思います。 

 授業の中身で言いますとですね、小学校の場

合は主体的に自分の考えを発表する機会が非常

に多いんですが、中学校になりますとそういっ

た発表の機会が少なくなってきているというの

がデータになって表れております。やはり中学

校になりますと、先生方が説明をされる時間が

長くなって、子供たちが自分たちの意見を述べ

たりとか、グループで話し合うような時間が非

常に少なくなっているというのが課題として見

えてきております。これは、学校訪問等々し

て、講義型からの脱却で子供たちが主体的に学

ぶ授業づくりというのをお願いしております

が、なかなかその部分の変容が中学校も進んで

いないなというふうに実感しております。今後

はその辺りについて授業改善を進めていきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい、分かりまし

た。 
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○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） 関連してですね、ｉ

－ｃｈｅｃｋの結果を基にですね、学校と家庭

ですね、生徒さんの家庭との連携ということは

何か考えられていますか。 

○学校教育課長（田北佳一郎君） 失礼いたし

ます。 

 家庭の生活習慣ですね、いろんな質問もござ

いますけど、例えば朝食は毎日食べていますか

とか、平日１日どれぐらいの時間、テレビや動

画を見たり、インターネットを使ったり、ゲー

ムをしていますかというような質問もございま

す。この点につきましては、非常にやはりテレ

ビを見る時間、インターネットを使用する時

間、ゲームの時間、かなり長時間にわたるよう

になってきて、それが生活習慣の乱れにつなが

り、それがまた不登校につながったりというよ

うなところがございます。ですから、家庭に協

力を求めるような必要な部分につきましては、

課題を洗い出して、この結果を基にですね、学

級だよりですとか、学校だより等で家庭への啓

発活動を行っているところでございます。 

 以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） ＩＣＴ授業サポート事

業についてお尋ねします。 

 ＩＣＴ授業サポート業務委託ということで３

９６０万円ですね、ＩＣＴ教育推進アドバイザ

ーとこのサポート業務というのはどういうふう

に違うのかということと、業務委託をされるに

当たってどういった選考基準で選考される予定

なんでしょうか。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）教育政策課の田中でございます。 

 委員、今、お尋ねのＩＣＴ授業サポート事業

のところのＩＣＴ教育推進アドバイザーという

部分がまず１つ目にあると思うんですけども、

現在、こちらのほうはアドバイザーとしては小

宮山利恵子先生という方を当初からお願いし

て、アドバイザーとしていただいております。

主に本市のＩＣＴ教育の推進のアドバイザーと

いう形で、年間で保護者向け講演会だとか、ま

た、児童生徒向けのＩＣＴ関連に対する講演会

等をですね、今回、行う予定としております。

昨年度も、コロナ禍の中でユーチューブ等を活

用しまして、保護者、また、児童生徒の方々に

同様の指導を行ったところでございます。 

 それと、２番目のＩＣＴ授業サポーターとい

うのは、現在、サポーターのほうを１０名の体

制で行っておりまして、それぞれ長期の継続契

約を結びまして、市内の小・中・支援学校での

授業サポートという形で先生方への授業サポー

ト、また、授業中の子供たちへのＩＣＴ機器の

活用の操作とか、活用のそのサポートを行って

おるところでございます。今回、契約の期間が

満了となりますので、令和５年度におきまして

は再度契約更新といいますかですね、新たな契

約のほうをですね、結んでいきたいと考えてる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 新たな更新という言葉

を使われましたけど、今までのところと変わら

ない契約になるんですよね。きちっとそこの部

分を評価していただいてるんだろうというふう

に思いますけども、その辺り、担当課としてど

のような評価をされているのか、お聞かせいた

だけますか。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） すみま

せん、ちょっと言葉が出てこなかったんです

が、一応新年度のほうはですね、新たにプロポ

を行いましてですね、プロポーザルの形式でで

すね、それぞれの事業者さんからの企画等です

ね、とかを行いまして、サポーターの人数もさ

ることながらですね、そちらのほうで厳正に事
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業者のほうを決定していきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。 

○委員長（中村和美君） いいですか。ほかあ

りませんか。 

○委員（大倉裕一君） 小学校の施設管理事業

の中で、新たに学校プール再編モデル校検証業

務委託ということで、民間プールなどの活用の

検証を行いたいというような御説明だったかと

いうふうに思うんですけど、具体的にどういう

ことを進めていかれようとされているのかとい

うことを、ちょっと詳細に御説明いただいてい

いでしょうか。 

○教育施設課長（稲本健一君） 教育施設課の

稲本でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 委員御質問の件なんですけども、この後、所

管事務調査のほうでですね、詳細については説

明をさせていただきたいと思います。 

 プールのモデル事業というところで、どうし

ても老朽化がかなり進んでおりまして、今後、

プールの在り方についてを検討させていただき

たいという内容になっております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） 予算を審査するんで、

所管事務調査でするからその話は後でっていう

話はないと思いますね。予算のほうが優先でし

ょう。違いますか。 

○教育施設課長（稲本健一君） すみませんで

した。 

 今回のモデル事業というところなんですけど

も、プールのモデル事業で３校、モデル事業を

させていただきたいと思っています。近隣校の

利用というところでの１校、それと、市有プー

ルの利用で１校、それと、民間プールの利用で

１校ということで、３種類の手法によってモデ

ル事業のほうを実施させていただきまして、そ

れを来年度に検証を行いまして、今後の整備の

在り方を検討させていただきたいと思ってま

す。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） すみません、私たちが

子供の頃というのは、水泳の授業というのが物

すごく多かったというふうに思ってるんですけ

ど、子供たちを３人育てていく中で、水泳の授

業が物すごく減ってきたというふうな認識があ

るんですよ。今、年間で水泳授業ちゅうのはど

の程度の時間を確保するようになってるんでし

ょうか。 

○教育施設課長（稲本健一君） 委員御質問の

プールの利用状況というところなんですけれど

も、各学校ごとで、今、状況を調べる中で、各

学校で授業の時数が違いました。ただ、平均し

まして約１０時間、１０コマという言い方をさ

せていただくんですけども、１人当たりの１０

時間というところになっておりました。――前

は、学校のほうで夏休みの開放というところを

されていたんですけども、実際、今、ＰＴＡで

夏休みの開放という、昔からもなんですけど

も、されてたんですが、実際は、今はもうプー

ルの開放はない状況です。 

 それと、もう一つ、プールの部活動について

なんですけども、部活動につきましては、小学

校のは社会体育化されてまして、八代っ子クラ

ブで高田小学校に１校あります。それと、中学

校でいきますと、３校ありまして、八代一中、

八代二中、八代四中のほうがプールの部活動が

あるという状況になっております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい、ありがとうござ

いました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） プールの件なんです
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けど、小学校、中学校ありますけど、これ、小

学生が例えば中学校のプール使うとなると、や

っぱり深過ぎるとか、共有できない部分が結構

あると思うんですけど、そこら辺はどういうふ

うにお考えですか。 

○教育施設課長（稲本健一君） 委員御質問の

小学校と中学校のプールというところで、小学

校の場合は子プール、それと親プールというと

ころであるんですけど、中学校のほうで使う場

合には子プールが正直ありません。もしそうい

うような検討を行う、今回はモデル事業という

ことでその中学校のプールを使うということは

ないんですけども、もし中学校のプールという

ところで言ったら、民間プールでとかも今回採

用させていただいてるんですけども、台をです

ね、沈めまして、かさ上げをされて、大体通常

の民間プールは子プールというのがありませ

ん。ですから、かさ上げのプラスチックのを沈

めまして、それで対応するというところの今

回、モデル事業のほうを１校させていただきた

いと思ってます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） 教育サポート事業です

が、これは今、何年目で、その活動状況という

のは具体的にどのような活動状況になってるん

でしょうか。 

○教育サポートセンター所長（櫻井幸枝君） 

失礼いたします。教育サポートセンターの櫻井

と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 教育サポート事業は、教育サポートの先生方

をですね、２名お願いしております。もう六、

七年になると思います。お二人とも今までずっ

とですね、校長先生を経験されて、校長先生の

中でも見識が豊かで経験が豊かな先生をお願い

しております。 

 今年の状況ですけれども、教育サポーターお

二人で２月末現在、４６５件の学校や子供た

ち、保護者の相談等に当たっております。今の

ところ、そのような状況です。２月までほとん

ど毎日、学校のほうに出ております。 

 以上で、お答えとさせていただきます。 

○委員（橋本幸一君） 学校の先生だけじゃな

くて、子供たち、生徒とか保護者もその対象と

いうことなんですか。 

 学校の先生方のサポートというのは、そうい

うのはほかに何か事業、あるんですか。 

○委員長（中村和美君） 挙手をお願いしま

す。 

○教育サポートセンター所長（櫻井幸枝君） 

失礼いたしました。 

 教育サポート事業二人、ほかにですね、生徒

や保護者や全てをですね。特別支援教育相談事

業は特別支援教育アドバイザーが、先生方、子

供たち、保護者等に対応しております。 

 それから、やつしろ子ども支援相談員もおり

まして、それは子供や保護者に対応しておりま

す。 

 それから、教育サポート事業の教育サポータ

ーも、もともとはですね、校長先生を経験され

てますので、校長先生方の学校経営に関する御

相談、それから、やはり若い先生が今とても増

えてるので、若い先生のサポートをぜひ行って

いただきたいという校長先生方の強い希望で、

教育サポーターにはですね、学校の新採の先生

から１０年までの先生を特にですね、研修を毎

月しまして、若い先生方の育成にも力を入れて

おりますので、いろんな特別支援教育アドバイ

ザー、子ども支援相談員、それから、教育サポ

ーターで、みんなで対応しております。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 最近、中堅の先生方が

中途退職されることが非常に何か多いというよ
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うな話も聞いてるんですが、やっぱそういう先

生たちのサポートといいますか、そういうあれ

はないんですか。 

○教育サポートセンター所長（櫻井幸枝君） 

失礼いたします。 

 学校でいろいろな悩みを抱えていらっしゃる

先生ですね。 

○委員（橋本幸一君） そうそう、そうなんで

す。恐らくいろんな悩みがあって中途されるん

じゃないかなというので。 

○教育サポートセンター所長（櫻井幸枝君） 

もうですね、いろいろ相談があっておりまし

て、そうですね、学校の先生方はやはり子供と

の対応で悩んでいらっしゃいますので、先ほど

申し上げましたアドバイザー、サポーター、相

談員等が対応しております。先生方御自身のお

悩みもですね、教育サポーターが対応しており

ます。 

 以上で、お答えとさせていただきます。 

○委員（橋本幸一君） いいです。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。

大倉委員はいいんですか。 

○委員（大倉裕一君） 大丈夫です。後でいい

です。 

○委員（橋本徳一郎君） 先ほどの１年から１

０年までの若い先生方に研修を毎月というふう

なことも言われてたんですけど、これって結構

レポートなんか出されると大変かなという気も

するんですけど、体制とかは大丈夫なんでしょ

うか。 

○教育サポートセンター所長（櫻井幸枝君） 

失礼いたします。 

 研修に関してですけれども、教育サポートセ

ンターが実施している研修は、法定研修、県が

実施する初任者研修とは違いまして、サポート

する研修ですので、レポート等の提出は一切あ

りません。 

 以上で、お答えとさせていただきます。 

 気軽に参加できて、いろいろな悩みを共有で

きる場づくり、仲間づくりとしております。 

 以上で、お答えとさせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） すみません、学校給食

施設管理運営事業で、単独校と給食センターの

空調機の取替えといいますか、更新とか、設置

とかって上がってるんですけど、これは調理場

の空調になるんでしょうか。以前、調理をされ

てる方々がですね、夏場、とにかく暑くて大変

だというようなお声もお聞きしておりまして、

環境整備をちょっとお願いしたような発言をし

とったかと思うんですけど、どこの空調になる

のかということをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） 失礼し

ます。 

 今回のですね、空調の整備は、まず、東陽の

学校給食センター、それと、鏡小学校のいわゆ

る給食室、鏡中学校の給食室という形になって

おりまして、いずれも調理場の現場のほうを冷

却するとか、空調の管理をするほうのエアコン

でございます。 

 特に、鏡の小学校、中学校におきましては、

施設の関係もございまして、古うございまし

て、スポットクーラーという形で設置いたしま

す。 

 東陽の学校給食センターのほうは、通常の天

つり型か据置型の空調で、いずれも調理現場と

いうことで設置をしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（中村和美君） 金子副委員長、あり

ますか。 
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○委員（金子昌平君） 学校等施設整備事業に

該当するかはちょっと定かじゃないんですけれ

ども、この事業はですね、施設整備に対してで

すね、しっかりと対応していただいているとい

うところなんですが、校舎内にあるグラウンド

横の樹木だとか、そういったところの整備費と

いうのは予算確保ってされているんですかね。 

○教育施設課長（稲本健一君） 委員御質問の

樹木の剪定費とか伐採費なんですけども、かな

り、学校のほうなんですけども、樹木が高木化

と老木化しておりまして、ほかの自治体のほう

もかなりそういうのも新聞等にもありまして、

予算の拡充のほうを今年度、図りました。 

 調査のほうも、今現在、樹木の危険木という

ところで調査のほうを今年度、まず１回目、行

いまして、財政当局とも協議を行いまして、予

算の拡充を行ったんですが、全て樹木について

金額が取れたかというのはなかなか、まだ、年

次計画を立てまして整備のほうを、伐採とか剪

定のほうを行っていきたいと思ってます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。ほかあ

りませんか。 

○委員（橋本幸一君） グラウンドの整備の件

ですが、子供たちの健康面の安全というか、山

間地になればグラウンドに非常に鹿が入ってく

るというケースが多いんですね。あれは、基本

的にどのような考え方でおられますか。やっぱ

ダニとか、結構、入れば危険性が出てくるわけ

で、今、最近、特にマダニの部分が多いもんだ

から、今、気がついたんですが、この対応ちゅ

うともやっぱりしっかり考えていかんといかん

とじゃないかなという。 

○教育施設課長（稲本健一君） 委員御質問の

グラウンドの件なんですけども、鹿とかそうい

うお話がですね、すみません、まだ学校のほう

からお伺い、──今、正直、問合せというのが

……。 

○委員（橋本幸一君） 来てないんですか。 

○教育施設課長（稲本健一君） はい。来てな

いというのがありまして、すみません、整備依

頼書というのが学校から上がってくるんですけ

ども、そのグラウンド整備についてとか、そう

いう問題点というのが見たことがありませんの

で、今後、また、御質問いただきました件につ

きましては、学校とまた協議をさせていただい

て、検討させていただきたいと思います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（橋本幸一君） 保護者の中では結構話

が出てるみたいで、それが、今、学校内に届い

てないと、やっぱ、今、聞きました。早速それ

については届けるように伝えておきます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） すみません、学校施

設トイレの改修の洋式化が、新年度、令和５年

度で８割っていうふうなことを言われたんです

けど、残りはどこの場所でっていうことをちょ

っと説明いただきたいんですけど。 

○教育施設課長（稲本健一君） 委員御質問の

件なんですけども、うちの部長のほうから冒頭

で約８０％を目指しますというお話でした。８

０％は、令和７年度までに８０％を目指してい

きます。 

 そこで、残りの２０％というお話だと思うん

ですけども、残りの２０％につきましては、今

後、学校とですね、その８０％する中で、学校

が要望される場所を優先的に８０％を目指して

いきたいと。それと、今後、どうしても建物が

老朽化なり何かしてるものですから、建て替え

もしくはというところで、全ての和便器を洋便

器の１００％に目指すというのは、なかなかそ

の年次計画をつくる上ではかなり問題がありま

す。ですから、それにつきましては、８０％以

上を目指してはいくものの、年次計画、学校の

状況を見ながら、できるだけ１００％に近づけ

るように頑張っていきたいと。ただ、何年度ま
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でというのは、お答えについては、すみませ

ん、今日は控えさせていただきたいと思いま

す。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（橋本徳一郎君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。ほ

かありませんか。 

○委員（金子昌平君） すみません、ＩＣＴ教

育推進事業についてですけれども、今回は２０

９５台分のリース更新ということで、もう予算

計上してありますけれども、一方、ＧＩＧＡス

クール構想に基づいて購入した端末があるかと

思います。そちらのほうのですね、台数とリー

ス時期とその経費とかっていうのが分かれば教

えていただきたいと思いますけど。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） 今の御

質問は、いわゆる備品で購入したものというこ

と。 

○委員（金子昌平君） ＧＩＧＡスクール構想

に基づいた補助金事業で購入した端末。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） ＧＩＧ

Ａスクールですね。分かりました。 

 ＧＩＧＡスクールで購入したものにつきまし

ては、児童生徒用で７８２５台でございます。

こちらのほうが、令和７年度にはいわゆる更新

という時期を予定では迎えますので、それ以降

については、１度にこの７８２５台をリースと

いうわけにもいきませんので、また、何パター

ンかに区切ってでも予算化をしていきたいなと

いうふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（金子昌平君） 今、令和７年度に更新

を迎えるというところで、そもそも準備してい

た金額というかですね、今回上げてこられたリ

ース費とその令和７年度に新しくかかってくる

リース費の総額で大体どのぐらいの予算になっ

てくるんですかね。リース代って。端的に言う

と、ＧＩＧＡスクール構想に係る更新の経費で

すね。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） ちょっ

と今、手元に資料がありませんので。 

○委員長（中村和美君） いや、後ろに何か。 

○教育政策課長補佐兼学校管理係長（松本 豊

君） 松本でございます。 

 タブレット、パソコン等に係る費用というこ

とですけれども、ＧＩＧＡスクール構想で先ほ

ど回答がありました７８００台に使用した経費

というのが大体６億弱ほどでございます。 

 それ以外にですね、その当時はＧＩＧＡスク

ール構想につきましては備品で一括で購入をし

ておりまして、それまでパソコン室に設置をし

ていたパソコン、それと、先生方のパソコンと

いうのは５年間のリースで購入をしておりま

す。先生方のリース料がですね、と、あと、プ

リンターとかも一部ありますんで、全て入れま

すと、その費用が約１０億ほどになります。５

年間の費用でですね。 

 ＧＩＧＡスクールではかなりの台数買いまし

たけれども、１台当たりの価格っていうのがか

なり抑えられたというところがあります。ＧＩ

ＧＡスクールでは、タブレットをですね、１台

当たり７万５０００円ほどで購入できたんです

けれども、先生方のパソコンについてはノート

パソコンを当時入れてたんですが、大体２０万

ぐらいかかります。端末の台数がかなり違いま

して、合わせますと今のところ１６億ほどとい

う形に計算上はなろうかというところです。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（金子昌平君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（橋本幸一君） 冒頭質問いたしました

が、先生方のですね、やっぱりベテランの先生
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方がやっぱり中途退職されるっていうならば、

非常にやっぱりこの八代の教育環境というのが

低下するという思いもするわけで、ぜひです

ね、不登校の子供たちがおれば保護者も悩む

し、また、先生たちも大きな悩みが増えてくる

ような状況下にあるかと思いますので、しっか

りその先生たちをですね、やっぱサポートでき

るようなそういう体制も整備していただきたい

と思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で第

９款・教育費についてを終了いたします。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午前１１時５４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５５分 本会） 

○委員長（中村和美君） 休憩前に引き続き、

会議を始めますが、それでは、午前中の審査を

終了し、しばらく休憩いたします。午後は１時

から再開いたします。よろしくお願いします。 

（午前１１時５６分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（中村和美君） それでは、休憩前に

引き続き、文教福祉委員会を再開いたします。 

 次に、歳出の第３款・民生費について、健康

福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（丸山智

子君） 改めまして、皆様、こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）健康福祉部長

の丸山です。午後からもまたよろしくお願いい

たします。 

 それでは、令和５年度一般会計予算の審議を

お願いするに当たりまして、健康福祉部が所管

いたします第３款・民生費、第４款・衛生費に

つきまして、新たに取り組む事業を中心に、部

長としての総括を述べさせていただきます。 

 失礼して、着座にて申し上げます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（丸山智

子君） 初めに、喫緊の課題である子育て支援

についてです。平成３０年以降で見ましても、

毎年１０００人以上の人口が減少する中、令和

４年度の出生数は初めて７００人を切るなど、

少子化に歯止めがかからない状況となっており

ます。人口減少の流れを緩やかにし、本市の活

力を維持していくためには、子育て世代に選ば

れるまちやつしろを目指して取り組んでいく必

要があります。 

 このため、本年９月から、全ての子供の保育

料を無償とすることにいたしました。これによ

り、保育料の負担から保育園等の利用を控えた

り、子供を持つことをためらわれたりされてい

る御家庭の支援につなげたいと考えておりま

す。 

 さらに、保護者自身が支援を必要としている

など、家事・育児に負担を抱えている家庭にヘ

ルパーを派遣して支援を行う子育て世帯訪問支

援事業も開始します。 

 昨年創設した八代市出産祝い金や先月から始

めました、出産・子育て応援事業などと併せ

て、子育てに係る経済的、精神的負担を軽減

し、切れ目のない支援を行っていくことで、本

市で子供を産み育てたいと願う方が一人でも増

えるよう、重点的に取り組んでまいります。 

 また、誰もがいきいきと暮らせるまちとする

ためには、子育て世代だけでなく、高齢者、障

害者、生活困窮者等への支援にも引き続き力を

入れていく必要があります。 

 高齢者福祉においては、令和５年度は、第２

期八代市成年後見制度利用促進計画の策定年度

になりますので、第１期計画の検証した上で、

制度の利用促進を図るとともに、今年度から開

始した市民後見人養成講座を継続して行い、成

年後見人等の担い手確保にも取り組んでまいり
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ます。 

 障害者福祉においては、地域における相談支

援の中核的な役割を担う基幹相談支援センター

の設置に向け協議を重ねてまいりましたが、よ

うやく運営の方向性が定まり、令和５年度中に

委託事業者を選定することから、債務負担行為

の設定をいたしております。令和６年度からの

事業開始に向け体制を整備し、障害のある人が

地域で自立した生活が送れるよう、引き続き支

援してまいります。 

 生活困窮につきましては、昨年からの急激な

物価上昇による生活への影響がさらに悪化して

いるのではないかと懸念されます。生活に困窮

されている方が安定した生活を営めるよう、そ

れぞれの状況に応じて、生活保護や生活困窮者

自立支援事業など、関係機関と連携して各種支

援を適切に行ってまいります。 

 次に、保健・衛生関係についてですが、健康

であることは全ての人にとっての生活の基盤と

なるものです。市民の皆様が健康で安心して暮

らせるよう、母子保健や歯科保健、各種予防接

種、がん検診などの保健事業を着実に推進し、

引き続き健康づくりに取り組んでまいります。 

 最後に、新型コロナウイルス感染症対策につ

いてです。長く続いたコロナ禍ではあります

が、５月８日から感染症法上の位置づけが２類

から５類に移行することとなりました。マスク

着用のルールも昨日から緩和され、社会生活も

徐々に以前の日常に戻っていくものと思われま

すが、感染状況に応じた感染防止対策について

は、引き続き周知啓発していくとともに、ワク

チン接種についても、国の方針に基づき必要な

接種体制を整え、適切に対応してまいりたいと

考えております。 

 以上、令和５年度一般会計予算に係る健康福

祉部長としての総括といたします。 

 それでは、議案第８号・令和５年度八代市一

般会計予算、第３款・民生費を福本次長が、ま

た、第４款衛生費関係分については白川次長が

説明いたしますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（福

本桂三君） こんにちは。（｢こんにちは」と

呼ぶ者あり）健康福祉部の福本です。よろしく

お願いいたします。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（福

本桂三君） それでは、議案第８号・令和５年

度八代市一般会計予算をお願いいたします。文

教福祉委員会付託分のうち、款３・民生費につ

きまして御説明いたします。 

 ５ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算の歳出です。 

 款３・民生費で２４１億８４８６万８０００

円を計上しております。前年度と比較して２億

９５０３万円の減額となっております。内訳と

して、項１・社会福祉費は１１７億５０９２万

５０００円で、前年度比３７４３万９０００円

の増額、項２・児童福祉費は９３億１４２８万

円で、前年度比２億３７４２万８０００円の減

額、項３・生活保護費は３１億１８６０万１０

００円で、前年度比９４１２万８０００円の減

額、項４・災害救助費は１０６万２０００円

で、前年度比９１万３０００円の減額でござい

ます。 

 民生費の減額の主な理由としましては、項

２・児童福祉費において、河俣保育園の民営化

に伴い、公立保育所運営事業で５３６３万４０

００円の減、入所見込みの園児数の減に伴い、

私立保育所保育事業で１億３００６万１０００

円の減によるもの、また、項３・生活保護費に

おいて、生活保護世帯はほぼ横ばいであるもの

の、生活保護費の実績による医療扶助費の減及

び高齢者単身世帯の増加による生活扶助費の減

に伴い、生活保護費給付費事業で８１３４万６
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０００円の減によるものです。 

 それでは、歳出の内容を御説明いたします。

６８ページをお願いします。 

 下の表、款３・民生費、項１・社会福祉費、

目１・社会福祉総務費では、６８億４４３５万

３０００円を計上しておりまして、前年度と比

べ２７９４万４０００円の増額となっておりま

す。 

 右側の説明欄のうち、主な事業につきまして

御説明いたします。 

 説明欄の６つ目、後期高齢者医療広域連合負

担金事業２０億５７３８万４０００円は、７５

歳以上の後期高齢者等を対象とした医療保険を

運営する熊本県後期高齢者医療広域連合に対す

る負担金で、組織運営や事務経費に当たる共通

経費が７９３９万４０００円、療養給付費に対

する経費が１９億７７９９万円です。 

 １つ飛びまして、生活困窮者自立支援事業３

８２５万７０００円は、生活保護に至る前の生

活困窮者に対し、包括的な支援を早期に行うこ

とで、自立の促進を図るもので、必須事業の自

立相談支援事業の委託料１８３３万７０００

円、住居確保給付金５９４万円、任意事業の一

時生活支援事業、家計改善支援事業、子供の学

習・生活支援事業の負担金１１４０万６０００

円、就労準備支援事業の委託料２５５万４００

０円などです。 

 ２つ飛びまして、特別会計繰出金事業、国保

１４億５１４６万７０００円は、保険基盤安定

制度に係る国保税軽減分及び保険者支援分や職

員給与費等事務費、国保財政安定化支援事業な

どに対するものです。 

 次の特別会計繰出金事業、後期高齢６億９１

９０万円は、低所得世帯に対する保険料軽減分

や職員給与費等事務費などに対するものです。 

 次の特別会計繰出金事業、介護２４億１６２

４万７０００円は、介護給付費や職員給与費等

事務費などに対するものです。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金１４

億２８６３万９０００円は、主に国民健康保険

特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保

険特別会計への繰出金に対する国県支出金で

す。また、その他の２１６万円は、地域福祉計

画策定業務に係る地域福祉基金繰入金です。 

 ６９ページをお願いします。 

 目２・老人福祉対策費で３億２７０５万６０

００円を計上しております。前年度に比べ２１

万８０００円の増額となっております。 

 説明欄の６つ目、シルバー人材センター運営

費補助事業２２７９万４０００円は、健康で働

く意欲を持つ高齢者の経験、能力を生かした就

業機会を確保・提供し、地域社会への参加を通

した生きがいづくり等を図る八代市シルバー人

材センターの事業運営を支援するもので、運営

費補助金８７０万円、育児支援業務や人手不足

の分野等の取組により、働く現役世代が安心し

て働けるよう下支えする、高齢者活用・現役世

代雇用サポート事業補助金１３９０万４０００

円などです。 

 次に、１つ飛びまして、老人クラブ助成事業

３７１万１０００円は、老人福祉の増進を図る

ため、老人クラブの活動に対し助成を行うもの

で、単位老人クラブ９０クラブに対する補助金

２９７万円、市の老人クラブ連合会に対する補

助金７３万３０００円が主なものです。 

 ３つ飛びまして、老人福祉施設入所措置事業

２億４３６８万円は、６５歳以上で居宅により

養護を受けられない者が保寿寮やすずらんの杜

などの市内外の養護老人ホームへ入所するため

にかかる措置委託料が主なものです。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金２７

２万４０００円は、老人クラブ活動に対する県

支出金などで、地方債９８０万円は五家荘デイ

サービスセンター管理運営事業に係る市債で、

その他の４５２２万６０００円は、養護老人ホ

ームの入所者からの負担金などです。 
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 次に、目３・社会福祉対策費では１億６０９

０万３０００円を計上しておりまして、前年度

と比べ２３９９万８０００円の減額となってお

ります。 

 説明欄の４つ目、坂本地域福祉センター管理

運営事業５４３万６０００円は、八代市社会福

祉協議会への窓口業務の委託料１１０万７００

０円や浄化槽保守点検委託料８５万９０００円

などです。 

 説明欄の下から３つ目、泉地域福祉センター

管理運営事業８７８万５０００円は、泉地域福

祉センターにおいて、施設管理やデイサービス

事業等を指定管理者である八代市社会福祉協議

会により行うもので、指定管理者への委託料７

１４万５０００円、浴場用の循環ろ過装置に係

るろ材、薬注入ポンプの交換に要する費用１２

５万４０００円などです。 

 次の柿迫生きがいセンター管理運営事業５２

１万円は、柿迫生きがいセンターにおいて、施

設管理や、介護予防・日常生活支援総合事業等

を指定管理者である八代市社会福祉協議会によ

り行うもので、全額指定管理者への委託料で

す。 

 ７０ページをお願いします。 

 説明欄の上から４つ目、社会福祉団体育成事

業１億１４３２万６０００円は、社会福祉法に

基づき、地域福祉の推進を図ることを目的とし

た八代市社会福祉協議会に対する１７名分の人

件費補助金です。 

 ２つ飛びまして、成年後見制度利用促進事業

９６万２０００円は、令和６年度からの第２期

八代市成年後見制度利用促進計画策定に向けた

八代市成年後見制度利用促進審議会の開催に係

る委員への報酬２０万７０００円、成年後見人

などの担い手確保に向けた取組強化のために実

施している市民後見人養成研修の受講者に対す

るフォローアップのための研修の委託料６０万

円などです。 

 ６９ページに戻りまして、財源内訳の特定財

源のうち、国県支出金８９８万１０００円は、

主に豪雨災害に係る事業に対する県補助金で、

地方債７１０万円は泉地域福祉センター管理運

営事業に係る市債で、その他７３１万３０００

円は、シルバーワークプラザ事務室実費徴収金

などです。 

 ７０ページをお願いします。 

 目４・障害福祉対策費で４３億８３５９万２

０００円を計上しております。前年度と比べ３

６８４万５０００円の増額となっております。 

 説明欄の上から６つ目、更生医療給付事業１

億９９７１万４０００円は、１８歳以上の身体

障害者手帳の交付を受けた方が、指定医療機関

において、人工透析や心臓手術、関節形成手術

など、障害の軽減や日常生活能力の回復などの

ために必要な治療を受ける場合にその医療費の

一部を負担するもので、扶助費１億９９４３万

円などです。 

 １つ飛びまして、重度心身障がい者医療費助

成事業２億１５３７万４０００円は、身体障害

者手帳の１級、２級や療育手帳のＡ１、Ａ２な

どを持つ重度の心身障害者や障害児に係る医療

費の一部を助成するもので、扶助費２億１１６

６万５０００円などです。 

 次に、１つ飛びまして、特別障害者手当等給

付事業５０５０万６０００円は、重度の障害が

あるため、日常生活において常時特別の介護が

必要な在宅の障害者や障害児に対し、その障害

のため必要となる精神的、経済的な特別の負担

の軽減の一助として手当を支給するもので、全

額が扶助費です。 

 次の補装具交付・修理事業２５４０万円は、

身体障害者や障害児、難病患者等の失われた身

体上の機能を補完し、日常生活を容易にするた

めの補装具の購入や修理に係る費用の一部を補

助するもので、全額が扶助費です。 

 ７１ページをお願いします。 
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 説明欄の上から７つ目、地域生活支援事業１

億３３３８万６０００円は、障害のある方が自

立した日常生活や社会生活を営むために必要な

支援を行うもので、障害者や障害児の保護者な

どからの相談に応じ支援する事業や手話奉仕員

の養成や派遣を行う事業、日常生活用具の給付

を行う事業などがあります。 

 市内２か所の相談支援事業所への委託料１７

４６万５０００円や市内４か所の地域活動支援

センターへの委託料３０７６万円のほか、スト

マや紙おむつなどの日常生活用具の給付費３０

２３万６０００円、日中一時支援事業に係る扶

助費３１４８万８０００円をはじめとした扶助

費７０３３万７０００円などが主なものです。 

 次の障害福祉サービス給付事業２９億３０６

９万７０００円は、障害者の日常生活や社会生

活を総合的に支援するために提供する障害福祉

サービス給付費です。生活介護などの日常生活

に必要な支援を受けられる介護給付費として１

５億３２０５万９０００円、就労継続支援やグ

ループホームでの援助を行う共同生活援助など

により、自立した生活に必要な知識や技術を身

につける訓練等給付として１３億９４２２万３

０００円などです。 

 次に、１つ飛びまして、障がい児通所支援事

業５億８５８８万１０００円は、障害児や障害

の疑いのある子供たちを対象に、日常生活にお

ける基本的な動作の指導や集団生活への適応訓

練、社会との交流等の療育訓練を行うととも

に、保護者に対し家庭での養育について支援や

助言を行うもので、就学前の障害児を対象とし

た児童発達支援の１億７６１４万５０００円、

小・中・高校の障害児を対象とした放課後等デ

イサービスの３億６６１８万６０００円などで

す。 

 ７０ページに戻っていただきまして、財源内

訳の特定財源のうち、国県支出金３０億５４２

９万６０００円は、障害福祉サービス給付事業

に対する国県支出金などで、その他８８７万４

０００円は、障がい者福祉計画等策定業務に係

る地域福祉基金繰入金や地域生活支援事業に対

する氷川町からの負担金などです。 

 ７１ページをお願いします。 

 目４・国民年金費では３５０２万１０００円

を計上しておりまして、前年度に比べ３５７万

円の減額となっております。 

 説明欄の２つ目、年金事務事業５１万８００

０円は、国民年金事務に要する事務用品や郵便

料が主なものです。 

 なお、財源内訳の特定財源のうち、国県支出

金３２４８万６０００円は、年金の資格取得や

喪失などの各種受付を行う法定受託事務や年金

相談、口座振替の促進、制度の周知・啓発等を

行う協力・連携事務、年金生活者支援給付金の

請求書の受付等を行う事務に対する国庫支出金

です。 

 ７２ページをお願いします。 

 項２・児童福祉費、目１・児童福祉総務費で

７億４０５４万９０００円を計上しておりま

す。前年度に比べ５２５２万円の増額となって

おります。 

 説明欄の６つ目、ひとり親家庭等医療費助成

事業２３６４万７０００円は、独り親家庭等の

経済的負担を軽減し、父母の健康保持と児童の

健やかな育成を支援するため、医療費の一部を

助成するもので、扶助費２３６１万円が主なも

のです。 

 次のこどもプラザ事業１５７６万３０００円

は、子育て支援の促進を図るため、主に乳幼児

を持つ子育て中の親子が気軽に集える常設の場

所として、マックスバリュ八代店２階にこども

プラザすくすくを、また、イオン八代店２階に

こどもプラザわくわくを開設し、子育て中の親

子の交流を図るとともに、子育て等に関する相

談支援、講習会などを実施しております。 

 ２つ飛びまして、ひとり親家庭等自立支援対
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策事業２３５７万８０００円は、母子・父子自

立支援員が、独り親家庭等の相談に応じるとと

もに、生活の安定につながる資格取得を促進す

るためのひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

や主体的な能力開発を支援するためのひとり親

家庭自立支援教育訓練給付金を支給し、独り親

家庭等の経済的自立を図るもので、給付金２１

１７万６０００円が主なものです。 

 次の放課後児童健全育成事業３億４３３９万

９０００円は、仕事などで昼間保護者がいない

家庭の小学校児童の安全・安心を確保し、児童

の健全育成と保護者の仕事と子育ての両立を図

る目的で放課後児童クラブの運営を委託するも

ので、３５か所のクラブに対しての委託料が主

なものです。 

 １つ飛びまして、病児・病後児保育事業２５

７２万４０００円は、病中また病気の回復期に

ある児童の保育が家庭で困難な場合に児童の一

時預かりを行い、子育てと仕事の両立を支援す

るもので、市内３つの事業所に対する委託料

と、氷川町にある八代北部地域医療センター、

病児・病後児保育室ハグ・くむの相互利用のた

めの氷川町に対する負担金です。 

 説明欄下から４つ目、八代市出産祝い金給付

事業４０８５万円は、令和４年度から開始した

本市独自の施策で、本市で出生した新生児を養

育する者に対し、子供の出生を祝い、安心して

子供を産み育てるまちづくりを実現するため、

出産祝い金を給付するものです。第１子は３万

円、第２子は５万円、第３子以降は１０万円を

給付します。 

 次の子育て世帯訪問支援事業３７５万５００

０円は、新規事業で、訪問支援員が家事・育児

等に対し不安や負担を抱える子育て家庭や妊産

婦等の居宅を訪問し、不安や悩みを傾聴すると

ともに、家事・育児等の支援を実施することに

より、安心した出産や安定した育児ができるよ

う支援し、子供の安心・安全な生活を確保する

ものです。 

 次の出産・子育て応援事業７５９５万１００

０円は、令和４年度に国が創設した施策で、妊

娠期から子育て期まで一貫した相談に応じる伴

走型相談支援を行うとともに、出産育児関連用

品の購入や子育て支援サービスの利用等におけ

る負担軽減を図るため、妊娠届出後及び出生後

に経済的支援を行うものです。妊娠届出時の面

談実施後に妊婦に５万円、また、出生後の乳児

家庭全戸訪問等での面談実施後に子供１人当た

り５万円を給付することとしており、給付金７

０００万円のほか、会計年度任用職員の任用、

郵便料など、事務費５９５万１０００円が主な

ものです。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金３億

６１７９万５０００円は、主に放課後児童健全

育成事業に対するもので、その他４１６９万円

は、主に八代市出産祝い金給付事業に対するふ

るさと八代元気づくり応援基金繰入金です。 

 ７３ページをお願いします。 

 目２・児童措置費で２４億８２４７万９００

０円を計上しておりまして、前年度に比べ７７

８４万円の減額となっております。 

 説明欄の１つ目、児童手当事業１７億８７０

６万５０００円は、中学校卒業までの児童を養

育している保護者等に対し、児童の年齢等に応

じた手当を支給するものです。 

 次の児童扶養手当事業６億９５４１万４００

０円は、離婚などによる独り親家庭の父母等に

対して手当を支給するものです。 

 なお、財源内訳の特定財源のうち、国県支出

金１７億４４５７万円は、児童手当事業及び児

童扶養手当事業に対するものです。 

 続きまして、目３・保育所費で６０億９１２

５万２０００円を計上しておりまして、前年度

と比べ２億１２１０万８０００円の減額となっ

ております。 

 説明欄の２つ目、公立保育所運営事業２億６
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７７９万円は、公立保育園９園の運営経費で、

保育士等の会計年度任用職員の報酬など１億４

２７６万３０００円、５つの園の給食業務委託

料２７８５万２０００円、また、太田郷ひびき

保育園の空調設備に係る改修工事５００万円や

千丁みどり保育園の給水ポンプ設備の改修工事

２９８万９０００円、鏡保育園の送迎用駐車場

から玄関までをアスファルト舗装する工事１２

０万円などです。 

 ４つ飛びまして、私立保育所保育事業４１億

１００８万５０００円は、市内の私立保育所４

３園及び市外の私立保育所への保育負担金４０

億６６６２万４０００円と医療的ケアが必要な

園児を受け入れるため看護師を加配する私立保

育所への補助金１０５８万円、保育士の業務負

担軽減を目的とした保育補助者の雇用に対する

補助金２７８３万５０００円、私立保育所にお

けるＩＣＴ化を推進するための補助金４８０万

円などです。 

 １つ飛びまして、障がい児保育事業７４５８

万１０００円は、私立保育所等において障害の

ある児童を受け入れるに当たり、保育士の増員

やその安全性が確保されるよう設備等を整備す

るために、保育所等に対して補助を行うもので

す。 

 次の施設型給付事業９億１０８６万円は、幼

稚園と保育所の機能を併せ持つ認定こども園等

への給付費８億９９３１万５０００円と保育士

の業務負担軽減を目的とした保育補助者の雇用

に対する補助金１１５４万５０００円です。 

 次の地域型保育給付事業８７９１万１０００

円は、小規模保育事業所のありんこ園、リス託

児所、事業所内保育事業所のプチトマト等への

給付費です。 

 ２つ飛びまして、幼児教育・保育助成事業５

９２４万９０００円は、私学助成幼稚園や認可

外保育施設等への施設等利用給付費と本市独自

の施策である第３子以降の副食費無料化のため

の補助金を交付するものです。 

 なお、新規事業としまして、これまで３歳か

ら５歳まで及び第３子以降の子供を対象に保育

料を無償化にしていましたが、本年９月より、

ゼロ歳から２歳までの第１子及び第２子につい

て保育料の無料化を拡大することで、全ての子

供の保育料を無償とします。保育料の無償化に

よる予算の影響につきましては、当初予算の概

要の１９ページに記載のとおりです。 

 影響額は、歳入の減少と歳出の増加を合わせ

て１億６７７４万１０００円となっておりま

す。 

 保育料を徴収しないことにより、市の歳入

が、公立保育所分の１２２７万２０００円、私

立保育所分の１億２２９８万円、減少すること

となります。 

 また、歳出では、私立保育所保育事業で、私

立保育園への保育料の徴収事務の委託が９月以

降不要となることから、保育料徴収事務委託料

が３４万４０００円の減額となります。 

 さらに、一部の保育施設では、今回の保育料

の無償化により園の収入が減少し、保育の運営

に支障を来すことから、本市から保育料相当分

を補助金として補塡する必要があります。その

ため、施設型給付事業で、認定こども園などの

利用料の補塡分２７２９万９０００円の補助金

の増額、また、地域型保育給付事業で、小規模

保育施設の利用料の補塡分２４８万２０００

円、さらに、幼児教育・保育助成事業で、認可

外保育施設の利用料補塡分として３０５２万円

の補助金の増額となっております。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金３６

億９８６１万９０００円は、私立保育所保育事

業に対する国県支出金などで、その他１億３６

４９万円は、保育所の利用者負担金である保育

料などです。 

 ７４ページをお願いします。 

 上の表で、項３・生活保護費、目１・生活保
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護総務費で１億８７４２万２０００円を計上し

ており、前年度に比べ１２７８万２０００円の

減額となっております。 

 説明欄の２つ目ですが、生活保護事業２７２

３万７０００円は、生活保護事業の適正実施の

ために必要な事務や職員研修、被保護者の就労

事務支援事業などに要するものです。 

 また、財源内訳の特定財源のうち、国県支出

金１２２６万４０００円は、生活保護適正実施

推進事業や就労準備支援事業などに係る国庫支

出金です。 

 最後に、目２・扶助費で２９億３１１７万９

０００円を計上しておりまして、前年度に比べ

８１３４万６０００円の減額となっておりま

す。 

 説明欄の生活保護費給付事業では、８種類の

扶助費を支給しており、そのうち医療扶助費が

最も多く１６億７５５５万５０００円、生活扶

助費が６億５６１７万３０００円、住宅扶助費

が３億６１０３万９０００円、介護扶助費が１

億６７６万１０００円などとなっております。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金２１

億８５０７万９０００円は、生活保護扶助費に

係る国県支出金で、その他２５６８万６０００

円は、生活保護費の返還金です。 

 以上で民生費の説明を終わります。御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） まず、成年後見制度

の研修がされていますけども、これ、実際に利

用されてる数ってどのぐらいあるんでしょう

か。 

○高齢者支援課長（成年後見支援センター所長

兼務）（石本 淳君） こんにちは。高齢者支

援課、石本と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 市民後見人養成研修につきましては、今年度

から開始をしたというものでございます。コロ

ナ禍の状況等もございましたものですから、定

員を２０名ということで募集をいたしまして、

この２０名の募集に対して１６名の方が申込み

をしていただきまして、今年１月２１日に初回

の研修を開始しまして、先日、３月１１日に終

了したというふうな状況でございます。１６名

の方全員がですね、全ての研修カリキュラムを

ですね、終了されまして、今回は１６人全員が

全て受講を完了されたというふうな状況でござ

います。 

○委員（橋本徳一郎君） 成年後見人がどれだ

け必要とされるかというのは、調査によるんで

しょうけども、その成年後見人を利用される方

はどんな感じですか。 

○高齢者支援課長（成年後見支援センター所長

兼務）（石本 淳君） 成年後見人の利用状況

ということでですね、まず、実際、八代市内で

成年後見制度を利用されておられる方の数を御

説明させていただきたいと思います。 

 成年後見制度の類型のほうがですね、成年後

見、補佐、補助、任意後見ということでござい

まして、成年後見の利用者が１２６名、補佐類

型の利用者が５５名、補助類型が８名、任意後

見を１名ということで、いわゆる法定後見を利

用されている方、１９０名いらっしゃるという

ような状況でございます。 

 成年後見制度の利用に際しましては、家庭裁

判所のほうに申立てをしないといけないという

ことでございまして、御自身で申し立てる場

合、そして、申し立てる方がいらっしゃらない

場合は市が申し立てるということでですね、毎

年、本市のほうでも市長申立てということで、

数十件申立てをしているというような状況でご

ざいます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（橋本徳一郎君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 
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○委員（大倉裕一君） 何ページか分からんと

ばってんが、生活困窮者就労準備支援事業です

ね。生活困窮者就労準備支援事業、この制度と

しては、生活困窮されている方が自立するため

に雇用というんですかね、職に就くというよう

な形に結びつけていく事業ではないかなという

ふうに認識しているんですけども、実際どの程

度の、年度で対応されとって、成果としてどれ

ぐらいの方が就労に結びついてるんでしょう

か。 

○理事兼生活援護課長（鶴田洋明君） こんに

ちは。生活援護課の鶴田です。よろしくお願い

いたします。 

 ただいまの生活困窮者自立支援事業に係りま

す生活困窮者就労準備支援事業のですね、参加

者が、令和４年度が２４名おられまして、その

うち就労、いわゆる仕事が決まられ、就職され

た方が５名という実績となっております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 病児・病後児保育事

業についてなんですけども、定員が２名、４

名、６名というふうな感じでなっとるんです

が、利用者数というのはどんな感じでしょう

か。 

○こども未来課長（辻田美樹君） こども未来

課、辻田です。よろしくお願いいたします。 

 令和３年度が３０６名で、令和４年度の人数

については、今、手持ちがございませんので、

後ほど御報告させていただきたいと思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（金子昌平君） 質問の内容は一緒なん

ですけれども、ちょっと事業名が私立特別保育

事業のほうで夜間保育、１０時以降預けられる

親さんが多いのかなと思いますけども、これ、

施設数的にはひかり保育園１者だったですよ

ね。この利用状況についてちょっと分かれば教

えていただきたいなと思うんですけれども。 

○こども未来課長（辻田美樹君） こども未来

課、辻田です。 

 延長保育事業につきましては、箇所数が４７

か所あります。いろんな保育園のほうで３０分

５０円ということで延長。 

○委員（金子昌平君） 延長をされるというこ

とですか。 

○こども未来課長（辻田美樹君） はい。させ

ていただいております。 

○委員（金子昌平君） １０時以降の。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 夜間保育。

申し訳ありません。 

 夜間保育はひかり保育園のみになっていま

す。利用料金のお話だったでしょうか。じゃな

くて。 

○委員（金子昌平君） 利用状況。 

○こども未来課長（辻田美樹君） すみませ

ん、利用の人数については、すみません、手持

ちがありませんので、後ほど御報告したいと思

います。申し訳ありません。 

○委員（金子昌平君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 成年後見人ですけ

ど、思ったよりも少ないなっていう印象はある

んですけど、その分、家族の方もしっかり状況

を把握されてるのかなというふうに思うんです

が、これからまだ増える可能性があるんでです

ね、そういったものの状況もしっかり把握して

いただいて、利用促進していく必要があるかな

と思います。 

 あと、病児・病後児保育ですけども、利用が

それなりに３０６人ですか、やっぱりちょっと
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場所的に距離とかもあるかなというふうに思い

ますんで、その辺の解消というかですね、そう

いった部分もちょっと考えていっていただけた

らなというふうに思いますので、よろしくお願

いします。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） 老人クラブ助成事業と

いうのが今あって、今、老人会というのが非常

に高齢化率は上がっていながら、高齢者は増え

ながら、これ見れば、かなりクラブが減ってお

るということは、非常に問題かなという思い

が。何でこういう減るのかということをです

ね、ちゃんと把握しながら、その支援というの

をしっかりやっていただきたいと思います。 

○委員長（中村和美君） そのほかありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 先ほどお尋ねしました

生活困窮者自立支援事業ですけども、きちんと

ですね、就職のほうに結びつけていただいてい

るということは認識をしたところです。さらに

事業の成果が上がるようにしっかりと取り組ん

でいただきたいというふうに思います。ひいて

はこの生活保護というところにつながってくる

ものだというふうに思いますので、成果にです

ね、期待をしておきたいというふうに思いま

す。 

 それから、冒頭、部長のほうが抱負を述べら

れました。一般質問でも、子育て世代に選ばれ

るまちやつしろになりたいというふうにおっし

ゃっていただいてます。八代の子育て支援とい

うのは、本当、充実してるというふうに思いま

すし、保育施設が他市に比べて非常に多いとい

うのもですね、八代市にとってのアピールどこ

ろだというふうにも思っています。そういう面

では、健康福祉部だけに限らずですね、横断的

な連携を取っていただいて、子育てされている

方は残っていただく、また、八代の周りの方が

選んで八代に住んでいただけるようなですね、

取組を横断的に八代市一体となって取り組んで

いただくようにお願いをしておきたいなという

ふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（金子昌平君） 障害福祉サービス給付

事業だとか、障がい児通所支援事業というので

ですね、国の制度に基づいて範囲の中で利用日

数を決めてですね、様々な支援をされていると

思うんですけれども、利用者だとか施設の方か

らちょっと話を伺うとですね、もう１日日数が

増えれば、体力面、メンタル面にですね、より

改善が見込まれるのになという声があるんでで

すね、厳しい状況にあるのかなと思いますけれ

ども、本市独自の支援というか、そういったも

のも考えていただければなと思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で意見も終わり

ましたので、以上で第３款・民生費についてを

終了します。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午後１時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５０分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 執行部より発言の申出があっておりますの

で、これを許可します。 

○こども未来課長（辻田美樹君） こども未来

課、辻田です。 

 先ほどお尋ねがありました人数について分か

りましたので、御報告させていただきます。 

 令和４年度の病児・病後児、２月末までの利

用が５２８人になっております。 

 また、ひかり保育園の夜間保育につきまして

は、定員２０人に対して２０人の入園がござい

ます。 
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 以上、御報告させていただきます。 

○委員長（中村和美君） 次に、歳出の第４

款・衛生費について、健康福祉部から説明を願

います。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（白

川健次君） 皆様、改めましてこんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）健康福祉部の

白川でございます。本日はよろしくお願いいた

します。 

 それでは、座って説明をさせていただきま

す。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（白

川健次君） 文教福祉委員会付託分のうち、款

４・衛生費につきまして、議案第８号・令和５

年度八代市一般会計予算を用いまして説明いた

します。５ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算の歳出でございます

が、款４・衛生費で４３億１９２９万６０００

円を計上しております。前年度と比較して３億

７２９４万９０００円の増額となっておりま

す。 

 そのうち、項１・保健衛生費で文教福祉委員

会に付託する分は１８億９７６万４０００円の

うちの１７億２０７３万円で、前年度比１億６

１５６万円の減額でございます。これは、令和

５年度の新型コロナウイルスワクチン接種事業

について、要求段階では国の方針が示されてい

なかったことから、本年度の事後処理分のみの

計上となったことが主な理由でございます。 

 それでは、歳出の主な事業内容について御説

明いたします。７５ページをお願いします。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目１・保

健衛生総務費で１３億５２６万５０００円を計

上いたしております。前年度に比べ１８６万８

０００円の増額となっております。 

 説明欄の３つ目、千丁健康温泉センター管理

運営事業３９８５万１０００円は、温泉施設を

活用した入浴・休憩及び健康づくりの場の提供

を行い、市民の健康を保持増進し福祉の向上を

図るもので、燃料費１０８９万７０００円、光

熱水費５１２万５０００円、温泉受付業務委託

料６９１万７０００円、温泉管理業務委託料１

４６５万２０００円が主なものです。 

 次の不妊治療助成事業４４０万４０００円

は、本年度から不妊治療が保険適用となりまし

たが、不妊治療を受ける夫婦について、保険適

用後の自己負担分に対し、引き続き助成金を給

付することにより、経済的負担の軽減を図り、

安心して子供を産み育てる環境づくりを推進す

るものです。 

 次の妊産婦健康支援事業７６８１万８０００

円は、安心して出産、育児ができるよう、母子

健康手帳の交付や、妊婦健康診査、保健指導な

どを行うもので、１人当たり最大１４回の妊婦

健康診査に係る熊本県医師会への委託料７３９

３万９０００円が主なものです。 

 また、歯周病により早産や低体重児出産の頻

度が高まる可能性も報告されていることから、

妊婦歯科健康診査も実施し、胎児の健全な発育

を図っております。 

 次の養育医療給付事業１０７７万円は、母子

保健法に基づき、身体の発育が未熟な状態で生

まれた子供が、指定医療機関において生後速や

かに適切な処置を受けるため入院治療を行う場

合に、医療費の自己負担分を助成するもので

す。 

 次の乳幼児健康支援事業２２４２万１０００

円は、乳幼児の健康の保持増進を目的に、生後

４か月までの乳児家庭全戸訪問や４か月児、７

か月児、１歳６か月児、３歳児のそれぞれの健

診、子供発達相談などを行っており、事業に係

る会計年度任用職員の報酬７６０万７０００

円、八代市・郡医師会への健診委託料５７５万

８０００円が主なものです。 

 なお、３歳児健診においては、弱視の危険因
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子となる斜視及び屈折異常を数秒でスクリーニ

ングできる視力検査機器を導入し、早期発見、

早期治療につなげております。 

 次のこども医療費助成事業５億８１３万１０

００円は、子供の疾病の早期治療を促進し、そ

の健康の保持と健全な育成を図るとともに、保

護者の経済的負担を軽減するため、子供に係る

医療費の自己負担の全額を助成するものです。 

 なお、対象年齢はゼロ歳から高校３年生相当

の１８歳までとなっております。 

 次の初期救急医療推進事業３９１７万８００

０円は、休日や夜間の突発的な疾患に対応する

ため、休日在宅当番医制や夜間救急センターの

診療委託を行い、初期救急医療体制の充実を図

るものです。 

 次の二次救急医療支援事業１４６７万７００

０円は、手術や入院が必要な重症患者の救急医

療に対応するため、八代圏域において実施され

ている２次救急について、その指定を受けた病

院が、休日や夜間に当番制で救急患者を受け入

れ、診療を行う、病院群輪番制の病院の運営に

要する経費の一部を補助することで、市民に迅

速な医療の提供を行うものです。 

 次に、３つ飛びまして、健康増進事業１億３

８万５０００円は、青壮年期からの健康づくり

やがんなどの生活習慣病の発症予防、重症化予

防を行うことにより、健康寿命を延ばし、市民

の健康の保持増進を図るもので、生活習慣病予

防講演会の開催等の健康教育や市民の健康に関

する相談に応じる健康相談、胃がん検診、肺が

ん・結核検診のほか、各種がん検診などを実施

するものです。健康診査委託料７４５５万６０

００円が主なものです。また、この事業では、

令和５年度に第三次保健計画の策定も行うこと

としております。 

 次に、１つ飛びまして、フッ化物洗口事業３

９６万７０００円は、生涯を通じた歯及び口腔

の健康の保持増進を図るため、保育園、幼稚

園、小中学校において、希望する者に対し、フ

ッ化物洗口液を用いてうがい等を行い、歯のエ

ナメル質を強化し、虫歯予防を図るものです。 

 １つ飛びまして、健康づくり応援ポイント事

業７２万９０００円は、健康意識を高めること

により市民の健康的な生活習慣の確立を図るこ

とを目的に、市民の健康づくりへのきっかけを

つくり、楽しみながら継続した取組を推進する

ため、特定健診やがん検診などの受診、健康づ

くりに関するイベントなどへの参加に対しポイ

ントを付与して、目標ポイントに達成し応募し

た者に参加賞を進呈するとともに、抽せんで商

品を贈呈するものです。 

 次の産後ケア事業５９１万９０００円は、産

後初期段階の母子に対する支援を強化し、産後

鬱の予防や新生児の虐待予防を図り、安心して

子育てできる支援体制を確保することを目的

に、産後間もない産婦の心身の状態を把握する

ための産婦健康診査を実施し、その結果などか

ら、支援が必要とされる産婦に対し、医療機関

への宿泊や助産師による訪問により、心身のケ

アや育児サポートなどの支援を行うものです。 

 なお、令和５年度からは、日帰りの通所型産

後ケアを開始するなど、さらなる支援の強化を

図ってまいります。 

 次の子育て世代包括支援センター事業３２８

万５０００円は、妊産婦及び乳幼児の実情を把

握し、妊娠、出産、育児に関する各種相談に応

じるとともに、妊娠期から子育て期にわたるま

で切れ目のない母子保健施策と子育て施策との

一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健

康の保持増進に関する包括的な支援を実施する

もので、助産師１名の人件費が主なものです。 

 ７６ページをお願いします。 

 説明欄の２つ目、久連子地区水道施設整備事

業２００万円は、久連子地区の住民が、久連子

財産区を管理運営するに当たり、生活のために

使用される水道施設の一部に破損等による不具
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合が生じているため、整備に係る経費を補助す

るものです。 

 次の診療所特別会計への繰出金２６７３万８

０００円は、泉地域の椎原、下岳、歯科の３つ

の診療所の運営に係る経費の不足分を繰り出す

ものです。 

 １つ飛びまして、簡易水道事業会計への繰出

金１億４１７０万円は、八代、坂本、東陽、泉

地区における簡易水道事業に対して、職員の人

件費や企業債償還金の一部を繰り出すもので

す。 

 ７５ページに戻りまして、財源内訳の特定財

源のうち、国県支出金１億３８４万６０００円

は、こども医療費助成事業や健康増進事業に対

する県支出金などで、その他４億６１０６万７

０００円は、こども医療費助成事業に対するふ

るさと八代元気づくり応援基金繰入金や千丁健

康温泉センター入館料などでございます。 

 ７６ページをお願いします。 

 目２・予防費では４億１５４６万５０００円

を計上いたしております。前年度に比べ１億６

３４２万８０００円の減額となっております。 

 説明欄を御覧ください。 

 まず、各種予防接種事業では３億７７８４万

１０００円を計上いたしております。主なもの

としましては、個人の病気の発病、重症化を予

防するためのＢ類疾病予防接種として、６５歳

以上の高齢者に対するインフルエンザや肺炎球

菌の定期接種に１億１０９１万１０００円、病

気の発生及び集団での蔓延を防止するためのＡ

類疾病予防接種として、日本脳炎、４種混合、

麻疹風疹混合などの定期接種に２億４４０４万

７０００円、その他風疹予防の追加的対策とし

ての抗体検査費５４０万８０００円がございま

す。 

 最後に、新型コロナウイルスワクチン接種事

業３７６２万４０００円は、本年度のワクチン

接種に対する医療機関からの年度を越えた請求

分の入力や審査支払い事務に加え、接種証明書

の発行事務、医療器具等の廃棄物処理業務委託

に係る経費でございます。 

 財源内訳の特定財源、国県支出金４２１４万

４０００円は、新型コロナウイルスワクチン接

種に係る国庫支出金が主なものでございます。 

 なお、令和５年度のワクチン接種について

は、国において継続して接種を実施する方針が

決定されたことから、その接種に係る経費につ

いては補正予算で提案させていただく予定とし

ております。 

 以上で、文教福祉委員会付託分の衛生費の説

明を終わります。御審議のほど、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 救急医療の助成のと

ころなんですが、１次救急から２次救急に紹介

があったという患者数、どのくらいいますか。

１次というのは初期救急ですね。 

○理事兼健康福祉政策課長（梅野展文君） 健

康福祉政策課、梅野でございます。 

 紹介分につきましては、ただいま手持ち資料

がございませんので、後ほどお伝えでよろしい

でしょうか。申し訳ありません。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） フッ化物洗口事業につ

いてお尋ねいたします。 

 希望する者に対してということで説明があっ

たというふうに思いますが、現在のフッ化物洗

口事業に取り組んでいる保育園、幼稚園、小中

学校生はどの程度いらっしゃいますか。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（森田克彦君） 健康推進課、森田

でございます。 

 フッ化物洗口事業についてお答えいたしま

す。 

 現在、保育園や幼稚園、認定こども園等の保
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育所等におきましては、６５園中４３園が実施

しております。小中学校につきましては、４０

校中４０校が実施しておりまして、全ての学校

で実施をしております。 

 児童数につきましては、ちょっと手持ちの資

料がございませんので、後ほど御報告させてい

ただいてもよろしいでしょうか。 

○委員（大倉裕一君） はい、構いません。 

 希望する者に対してというところは、恐らく

導入のときに議論になりました副作用の関係じ

ゃないかなというふうに思っておりますが、今

まで取組をされた中で副作用の状況というのは

なかったでしょうか。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（森田克彦君） これまでは、フッ

化物洗口をする中では、特に幼稚園、保育園、

学校のほうからは副作用等の報告は受けており

ません。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。 

 それでは、フッ化物洗口の効果と言われまし

た虫歯の予防ですね、歯のほう、そちらのほう

はどのような状況になっているかということを

お聞かせいただけますか。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（森田克彦君） 申し訳ありませ

ん。手持ちに資料がございませんので、虫歯の

状況についてもちょっと後ほど御報告させてい

ただきたいと思います。 

○委員（大倉裕一君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。ほ

かありませんか。 

○委員（橋本幸一君） 産後ケア事業ですが、

昨年度の決算のときに何か利用者が非常に少な

いというような、聞いたんですが、昨年度、ど

うでしたか。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（森田克彦君） 産後ケア事業の利

用状況についてでございますが、令和元年の１

０月から実施を開始しておりまして、令和元年

度においては宿泊型が３名、訪問型が１名の利

用でございましたが、今年度におきましては２

月末で宿泊型が３名、訪問型が２３人の利用が

あっているところです。 

 利用につきましては、年度ごとに増加してる

状況にございます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（橋本幸一君） 安心いたしました。や

はり今度も訪問型もまたされとるみたいです

ね。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 健康づくり応援ポイ

ントって、予算額でいくと結構少ないなって気

がするんですけども、参加者とか、実際利用さ

れてる方はどのくらいおられるのかなと思っ

て。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（森田克彦君） 健康づくり応援ポ

イント事業でございますが、令和４年度につき

ましては、ポイントの台紙を１万８０枚配布を

しておりまして、そのうち、ポイントが５００

ポイント以上たまられた方が、応募のあった者

が５２７名いらっしゃいます。そのうち、３６

０名について景品等の抽せんで商品のほうを送

付させていただいてるところです。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 健康づくり応援ポイ

ント事業についてですけど、１万枚配った中で

の３６０人達成ということで、もう少し増えて

いったらいいのかなというふうな気もします
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し、ポイントの対象になる部分をですね、もう

ちょっといろいろ考慮されてもいいのかなとい

うふうに思いました。 

 あと、２次救急医療については、ちょっと具

体的な数が出てないんですが、実際救急医療と

してですね、受け入れる病院数、医療機関数と

いうのは限られてきてますので、その対象とい

うのが十分に一応機能できるようにですね、お

願いしたいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 意見じゃないんですけ

ども、先ほどの成果が出てくるまではこの予算

に対しては保留をしておきたいというふうに意

思表示したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○理事兼健康福祉政策課長（梅野展文君） 健

康福祉政策課の梅野でございます。何度も申し

訳ありません。 

 先ほどの橋本委員さんのお尋ねの件なんです

が、令和４年度の５月連休の救急診療の１次救

急から２次救急へ転送の件数が２件、それと、

令和４年度年末年始の同じく搬送件数が４件と

いうことになっております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、採決いた

します。 

 議案第８号・令和５年度八代市一般会計予算

中、当委員会関係分については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手多数と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午後２時１４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１７分 本会） 

◎議案第９号・令和５年度八代市国民健康保険

特別会計予算 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９号・令和５年度八代市国民健

康保険特別会計予算を議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（丸山智

子君） それでは、令和５年度、健康福祉部所

管、特別会計関係予算に関しましての部長総括

を申し上げます。 

 失礼して、着座にて申し上げます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（丸山智

子君） まず、国民健康保険特別会計です。国

保事業は、令和２年度、３年度決算において黒

字を確保することができ、このたびの３月補正

予算において、財政調整基金への積立てを行う

運びとなりました。しかしながら、両年度にお

いて黒字となったのは、新型コロナウイルス感

染症の流行による受診控えなどで医療給付費が

減少した影響が大きく、医療費が戻り始めた現

状を鑑みますと、今後は厳しい状況が続くと予

想しております。健全財政を維持できるよう、

適正課税による収入の安定確保を図るととも

に、資格管理や収納対策の実施と併せて、特定

健診、特定保健指導による生活習慣病等の発症

予防、重症化予防の取組など、国保事業の安定

運営に向け、総合的に取り組んでまいります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計です。２０２

５年度に団塊の世代全てが後期高齢者医療の対

象となり、医療費の急増が見込まれることか

ら、昨年１０月に２割負担が導入されたところ

ですが、国においては、令和６年度以降の高齢

者医療制度の見直しとして、負担能力のある後

期高齢者の保険料引上げなどが予定されていま

す。本市といたしましては、様々な制度改正に

係る情報提供を適切に行うとともに、今年度開
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始した後期高齢者の保健事業と介護予防の一体

的な実施を市内全域に拡大して行うなど、保健

事業にも力を入れて取り組み、医療費の適正化

を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、介護保険特別会計です。来年度は、令

和６年度から３年間を計画期間とする第９期介

護保険事業計画の策定年度に当たります。国に

おいては、給付と負担の見直しなど次期介護保

険制度の改正内容が議論されており、夏までに

は結論が示されることになっています。国の制

度改正を踏まえ、本市の実情やニーズを的確に

踏まえた計画となるよう、関係機関の御意見も

しっかりと伺いながら策定し、健全な介護保険

財政の維持と地域包括ケアシステムの実現に向

け、取り組んでまいります。 

 最後に、診療所特別会計です。人口減少によ

り過疎化、高齢化が進む五家荘地区をはじめと

する泉地区におきましては、医療・福祉の社会

的資源が非常に少なく、身近な場所で医療サー

ビスが受けられる診療所の存在は非常に重要で

す。椎原診療所においては、令和４年度から、

常駐の医師ではなく、市内外の医療機関から交

代で医師を派遣していただく体制となりました

が、住民の皆様の御理解と御協力により、円滑

に医療提供ができているところです。令和５年

度も同様の体制で実施いたしますが、住民の皆

様が安定的に医療サービスを受けられるよう、

引き続き県や関係機関との連携を図ってまいり

ます。 

 以上で、令和５年度特別会計関係予算の部長

総括を終わります。 

 それでは、議案第９号・八代市国民健康保険

特別会計予算及び議案第１０号・八代市後期高

齢者医療特別会計予算につきましては西田理事

兼国保ねんきん課長が、その後、議案第１１

号・八代市介護保険特別会計予算につきまして

は中村介護保険課長が、議案第１５号・八代市

診療所特別会計予算につきましては梅野理事兼

健康福祉政策課長が説明いたしますので、御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 国

保ねんきん課、西田でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 座って説明させていただいてよろしいです

か。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 議

案第９号・令和５年度八代市国民健康保険特別

会計予算について説明させていただきます。 

 予算書の１ページを御覧ください。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出

それぞれ１６８億８９９万２０００円といたし

ております。 

 また、第２条では、債務負担行為の設定を行

っております。債務負担行為につきましては、

４ページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為の表でございますが、

事項は、国民健康保険税納税通知書作成等業務

委託で、これは、令和６年度の保険税の納税通

知書の印刷、封入封緘等の業務委託について、

令和５年度中に業者の選定、契約を行う必要が

あることから、令和５年度から６年度までの２

か年間で、限度額７６９万８０００円を設定し

ております。なお、当該債務負担行為に係る令

和５年度予算の執行はございません。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書でございますが、

１、総括で、歳入歳出それぞれ前年度比３億６

３４７万５０００円の減額となっております。

これは、保険給付費の減が主な理由でございま

す。 

 それでは、歳出の具体的内容について御説明

いたします。１２ページをお願いいたします。 

 上の表、款１・総務費、項１・総務管理費、

目１・一般管理費及びその下の目２・連合会負

担金に、合計１億７８７２万１０００円を計上
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しております。 

 その主な内訳は、被保険者証の発行やレセプ

ト点検などの事務経費及び職員給与経費のほ

か、国民健康保険団体連合会の共同事務に対す

る負担金などでございます。 

 その主な財源は一般会計からの繰入金でござ

います。 

 次に、下の表を御覧ください。 

 項２・運営協議会費、目１・運営協議会費に

３７万６０００円を計上しております。本運営

協議会は、法律で設置が義務づけられており、

国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審

議していただくもので、予算額は、委員報酬が

主なものでございます。 

 その財源は全て一般会計からの繰入金でござ

います。 

 次に、１３ページをお願いいたします。 

 下の表を御覧ください。 

 款２・保険給付費、項１・療養諸費に合計１

０２億５１３７万５０００円を計上しておりま

す。これは、被保険者が医療機関等を受診され

た際の医療費から窓口負担分を除いた保険者負

担分である保険給付費やコルセットなどを購入

したときに支給する療養費が主なものでござい

ます。前年度に比べて４億４０６８万９０００

円の減となっておりますが、減額となった主な

要因は、被保険者数の減少等によるものでござ

います。 

 その財源は、ほとんどが県支出金でございま

す。 

 １４ページをお願いいたします。 

 上の表、款２・保険給付費、項２・高額療養

費に１５億４２５０万４０００円を計上してお

ります。高額療養費は、一月の医療機関での窓

口負担分が、世帯の状況や所得に応じて設定さ

れた負担限度額を超えた場合に支給されるもの

でございます。また、高額介護合算療養費は、

介護保険も利用されている被保険者に対して、

１年間の医療分と介護分を合わせた額が、負担

限度額を超えた場合に支給されるものでござい

ます。 

 その財源は全て県支出金でございます。 

 続きまして、１５ページの一番上の表をお願

いいたします。 

 款２・保険給付費、項４・出産育児諸費に合

計４７０２万円を計上しております。目１・出

産育児一時金は、法律の改正に伴い、一子当た

り４２万円から５０万円へ増額される予定で算

定しております。 

 なお、本会議で別途条例改正案を上程してい

るところでございます。 

 続きまして、１６ページをお願いいたしま

す。 

 国民健康保険事業費納付金でございます。こ

れは、平成３０年度から県が国民健康保険財政

運営の主体となったことに伴い、県が県全体の

医療給付費等を見込んだ上で、市町村ごとの被

保険者数や所得水準、医療費水準を考慮して、

各市町村が負担すべき納付金額を決定したもの

でございます。 

 上の表、款３・国民健康保険事業費納付金、

項１・医療給付費分に合計３２億９９３１万円

を計上しております。これは、県全体の医療給

付費についての本市の負担分でございます。前

年度に比べて１億３２４４万９０００円の増で

ございます。 

 その下の表、項２・後期高齢者支援金等分に

９億３７１３万１０００円を計上しておりま

す。これは、後期高齢者医療を支える現役世代

からの支援金に当たるもので、他の社会保険、

共済組合と同様、保険者として負担するもので

ございます。前年度に比べて８２３８万３００

０円の増でございます。 

 医療給付費分、後期高齢者支援金等分が増額

となった主な要因としましては、被保険者数が

減少する一方で、高齢化の進展や医療費の高度
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化等の影響により、県全体の医療費総額が増加

したことや団塊の世代が後期高齢者医療に移行

することにより、後期高齢者に係る医療費が増

加したことによるものでございます。 

 続きまして、１７ページをお願いいたしま

す。 

 上段の表、款３・国民健康保険事業費納付

金、項３・介護納付金分、目１・介護納付金分

に３億６２０３万３０００円を計上しておりま

す。これは、介護保険の第２号被保険者に当た

る４０歳以上６５歳未満の方に賦課される介護

保険料でございます。前年度に比べ１６２７万

５０００円の減となった要因は、介護保険第２

号被保険者数の減少に伴うものでございます。 

 次に、中段の表、款４・共同事業拠出金、項

１・共同事業拠出金、目１・共同事業拠出金に

８０万８０００円を計上しております。これ

は、国保連合会が行う広報事業等に要する経費

に対する県内各市町村の拠出金でございます。 

 下段の表をお願いいたします。 

 款５・保健事業費、項１・保健事業費、目

１・疾病予防費に６２４２万８０００円を計上

しております。これは、はり、きゅう、マッサ

ージや人間ドック、脳ドックに対する助成のほ

か、ジェネリック医薬品の普及促進のための希

望シールの配布や差額通知に係る経費及び特定

健診未受診者への受診勧奨や糖尿性腎症重症化

予防に関する保健事業などを実施するためのも

のでございます。 

 次に、１８ページをお願いいたします。 

 下の表、款５・保健事業費、項２・特定健康

診査等事業費、目１・特定健康診査等事業費に

９５４４万９０００円を計上しております。こ

れは、特定健診や特定保健指導に係る委託料な

どに要する経費でございます。 

 続きまして、１９ページをお願いいたしま

す。 

 中段の表、款６・基金積立金、項１・基金積

立金、目１・基金積立金に４３万４０００円を

計上しております。これは、議案第２号の補正

予算で計上しておりました令和４年度に積み立

てる国民健康保険財政調整基金積立金３億５０

００万円の利子相当分で、歳入で受け、同額を

基金へ積み立てることとしております。 

 その下の表、款７・諸支出金、項１・償還金

及び還付加算金に、合計は２０ページになりま

すが、１４６８万７０００円を計上しておりま

す。これは、死亡、転出、社会保険への加入な

ど、国民健康保険の資格喪失に伴う保険税の還

付金及び還付加算金でございます。 

 最後に、その下の表、款８・予備費、項１・

予備費、目１・予備費に１０００万円を計上し

ております。 

 以上が、歳出でございます。 

 続きまして、歳入を御説明いたします。 

 恐れ入りますが、戻りまして７ページをお願

いいたします。 

 款１・国民健康保険税、項１・国民健康保険

税で、合計は、次の８ページの上段の表の計に

なりますが、３１億８７９８万５０００円を計

上しております。前年度当初予算と比較して１

億７２２３万７０００円増加しております。 

 なお、保険税率については、以前より委員の

皆様から貴重な御意見をいただいているところ

でございますが、本市の諮問機関である八代市

国民健康保険運営協議会からは、将来にわたっ

て健全な国民健康保険を確保するためには、国

民健康保険税率の据置きは妥当であるとの答申

をいただいております。また、今後の被保険者

数の減少に伴う保険税収の減少や１人当たり医

療費の増加傾向を考慮し、令和５年度の保険税

率は据え置くこととしております。 

 ８ページ中段の表をお願いいたします。 

 款２・使用料及び手数料、項１・手数料、目

１・督促手数料に３００万円を計上しておりま

す。これは、保険税の滞納者に対する督促手数
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料でございます。 

 その下の表、款３・国庫支出金、項１・国庫

補助金、目１・出産育児一時金臨時補助金の４

７万円は、増額される出産育児一時金の臨時補

助金として、１人当たり５０００円が国から交

付されるもので、９４人分を予定しておりま

す。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。 

 上の表、款４・県支出金、項１・県負担金・

補助金、目１・保険給付費等交付金に１２１億

４４４１万３０００円を計上しております。内

訳として、節１・普通交付金が１１７億６３４

８万円で、これは、本市国保の医療費等に係る

保険給付費の全額を県が負担するものでござい

ます。節２・特別交付金３億８０９３万３００

０円は、特定健診受診率の向上や糖尿病等重症

化予防対策、収納率向上などに努力した保険者

に、成果に応じた財政支援がなされる保険者努

力支援制度に係る交付金のほか、結核や精神疾

患に係る医療費が、平均的な市町村に比べて多

いなど、各市町村の特別な事情による国保財政

の調整を図るために交付されるものなどでござ

います。 

 続いて、その下の表をお願いいたします。 

 款５・繰入金、項１・一般会計繰入金、目

１・一般会計繰入金で１４億５１４６万７００

０円を計上しております。この一般会計繰入金

は、国民健康保険を運営するために必要となる

経費について、法令等の規定に基づき、一般会

計から国民健康保険特別会計へ繰り入れるもの

でございます。内訳として、節１・職員給与費

等繰入金１億７９７６万６０００円は、国民健

康保険の事業に要する人件費及び事務費分でご

ざいます。節２・出産育児繰入金３１３３万４

０００円は、歳出の出産育児一時金の市の負担

分３分の２でございます。次の節３・保険基盤

安定繰入金９億６６７８万７０００円は、低所

得者に対する保険税の軽減分などを公費で補塡

する分でございます。なお、公費には、市の負

担分のほか、国、県の負担分も含まれておりま

す。 

 その下の節４・財政安定化支援事業繰入金２

億５６１４万８０００円は、低所得者や高齢者

が多いなど保険者の責に帰することができない

特別な事情がある場合に、国保財政を安定させ

るために繰り入れることになっているものでご

ざいます。節５・未就学児均等割保険税繰入金

１１４８万３０００円は、令和４年度から導入

されたもので、未就学の子供に係る保険税の軽

減分を公費で補塡するものでございます。な

お、公費には、市の負担分４分の１のほか、国

の負担分２分の１、県の負担分４分の１も含ま

れております。節６・その他一般会計繰入金５

９４万９０００円は、本市のこども医療事業分

に係る国民健康保険の国庫負担金が削減される

ことに伴う補塡分として、基準外の繰入れを行

うものでございます。 

 続きまして、１０ページをお願いいたしま

す。 

 上段の表、款６・財産収入、項１・財産運用

収入、目１・利子及び配当金に４３万４０００

円を計上しております。これは、歳出でも御説

明しましたが、国民健康保険財政調整基金積立

金３億５０００万円の利子相当分で、歳入で受

け、同額を歳出にて基金へ積み立てることとし

ているものでございます。 

 その下の表をお願いいたします。 

 款７・諸収入、項１・延滞金加算金及び過料

に合計で８００万１０００円を計上しておりま

す。これは保険税の滞納分に係る延滞金でござ

います。 

 １１ページをお願いいたします。 

 最後に、上の表、款７・諸収入、項３・雑入

に合計で１３２２万円を計上しております。こ

れは、交通事故等に係る第三者納付金が主なも

のでございます。 
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 以上が、歳入の御説明でございます。 

 以上で、議案第９号・令和５年度八代市国民

健康保険特別会計予算の説明を終わります。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 国保の被保険者数が

減ったというふうなことだったんですけども、

こちらは原因としては何が考えられますか。把

握はされてますか。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 原

因のまず第一に挙げられるのは、７５歳になら

れた国民健康保険の被保険者の方が後期高齢者

医療へ移られるということで、その数が非常に

多いということでございます。令和３年度実績

で１３００人ぐらいだったと思います。 

 原因の２つ目として、新たに国民健康保険の

被保険者となる出生数ですね、が非常に少ない

ということでございまして、ここにも新年度予

算で９５名だったか上げておりますが、もう１

００名を切るぐらいの出生数しかいないという

ことで、あと、転入転出とかですね、社会保険

の加入だったりというのは、まあそんなに大き

い差はございませんので、後期高齢者医療への

移行と出生数の少なさというのが減少の主な原

因だと思っております。 

○委員（橋本徳一郎君） 一般的に言えば、高

齢化ということと出生数が少ないということが

原因と。私、考えたのは、ちょっと国保に加入

する対象者が減ってるのかなというふうに思っ

てたんですけども、その辺の部分はないという

ことですね。そういう、主に農家だとか、自営

業だとか、そういった方々の数が逆に減ってる

のかなというふうに思ってたんですけど。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 加

入者の職業の統計というのはちょっと取ってお

りませんですが、社会保険に限って申し上げる

と、社会保険の適用拡大というのがですね、令

和４年の１０月から始まっておりまして、１０

１名以上の事業者だったら一定以上の、３０時

間以上だったと思いますが、勤務時間があれば

社会保険、厚生年金等もですね、適用をしなけ

ればならないというふうになっております。さ

らに、令和６年の１０月からは５１人以上の事

業所に拡大されるということで、今後はますま

す国民健康保険から社会保険のほうに移られる

方が増えてくるのではないか推測しておりま

す。 

○委員（橋本徳一郎君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） いいですか。ほかあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 国保の対象が社会保

険のほうに移るっていうのは、ある意味いいの

かなっていうふうに思いますけど、国保財政と

いう意味ではですね、非常に逆に厳しくなって

くるなというふうに思いますんで、財政の確保

という意味ではですね、この制度をきっちり知

らせていただくというのと、やはり税率のほう

もですね、今回据置きでっていうふうな答申が

あったということですけど、その見直しもぜひ

とも今後、引き続き検討していただきたいなと

思います。お願いします。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９号・令和５年度八代市国民健康保険

特別会計予算については、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 
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 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午後２時４４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４５分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 執行部より発言の申出があっておりますの

で、これを許可します。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（森田克彦君） 先ほどのフッ化物

洗口の件についてのお尋ねでございます。 

 まず、フッ化物洗口を行っている園児と児童

数の状況でございますが、小学校が実施してい

るのが５９６８人、対象者のうち９６.７％の

希望でございます。中学校が２７７３人、こち

らは９３.６％の利用です。支援学校のほうが

５９人で６４.８％、幼稚園、保育園の園児の

ほうは９１０人で９６.１％の実施率となって

おります。 

 虫歯の状況につきましては、データがござい

ます１２歳の子供の虫歯の状況でございます。

一人平均の虫歯数でございますが、令和３年度

は１.２０本でございますが、１０年前の平成

２３年度は２.３２本でございまして、１０年

間で大体１.０８本の減少ということで、虫歯

の本数については減少してる傾向にございま

す。 

 以上でございます。 

                              

◎議案第１０号・令和５年度八代市後期高齢者

医療特別会計予算 

 次に、議案第１０号・令和５年度八代市後期

高齢者医療特別会計予算を議題とし、説明を求

めます。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 国

保ねんきん課、西田でございます。引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

 座って説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 議

案第１０号・令和５年度八代市後期高齢者医療

特別会計予算について説明させていただきま

す。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出

それぞれ２２億５６３４万円といたしておりま

す。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書でございますが、

１、総括で、歳入歳出それぞれ前年度比１億３

１２万６０００円の増額となっております。 

 それでは、歳出の具体的内容について御説明

いたします。 

 １０ページをお願いいたします。 

 ３、歳出の上の表、款１・総務費、項１・総

務管理費、目１・一般管理費に７３７１万８０

００円を計上しております。その主な内訳は、

熊本県後期高齢者医療広域連合に派遣している

２名を含む職員８名分の人件費のほか、被保険

者証の交付に係る事務費などでございます。 

 主な財源は、一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 次に、その下の表、項２・徴収費、目１・徴

収費に７５６万２０００円を計上しておりま

す。これは、保険料の徴収事務に要する経費

で、主に会計年度任用職員の報酬や保険料の納

付書、封筒などの印刷製本費及び郵便料でござ

います。 

 財源は、全て一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 続きまして、１１ページをお願いいたしま

す。 

 上の表、款２・後期高齢者医療広域連合納付

金、項１・後期高齢者医療広域連合納付金に合

計２１億１６８６万６０００円を計上しており

ます。 

 内訳として、目１・被保険者保険料納付金１
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５億６８１万円は、被保険者から納付された保

険料を広域連合に納付するものでございます。

前年度当初予算と比較して７３１１万３０００

円の増となっております。増額となった主な理

由は、団塊の世代が後期高齢者医療へ移行する

ことにより、被保険者数が増加し、保険料も増

加することによるものでございます。 

 次の目２・保険基盤安定分担金６億１００５

万６０００円は、低所得者に対する保険料の軽

減分を公費で補塡するもので、その４分の３を

県が、４分の１を市がそれぞれ負担しておりま

す。本市の一般会計から、本特別会計へ受け入

れて、広域連合へ支出するものでございます。

前年度当初予算と比較して１７４０万６０００

円の増となります。 

 その下の表を御覧ください。 

 款３・保健事業費、項１・健康保持増進事業

費、目１・健康保持増進事業費に５３９７万２

０００円を計上しております。 

 その内訳として、はり・きゅう等助成に係る

経費が８８９万６０００円、高齢者健診や歯科

口腔検診に要する経費が２６８１万７０００円

でございます。 

 また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施事業１８２５万９０００円は、広域連合か

らの委託事業として令和４年度から実施してい

るもので、高齢者のフレイル予防、生活習慣病

重症化予防に係る経費でございます。 

 続きまして、１２ページをお願いいたしま

す。 

 上の表、款４・諸支出金、項１・償還金及び

還付加算金に合計３２２万２０００円を計上し

ております。これは、被保険者の死亡や転出等

による保険料の還付金及び還付加算金でござい

まして、本市で一旦支払い、その後、広域連合

に請求する仕組みとなっております。 

 以上が歳出でございます。 

 続きまして、歳入を御説明いたします。恐れ

入りますが、戻りまして、７ページをお願いい

たします。 

 ２、歳入の上の表、款１・後期高齢者医療保

険料、項１・後期高齢者医療保険料に合計１５

億６８０万９０００円を計上しております。保

険料は、市で収納した後、全額を後期高齢者医

療広域連合へ納付金として支出しております。 

 次の表、款２・使用料及び手数料、項１・手

数料、目１・督促手数料２２万７０００円は、

保険料の滞納者に対する督促手数料でございま

す。 

 下段の表、款３・繰入金、項１・一般会計繰

入金に合計６億９１９０万円を計上しておりま

す。 

 内訳として、目１・事務費繰入金８１８４万

４０００円は、職員給与経費などの財源として

一般会計から繰り入れるものでございます。 

 目２・保険基盤安定繰入金６億１００５万６

０００円は、広域連合に納付する保険料のう

ち、低所得者等に対する軽減分を公費で補塡す

るものでございます。 

 なお、公費には市の負担分４分の１のほか、

県の負担分４分の３も含まれております。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 下段の表、款５・諸収入、項２・償還金及び

還付加算金に合計３２２万２０００円を計上し

ております。これは、保険料の過誤納に伴い支

出する還付金及び還付加算金に対して、広域連

合から支払われるものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 下の表、款５・諸収入、項４・受託事業収

入、目１・後期高齢者医療広域連合受託事業収

入に５３１８万円を計上しております。 

 内訳として、節１・健診事業収入２８５７万

４０００円は、高齢者健診や歯科口腔健診に対

する広域連合からの受託事業収入でございま

す。また、節２・委託金２４６０万６０００円

は、広域連合の委託を受けて、高齢者のフレイ
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ル予防、生活習慣病重症化予防を目的として実

施する高齢者の保健事業と介護予防の一体的実

施に対する委託金でございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 以上で、議案第１０号・令和５年度八代市後

期高齢者医療特別会計予算の説明を終わりま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 後期高齢者医療保険

料の滞納金に対して督促という予算が入ってま

すけども、これの具体的には送付して終わりな

んでしょうか。その後のフォローとかいうのは

されてますでしょうか。 

○国保ねんきん課主幹兼後期高齢者医療係長

（北田 剛君） 後期高齢者医療保険料につき

ましては、まず、督促状を出す前に、年齢到達

者等については電話催告等を行いまして、その

後に督促状を発行しております。その後は、納

税課のほうに移管しまして、納税課のほうで滞

納対策を取っておられます。 

 短期保険証更新の際に、前年度に１期でも未

納がある場合は、短期保険証になりますので、

その更新の際に滞納の相談をしていただいてる

ところです。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 後期高齢者医療保険

料もですけども、国保のほうもですね、ちょっ

と先ほどありましたけども、気づかずに延滞金

がかなりついてるっていう方のですね、相談に

何件か受けたことがあります。定例的に、なか

なか送付されてきて開けずにそのままほってお

くというケースも、私が受けた分には結構そう

いうのがありますので、電話入れた、送ったと

いうところだけではなくてですね、もうちょっ

と丁寧な対応をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） 重ねてですけど、私

のほうも読み方が間違えてたということで、引

落しができなかったという方も相談を受けまし

たので、先ほど、電話の対応されてるというこ

とですので、引き続きですね、間違いないよう

によろしくお願いします。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０号・令和５年度八代市後期高齢者

医療特別会計予算については、原案のとおりに

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午後２時５９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時１１分 本会） 

◎議案第１１号・令和５年度八代市介護保険特

別会計予算 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１号・令和５年度八代市介護

保険特別会計予算を議題とし、説明を求めま

す。 

○介護保険課長（中村光宏君） 介護保険課の

中村です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、座って説明をさせていただいてよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい。 
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○介護保険課長（中村光宏君） ありがとうご

ざいます。 

 議案第１１号・令和５年度八代市介護保険特

別会計予算について御説明をいたします。よろ

しくお願いいたします。 

 初めに、１ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額

を、歳入歳出それぞれ１４８億１５３８万５０

００円と定めております。 

 また、第２条におきましては、債務負担行為

を設定しております。債務負担行為につきまし

ては、３ページ下段の第２表、債務負担行為を

御覧ください。内容は、地域包括支援センター

運営委託におきまして、令和６年度から３年間

の業務委託について、令和５年度中に業者の選

定と契約を行う必要がありますので、令和５年

度から令和８年度までの４年間で５億７３２万

１０００円の限度額を設定しております。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書でございますが、

１、総括で、歳入歳出それぞれ前年度比３億４

５８６万３０００円の減額となっております。

これは、保険給付費の減が主な要因でございま

す。 

 それでは、先に歳出のほうから説明をさせて

いただきます。１２ページをお願いいたしま

す。 

 ３、歳出でございます。歳出の主なものにつ

いて御説明いたします。 

 まず、上の表、款１・総務費、項１・総務管

理費、目１・一般管理費に２億６７９万１００

０円を計上しております。内訳は、一般職３１

人分の人件費１億９９８０万１０００円のほ

か、介護給付一般事務事業で会計年度任用職員

報酬や高額介護の償還決定通知等の郵便料など

５７０万４０００円、また、介護保険事業計画

策定事業で、第９期計画策定に向けた介護保険

事業計画策定・評価審議会委員への報償費など

７３万５０００円がございます。 

 次に、下の表、項２・徴収費、目１・賦課徴

収費では８８２万８０００円を計上しておりま

す。これは、介護保険料賦課徴収事業において

保険料の賦課及び徴収に要する経費で、納付書

等の郵便料及び口座振替手数料の役務費５１５

万１０００円が主なものでございます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 下の表になりますが、項３・介護認定費、目

１・介護認定審査会費に２２９４万３０００円

を計上しております。これは、介護保険認定審

査事業において介護認定審査会を年間２８０回

開催する経費で、委員の報酬が主なものになり

ます。 

 次に、目２・認定調査費に１億１１８６万１

０００円を計上しております。これは、介護保

険認定調査事業において介護認定の調査に係る

経費で、認定調査員の報酬や主治医意見書作成

手数料、介護認定審査会の資料作成費用及び郵

便料が主なものでございます。 

 ここまでが、款１・総務費の説明になります

が、総務費につきましては、財源内訳の大部分

が、一般会計からの繰入金になっております。 

 １４ページの下の表を御覧ください。 

 款２・保険給付費、項１・保険給付費、目

１・介護サービス給付費に１２８億６６３０万

円を計上しております。この目で歳出予算総額

の約８７％を占めております。これは、要介護

１から５までの認定を受けた方の各種介護サー

ビスに対する保険給付事業でございます。 

 次に、目２・介護予防サービス給付費に２億

８２４０万円を計上しております。これは、要

支援１または２の認定を受けた方の介護予防サ

ービスに対する保険給付事業になります。 

 次に、目３・高額介護サービス費に３億１０

００万円を計上しております。これは、高額介

護サービス給付事業において、介護サービスを

利用した月の自己負担額が一定の金額を超えた
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場合に、超過した分を利用した被保険者に対し

て支給するものでございます。 

 次に、１５ページをお願いいたします。 

 表の中ほど、目８・特定入所者介護サービス

費に４億２７００万円を計上しております。こ

れは、特定入所者介護サービス給付事業におい

て、施設に入所する低所得者の方が一定の要件

を満たす場合、居住費と食費について、所得等

に応じて自己負担の限度額が設けられており、

その限度額を超えた分を保険給付するものでご

ざいます。 

 次に、表の一番下の行ですが、保険給付費の

財源内訳のうち、国県支出金は５５億９６９７

万８０００円となっております。国庫支出金の

割合は、施設サービスの費用の１５％、その他

サービスの費用の２０％でございます。 

 また、県支出金は、施設系サービスの費用の

１７.５％、その他サービス費用の１２.５％と

なっております。 

 次の繰入金１９億９１５５万２０００円は、

給付費全体の１２.５％が市の負担となってお

りますことから、一般会計から繰り入れるもの

でございます。 

 繰入金の右隣、事業収入の６３億６７４７万

円につきましては、６５歳以上の方の第１号被

保険者保険料と、４０歳から６４歳までの医療

保険に加入されている方の第２号被保険者保険

料に相当する社会保険診療報酬支払基金からの

交付金になります。 

 次に、１６ページをお願いいたします。 

 款３・地域支援事業費、項１・介護予防・日

常生活支援総合事業費、目１・介護予防・生活

支援サービス事業費に２億７７５２万２０００

円を計上しております。これは、国が一律に基

準と報酬を定めている保険給付費とは異なり、

市町村が地域の実情に応じ、介護予防や日常生

活支援に係る多様なサービスを提供する事業

で、要支援１または２の認定を受けた方や要介

護認定を受けなくても、生活機能の低下が認め

られる方が利用する訪問型サービス事業、通所

型サービス事業に要する経費が主なものでござ

います。 

 次に、目２・一般介護予防事業費に３７３０

万３０００円を計上しております。これは、全

ての高齢者を対象に、できる限り健康な状態を

維持できるようにすることを目的とした事業に

なります。内訳は、地域介護予防活動支援事業

において、コミュニティーセンター等で介護予

防と体力づくりを行うやつしろ元気体操教室や

地域の公民館や集会所等で、生きがいづくり、

健康づくり、仲間づくりを行ういきいきサロン

などの開催に係る委託料が主なものでございま

す。 

 次に、表の一番下の行、介護予防・日常生活

支援総合事業費の財源内訳でございますが、国

県支出金の１億６０２７万６０００円は、事業

費の２５％を国が負担、１２.５％を県が負担

することとなっており、その合計額でございま

す。 

 また、右の繰入金３９０６万１０００円は、

事業費の１２.５％を市が負担するとなってい

ることから、一般会計から繰り入れるものでご

ざいます。 

 さらに、その右隣の事業収入の１億１５４８

万８０００円は、１号被保険者の保険料と２号

被保険者の保険料に相当する支払基金交付金に

なります。 

 次に、１７ページをお願いいたします。 

 項２・包括的支援事業・任意事業費、目１・

包括的支援事業費に１億６１２９万円を計上し

ております。これは、市内６か所に設置してお

ります地域包括支援センターの運営委託事業費

や地域における生活支援体制の整備を推進する

ため、生活支援コーディネーターを配置する生

活支援サービス体制整備事業が主なものでござ

います。 
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 次に、目２・任意事業費に２８６９万４００

０円を計上しております。これは、緊急通報装

置を利用した安心相談確保事業や配食サービス

を行う食の自立支援事業など、生活支援事業が

主なものでございます。 

 次に、１８ページをお願いいたします。 

 上段の表、一番下の行になりますが、包括的

支援事業・任意事業の財源内訳でございます

が、国県支出金１億９４８万９０００円は、事

業費の３８.５％を国が、１９.２５％を県が負

担することとなっております。 

 また、繰入金の３６４９万６０００円は、事

業費の１９.２５％を市が負担するための一般

会計からの繰入金になります。 

 さらに、事業収入の４３９９万９０００円

は、第１号被保険者の保険料になります。 

 次に、中段の表、款４・基金積立金、項１、

目１・基金積立金として１万４０００円を計上

しております。これは、介護給付費準備基金の

預金利子を積み立てるものでございます。 

 次に、下段の表、款５・諸支出金、項１、目

１・償還金及び還付加算金として４１３万９０

００円を計上しております。これは、償還金事

業において、第１号被保険者から徴収した保険

料の過年度分の還付金の支出に充てるものでご

ざいます。 

 以上が歳出の説明になります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしま

す。ページが戻りまして、恐れ入りますが、６

ページをお願いいたします。 

 ２、歳入でございます。主なものについて御

説明いたします。 

 上の表の款１・保険料、項１・介護保険料、

目１・第１号被保険者保険料に２６億７９４４

万８０００円を計上いたしております。内訳と

しまして、節１・現年度分特別徴収保険料２４

億５７３９万２０００円は、年金から天引きさ

れるものでございます。節２・現年度分普通徴

収保険料２億１３６８万７０００円は、納付書

や口座振替にて納付していただくものになりま

す。なお、節３・滞納繰越分保険料として８３

６万９０００円を計上しております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 中段の表、款４・支払基金交付金、項１・支

払基金交付金の合計額３８億５１０３万５００

０円は、先ほど歳出の財源内訳で御説明しまし

たが、４０歳から６４歳までの医療保険に加入

されている方の第２号被保険者保険料につい

て、社会保険診療報酬支払基金から交付される

ものでございます。 

 目１・介護給付費交付金の３７億６６６６万

２０００円は、歳出の保険給付費の２７％とな

っており、目２・地域支援事業支援交付金の８

４３７万３０００円は、歳出の介護予防・日常

生活支援総合事業費の２７％となっておりま

す。 

 下段の表、款５・国庫支出金、項１・国庫負

担金、目１・介護給付費負担金２５億７１０８

万９０００円は、歳出の保険給付費のうち、施

設系サービスの１５％、その他のサービスの２

０％を法の規定に基づき国が負担するものでご

ざいます。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 上の表の項２・国庫補助金、目１・調整交付

金１０億７８６５万８０００円は、歳出の保険

給付費の７.６２％、地域支援事業費の５％に

当たります。これは、市町村の努力では対応で

きない第１号被保険者の保険料の格差を是正す

るために、国から交付されるものでございま

す。 

 その下、目２・地域支援事業交付金、介護予

防・日常生活支援総合事業６２４９万９０００

円と、目３・地域支援事業交付金、包括的支援

事業・任意事業７２９９万３０００円は、地域

支援事業に必要な経費のうち、法の規定により

国が補助するものでございます。 
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 次に、下の表、款６・県支出金、項１・県負

担金、目１・介護給付費負担金１９億６２８５

万５０００円は、歳出の保険給付費のうち、施

設系サービスの１７.５％、その他のサービス

の１２.５％を法の規定により県が負担するも

のでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 上の表、項２・県補助金、目１・地域支援事

業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業３

９０６万１０００円と目２・地域支援事業交付

金（包括的支援事業・任意事業）３６４９万６

０００円は、法の規定により県が補助するもの

でございます。 

 次に、１０ページをお願いいたします。 

 款８・繰入金、項１・一般会計繰入金、目

１・一般会計繰入金２４億１６２４万７０００

円は、歳出の保険給付費及び地域支援事業費に

対する法の規定による市の負担分のほか、低所

得者の保険料軽減に要する経費や職員給与費な

どを一般会計から繰り入れるものでございま

す。 

 以上が歳入の説明になります。 

 以上で、議案第１１号・令和５年度八代市介

護保険特別会計予算の説明を終わります。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 給付費が前年と比べ

て結構下がってるような報告だったと思うんで

すけど、これはどういう理由で下がってるんで

しょうか。 

○介護保険課長（中村光宏君） 保険給付費の

ほうがですね、昨年度よりも３億ぐらいですか

ね、下がってるような状況になってますけれど

も、ちょっと令和４年度のですね、ちょっと当

初予算の予算が大きかったというのが１つあり

ましてですね、令和４年度の決算見込みのほう

から令和５年度は見込んでおりますので、令和

４年度から予算が減額したというふうな状況に

なっております。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） 決算がこれからとい

うことだということですよね、要は。 

○介護保険課長（中村光宏君） そうですね。 

○委員（橋本徳一郎君） 実際、令和４年度の

実情を見ると、やはり利用者っていうのは、令

和２年度よりは増えてたと思うんですけど、や

っぱ新型コロナの影響で例年よりは下がってた

なという印象があるもんですから、その辺はち

ょっと慎重に見ていったほうがいいのかなとい

うふうに思いました。意見です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１号・令和５年度八代市介護保険特

別会計予算については、原案のとおりに決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午後３時３１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３２分 本会） 

◎議案第１５号・令和５年度八代市診療所特別

会計予算 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１５号・令和５年度八代市診療

所特別会計予算を議題とし、説明を求めます。 

○理事兼健康福祉政策課長（梅野展文君） 皆
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様、改めましてこんにちは。（｢こんにちは」

と呼ぶ者あり）健康福祉政策課、梅野でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 着座にて御説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○理事兼健康福祉政策課長（梅野展文君） そ

れでは、議案第１５号・令和５年度八代市診療

所特別会計予算につきまして御説明いたしま

す。 

 令和５年度八代市診療所特別会計予算の１ペ

ージを御覧ください。 

 第１条、歳入歳出予算で、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ６８０４万５０００円といたして

おります。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書の１、総括でござ

いますが、歳入歳出それぞれ前年比２２６万９

０００円の減額となっております。 

 内容につきましては、歳出予算から御説明い

たします。 

 ページ飛びまして、８ページを御覧くださ

い。 

 ３、歳出の款１・総務費、項１・総務管理

費、目１・一般管理費は５１３６万６０００円

で、前年度比で１８４万３０００円の増となっ

ております。 

 一番右側の説明欄を御覧ください。 

 上から２つ目の椎原診療所一般管理事業２７

５９万２０００円は、泉町にあります市立の僻

地診療所のうち、五家荘地域に開設しておりま

す椎原診療所の運営に要する経費でございま

す。 

 椎原診療所につきましては、令和４年度か

ら、熊本労災病院、熊本総合病院、八代北部地

域医療センター、熊本整形外科病院の４病院か

ら交代で医師の派遣をいただき、週３日の診療

と、併せて訪問看護を週１日行う体制といたし

ております。 

 経費の内訳の主なものといたしましては、医

師派遣委託料１２５０万９０００円、会計年度

任用職員の看護師２名分の報酬４０５万６００

０円、患者送迎業務委託料１５７万９０００

円、医師送迎委託料１２６万３０００円、受付

業務委託料９８万６０００円、診療報酬請求事

務委託料８０万円などがございます。 

 説明欄１つ下の下岳診療所一般管理事業２０

９５万１０００円は、同じく泉町にございます

下岳診療所の運営に要する経費で、主なもの

は、八代郡医師会への診療業務委託料１７７５

万７０００円や洋式化等に伴うトイレ改修工事

請負費９２万９０００円でございます。 

 次の歯科診療所一般管理事業２４２万１００

０円は、泉町柿迫地区にございます泉歯科診療

所の運営に要する経費で、主なものは、八代歯

科医師会への診療業務委託料２３９万１０００

円でございます。一般管理費の増額の理由とい

たしましては、先ほど申し上げました下岳診療

所のトイレ改修費等が主なものでございます。 

 次の目２・医療費は１５３１万８０００円

で、前年度比３９０万９０００円の減となって

おります。これは、各診療所で使用する医薬品

や医薬材料、血液検査や歯科技工の委託などに

要する経費で、内訳といたしましては、椎原診

療所７７２万２０００円、下岳診療所７３５万

円、歯科診療所２４万６０００円といたしてお

ります。減額の理由でございますが、椎原診療

所及び下岳診療所における受診者数の減少の見

込みから、医薬品の購入費等を減額したことな

どによるものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 款２、項１・公債費、目１・元金は１３５万

６０００円で、前年度比１９万８０００円の減

となっております。これは、これまでに医療機

器の購入等で借り入れた起債の償還元金でござ

います。 

 次の目２・利子は５０００円で、前年度比５
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０００円の減となっております。これは、起債

の償還利子でございます。 

 以上が歳出予算でございます。 

 続きまして、歳入予算の御説明をいたしま

す。すいません、お戻りいただきまして、５ペ

ージをお願いいたします。 

 上の表２、歳入の款１・診療所事業収入、項

１・診療収入、目１・保険収入は２１０８万１

０００円で、前年度比５３３万４０００円の減

となっております。これは、医療保険から支払

われる診療報酬で、内訳といたしましては、椎

原診療所で１０４０万円、下岳診療所で１０５

０万円、泉歯科診療所で１８万１０００円を見

込んでおります。減額の理由といたしまして

は、椎原診療所及び下岳診療所の受診者数の減

少の見込みによるものでございます。 

 次の目２・一部負担金収入３７１万５０００

円は、医療費の個人負担分で、前年度比３０万

５０００円の減となっております。 

 次の目３・その他診療収入６８万円は、予防

接種に伴う収入で、前年度比７万円の減となっ

ております。 

 下の表、款２・使用料及び手数料、項１・使

用料、目１・診療所使用料は１３万５０００円

でございます。主なものは、下岳診療所の診療

に従事する医師などが休憩所として使用してお

ります診療所に隣接する建物の使用料収入１３

万２０００円でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 上の表、項２・手数料、目１・診療所手数料

は２７万円で、前年度比３万円の減となってお

ります。これは、診断書の作成手数料や健康診

断に係る手数料収入で、椎原診療所が２０万

円、下岳診療所７万円を見込んでおります。 

 下の表、款３・県支出金、項１・県補助金、

目１・へき地診療所県補助金は１５４０万６０

００円で、前年度比２８２万５０００円の減と

なっております。その右側にございます節１・

へき地診療所運営費補助金１５０２万４０００

円は、採算性が低い僻地診療所の運営費に対す

る補助金で、補助率が３分の２となっておりま

す。内訳は、椎原診療所が９０１万４０００

円、下岳診療所が４３２万４０００円、歯科診

療所が１６８万６０００円といたしておりま

す。その下の節２・へき地患者輸送車運行支援

事業補助金３８万２０００円は、椎原診療所で

運行しております患者輸送車の運行経費に係る

補助金で、補助率２分の１でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 上段の表、款４・繰入金、項１、目１・一般

会計繰入金は２６７３万８０００円で、前年度

比６２９万円の増となっております。これは、

各診療所の運営における収支不足分を一般会計

から繰り入れるもので、内訳といたしまして

は、椎原診療所が１４６６万１０００円、下岳

診療所が１１２９万２０００円、歯科診療所が

７８万５０００円となっております。 

 中段の表、款５、項１、目１・繰越金は１０

００円でございます。 

 下段の表、款６・諸収入、項１、目１・雑入

は１万９０００円となっております。 

 以上で、議案第１５号・令和５年度八代市診

療所特別会計予算の説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。ありませ

んね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１５号・令和５年度八代市診療所特別

会計予算については、原案のとおり決するに賛
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成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午後３時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４３分 本会） 

◎議案第２５号・財産の無償譲渡について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 議案第２５号・財産の無償譲渡についてを議

題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（丸山智

子君） 議案第２５号・財産の無償譲渡につき

ましては、このたびの東陽町河俣保育園の民営

化に伴うものでございます。 

 担当の辻田こども未来課長が御説明いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

 また、その後の条例議案につきましても、各

所管の担当課長等から御説明いたしますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 改めまして

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

こども未来課、辻田です。 

 着座にて御説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○こども未来課長（辻田美樹君） どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 議案第２５号・財産の無償譲渡について御説

明させていただきます。議案書は１１ページ及

び１２ページになります。 

 今年度、９月及び１２月の文教福祉委員会に

おいて、八代市立河俣保育園の民間移管につい

て御説明をさせていただいたところです。 

 昨年末の１２月２６日には、ＮＰＯ法人東陽

まちづくり協議会子育て支援ネットワークが正

式に設立となり、また、先月２０日には、文教

福祉委員会の委員の皆様に河俣保育園を視察し

ていただきました。 

 なお、２月２８日に熊本県において社会福祉

審議会が開催され、その後、県が設置認可を決

定され、３月１１日に本市に連絡があったとこ

ろです。 

 この議案第２５号・財産の無償譲渡につきま

しては、河俣保育園園舎の無償譲渡に係る契約

の締結について、地方自治法第９６条第１項第

６号の規定により、議会の議決をお願いするも

のです。 

 建物の所在地は八代市東陽町河俣２６２０番

地、建物の規模は、構造が木造平家建て、総面

積２８９.２３平方メートルとなっておりま

す。 

 契約の相手方は、ＮＰＯ法人東陽まちづくり

協議会子育て支援ネットワークとなります。 

 建物の評価額は４３４万円となりますが、建

築から２５年を経過していること、今後の施設

改修等は移管先で行うことなどを考慮し、これ

までの民間移管の場合と同様に、建物について

は無償で譲渡することとしております。 

 契約に際しましては、建物を児童福祉事業の

目的以外での使用をしないこと、譲渡後１０年

間はほかの事業者に転売しないことなどの条件

を付すこととしております。 

 なお、土地につきましては、河俣阿蘇神社の

所有であり、これまで市は土地を借用していた

ところです。河俣保育園の民間移管後は、移管

先であるＮＰＯ法人東陽まちづくり協議会子育

て支援ネットワークが引き続き借用をされるこ

ととなっております。 

 説明は以上になります。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） すみません、まずは

ですね、経営についてＮＰＯ法人がされるとい
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うことです。代表権といいますか、これはもう

完全に責任まで全部ＮＰＯ法人が受けられると

いうことでよろしいんでしょうか。 

○こども未来課長（辻田美樹君） はい、ＮＰ

Ｏ法人のほうで受けられます。 

○委員（中山諭扶哉君） そうしますと、先ほ

どお話ありましたように、資産の補修とかです

ね、そこら辺があった場合は全てそのＮＰＯ法

人でされるというようなことで間違いないです

かね。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 私立の保育

園になられますので、私立の保育園が建物の改

修などを行われる際には、国とか県の補助金が

ございますので、そちらを活用していただくこ

とになります。 

○委員（中山諭扶哉君） その場合、通常、代

表が保証人とかそういうことになるかというふ

うに思いますけど、この場合はどうなりますか

ね。もしも借入れがあった場合とかはですね。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（福

本桂三君） 福本です。 

 借入れにつきましては、民間の借入れになり

ますので、そちらのほうの借入れということに

なりますので、行政の場合には、そこまではい

ろいろなどこが借入れとするかとか、保証人が

どうなのかというのは関知しないところでござ

います。 

○委員（中山諭扶哉君） ありがとうございま

す。通常の民間と同じということです。そこら

辺についても御理解をされてるということで理

解をしました。 

 それと、あってはいけないことなんですけ

ど、もしも不祥事とかですね、起こった際と

か、そこら辺の責任についてもＮＰＯ法人の方

がもう責任を取られるというようなことで間違

いないでしょうか。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 不祥事につ

いては、責任という形では設置者になります

が、市のほう、県のほうにも指導監督の権限が

ありますので、そちらのほうできちんと指導し

ていきたいと思います。 

○委員長（中村和美君） 以上ですか。 

○委員（中山諭扶哉君） 分かりました。指導

はされるということでありますが、不祥事等の

責任はそのＮＰＯ法人が負うということで理解

をしました。 

 現にですね、まちづくり協議会のほうでもい

ろんなお話をされているということで思います

けど、ほとんど反対意見とかは、出てる状況と

かはありますでしょうか。何かこれについては

特に。なければいいんですけど。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 特に反対意

見というものは聞いてはおりません。 

 ただ、心配をされる声というのはありますの

で、保護者さんとか、ＮＰＯ法人とか、保護者

さんのニーズに応じることができるのかと、ど

んなふうにしていくのかということを協議しな

がら、１つ１つ解決をしていくということで聞

いております。 

○委員（中山諭扶哉君） ありがとうございま

す。 

 そしてですね、これ、理事長は現まちづくり

協議会の会長がされるということでよろしかっ

たでしょうか。 

○こども未来課長（辻田美樹君） はい、そう

です。 

○委員（中山諭扶哉君） されるということで

あれば、その後、もしも会長が替わられる際、

交代をされる際とかも全てそれを引き継がれる

という認識でよろしいでしょうか。 

○こども未来課長（辻田美樹君） そちらにつ

きましては、ＮＰＯ法人さんと、あと、東陽ま

ちづくり協議会のほうで決めていかれると思っ

ております。 

 以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） ありがとうございま
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す。完全にＮＰＯ法人化、自分たちでやられて

いくということで理解をしました。ありがとう

ございました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、質疑を終

了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（中山諭扶哉君） いろいろ質問をしま

したけど、私としてはですね、どうしてもです

ね、責任を負っていかれる、何かあった場合の

ことは、もう市ではなくてそのＮＰＯ法人が全

て責任を取っていかれるということでありま

す。経営というものに関してはですね、非常に

ですね、心配をするところであります。先ほど

申しましたように、資金が必要になったときの

借入等ですね、必ずどこかで出てくる可能性が

あります。そういうところにこのまちづくり協

議会というところにそれを背負わせていいのか

という部分に関しては、私は非常に危惧をして

おります。そういうことで判断をさせていただ

きたいというふうに思います。うまくいくよう

には願ってはおります。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２５号・財産の無償譲渡については、

可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手多数と認め、本

件は可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午後３時５４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５５分 本会） 

◎議案第３１号・八代市泉地域福祉センター条

例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第３１号・八代市泉地域福祉センター条

例の一部改正についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○理事兼健康福祉政策課長（梅野展文君） 健

康福祉政策課の梅野でございます。よろしくお

願いいたします。 

 着座にて御説明させていただきます。 

 それでは、議案書の３１ページにございます

議案第３１号・八代市泉地域福祉センター条例

の一部改正について御説明いたします。 

 なお、議案書の内容を分かりやすく記載した

ものを別紙資料としてお示ししておりますの

で、そちらのほうを御覧いただいてよろしいで

しょうか。 

 まず、１、八代市泉地域福祉センターは、高

齢者及び身体に障害がある方々に対して、介護

支援機能や居住機能及び交流機能を総合的に提

供することにより、安心して健康で明るい生活

を送れるよう支援し、福祉の増進を図ることを

目的に設置された施設でございます。 

 センターでは、現在、指定管理者として八代

市社会福祉協議会が管理運営を行っており、デ

イサービス事業や一般入浴事業のほか、居住部

門事業を実施いたしておりますが、今回の条例

の一部改正は、この居住部門事業に係るもので

ございます。 

 居住部門事業とは、市内に住所のある方で、

身体が虚弱、または、住宅環境や高齢等の理由

により独立して生活することに不安のある、お

おむね６０歳以上の独り暮らしや御夫婦のみの

世帯の方にセンター併設の居住部門に御入居い

ただいているもので、現在７人の方が入居して

おられます。 

 ２、改正の趣旨としまして、この居住部門事

業における光熱水費につきまして、現在、使用
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料として一月当たり一人部屋の場合１５００

円、二人部屋の場合３０００円を定額で徴収い

たしておりますが、今回、受益者負担の観点等

から見直しを行い、実費相当額による負担とす

るに当たり、所要の改正が必要となったもので

ございます。 

 次に、３、主な改正の内容でございますが、

①条例別表中、光熱水費の一月当たりの基本使

用料に関する記載部分を削除し、新たに②別表

の備考に、居住設備の利用者は、光熱水費の実

費に相当する額を負担しなければならない旨の

記載を追加するものでございます。 

 ４、施行日は令和５年４月１日といたしてお

ります。 

 なお、下の米印に記載しております４月から

の実費相当額につきましては、季節によって差

がございますので、これまでの実績から１年分

の見込額を算出し、一月当たりの平均に換算い

たしますと、一人部屋で一月当たり約９０００

円程度と見込んでおり、現在の使用料１５００

円との実質的な差額は、一月約７５００円程度

になるというふうに考えております。 

 また、本改正につきましては、事前に御入居

中の皆様に御説明を行い、了解をいただいてい

るところでございます。 

 以上で、議案第３１号・八代市泉地域福祉セ

ンター条例の一部改正についての説明を終わり

ます。御承認のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） これ、個別の部屋にメ

ーター器とかをつけて、使用量に応じた実費負

担というような形にはできなかったんですか

ね。 

○理事兼健康福祉政策課長（梅野展文君） 建

物の構造上、電気につきましては個別のメータ

ーがついておりますが、いわゆる共用部分、お

湯を使ったりしたときのボイラーの灯油とか、

あとは排水設備を使った分とか、そういったと

ころはどうしても共用になりますので、そうい

った部分は案分をしてというふうな形になって

おります。 

 電気につきましては実費というところでいた

しております。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。ほかあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３１号・八代市泉地域福祉センター条

例の一部改正については、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午後４時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時０１分 本会） 

◎議案第３２号・八代市地域包括支援センター

の包括的支援事業の実施に係る基準を定める条

例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３２号・八代市地域包括支援セ

ンターの包括的支援事業の実施に係る基準を定

める条例の一部改正についてを議題として、説

明を求めます。 

○高齢者支援課審議員兼課長補佐（大間照樹

君） 高齢者支援課の大間でございます。よろ
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しくお願いいたします。 

 すみません、座って説明をさせていただきま

す。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○高齢者支援課審議員兼課長補佐（大間照樹

君） 議案第３２号・八代市地域包括支援セン

ターの包括的支援事業の実施に係る基準を定め

る条例の一部改正についてでございます。 

 内容の説明につきましては、配付しておりま

す資料、右肩に令和５年３月１４日、文教福祉

委員会、議案第３２号、高齢者支援課とありま

す資料をもちまして説明をさせていただきま

す。 

 最初に、改正の趣旨でございます。本市の地

域包括支援センターの人員配置につきまして

は、国の基準に準拠しておりまして、八代市地

域包括支援センターの包括的支援事業の実施に

係る基準を定める条例において、１圏域当たり

の高齢者人口に応じた人員基準を規定しており

ます。その数は、１圏域当たり、高齢者人口が

おおむね３０００人以上６０００人未満の場合

の人員基準となっておりますが、現状では、そ

れを超える圏域が複数存在し、センター職員の

負担が増大しているという状況でございます。 

 その一方で、中山間地等を管轄する圏域にお

いて、今後３０００人を下回る圏域が出てくる

ことが懸念されております。 

 加えまして、圏域の校区数や移動に時間を要

する山間地域を有する圏域への配慮など、考慮

すべき点もあり、圏域の状況に応じた人員配置

が求められている状況でございます。 

 これらを踏まえまして、本市といたしまして

も、新たな人員配置基準を設けることで、セン

ター職員の負担軽減を図るとともに、各圏域の

地域性を考慮した人員配置を可能とするもので

ございます。 

 次に、２、主な改正の内容でございます。今

回の改正部分である条例第４条につきまして、

新旧対照表をつけております。 

 なお、今回の主な改正点は、大きく２点ござ

います。まず、１点目といたしまして、改正案

の第４条第２項において、圏域の高齢者人口

数、第１号被保険者数に応じて、おおむね３０

００人未満の場合に３つのパターンを、また、

おおむね６０００人以上の場合に２つのパター

ンの人員配置基準を新たに定めております。 

 続いて、２点目といたしまして、改正案の第

４条第４項において、センター職員の業務内

容、業務量等を勘案し、市長が必要と認める場

合に、第４条第１項から第３項に規定する人員

基準に加えて、市長が認める職員の員数を加え

ることができるものとする旨の規定を定めてお

ります。 

 以上が主な改正の内容でございます。 

 最後に、３、施行日につきましては、令和６

年４月１日としております。 

 以上、説明とさせていただきます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） これ、新しいのを見

ると、６０００人以上のところは保健師とか割

と専門員が配置されるってなっとりますが、３

０００人を超えるところではその人数だけが示

してあるんですが、その内容については特に定

めはないということですか。 

○高齢者支援課長補佐兼高齢者福祉係長（窪田

智昭君） お答えいたします。 

 まず最初に、３０００から６０００人という

のは、国のほうが定めた人員配置の中で決めら

れたものでございます。そのうちに、いわゆる

３職種というんですが、保健師、社会福祉士、

主任介護支援専門員、この３人が１名ずつがこ

の３０００から６０００人になる場合には基準

数を配置することってなっておりますので、こ

こについては従来どおりと変わらないと。それ
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に追加しまして、６０００人を超えた場合につ

いては、６０００人を超え９０００人未満の場

合であれば、そこに新たに八代市が指定する職

種を一人増やす。と、９０００人を超えた場合

は二人を増やすということをこちらのほうでは

新たに追加しております。 

 それと、３０００人を切っている場合につい

ては、もともと、これ、国の基準はございまし

て、ちっちゃな小規模の市町村を想定してたん

ですが、そこについては基準があるので、その

まま、そこもきっちり決めますよというところ

のことになっております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。ほ

かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） ３０００人以下の部

分でですね、すぐ対面で相談を受けるとか、そ

ういうのが厳しいんだと思うんですが、おられ

るということで、すぐにオンラインとか電話な

りで相談ができるような体制をですね、ぜひ組

んでいただきたいと思います。お願いします。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３２号・八代市地域包括支援センター

の包括的支援事業の実施に係る基準を定める条

例の一部改正については、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午後４時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時０９分 本会） 

◎議案第３３号・八代市立保育園の設置及び管

理に関する条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３３号・八代市立保育園の設置

及び管理に関する条例の一部改正についてを議

題とし、説明を求めます。 

○こども未来課長（辻田美樹君） こども未来

課、辻田です。 

 それでは、着座にて御説明させていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 議案第３３

号・八代市立保育園の設置及び管理に関する条

例の一部改正について御説明いたします。議案

書は３７ページ及び３８ページになります。 

 こちらにつきましては、八代市立河俣保育園

の民間移管に伴い、保育園の名称及び位置を定

めている別表から八代市立河俣保育園の項を削

除するものです。 

 施行日は、民間移管となる令和５年４月１日

としております。 

 説明は以上になります。どうぞ御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。ありませ

んね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３３号・八代市立保育園の設置及び管

理に関する条例の一部改正については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 
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（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３４号・八代市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関す

る条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第３４

号・八代市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部

改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○こども未来課長（辻田美樹君） こども未来

課、辻田です。引き続きどうぞよろしくお願い

いたします。 

 着座にて御説明させていただきます。 

 議案第３４号・八代市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関す

る条例の一部改正について御説明いたします。

議案書は３９ページ及び４０ページになりま

す。 

 この条例は、本市の各保育施設を利用する際

の利用者負担額、いわゆる保育料の額を定めて

いるものでございます。 

 本市において、令和５年９月から保育料の無

償化を実施するに当たり、保育に係る利用者負

担額を定める条例について、附則に「この条例

の規定にかかわらず、第３条に規定する利用者

負担額は無料とする」という項を加え、規定の

整備を行うものです。 

 施行日は、保育料の無償化を開始する令和５

年９月１日としております。 

 説明は以上になります。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３４号・八代市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関す

る条例の一部改正については、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３５号・八代市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

改正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第３５

号・八代市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例等の一部改正について

を議題とし、説明を求めます。 

○こども未来課長（辻田美樹君） こども未来

課、辻田です。引き続きどうぞよろしくお願い

いたします。 

 着座にて御説明させていだきます。 

 議案第３５号・八代市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

改正について御説明いたします。議案書は４１

ページから４７ページになりますが、別紙資料

を用意させていただいておりますので、そちら

を御覧ください。右肩に、令和５年３月１４

日、文教福祉委員会、議案第３５号関係資料、

こども未来課とある資料になります。 

 この改正につきましては、厚生労働省令及び

内閣府令の改正に合わせて、本市の保育施設等

に関して定めている条例の改正を行うもので

す。 

 まず、１、改正の理由ですが、子ども・子育

てに係る施設・事業の認可基準等において従う

べき基準、参酌すべき基準を定める次の厚生労
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働省令及び内閣府令の一部改正に伴い、本市の

関係条例について所要の改正を行うものです。 

 改正となりましたものは、家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準、特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準及び

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準となっております。 

 次に、２、主な改正内容ですが、本市の３つ

の条例について一部改正を行うこととしており

ます。 

 まず、１、八代市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例についてで

す。この家庭的保育事業等とは、比較的少人数

の保育所で、ゼロ歳から２歳までの子供を対象

とした保育サービスを行うもので、本市におい

ては小規模保育所２か所、事業所内保育所１か

所が該当いたします。この条例では、家庭的保

育事業等の認可のために必要となる項目につい

て定めております。具体的な改正の内容は、安

全計画の策定等の義務化、自動車を運行する場

合の子供の所在確認及び子供見落とし防止のた

めの装置装備の義務化、インクルーシブ保育、

保育と児童発達支援等の一体的な実施を可能と

するための設備・人員基準の緩和、感染症及び

食中毒の予防及び蔓延防止に必要な措置の明確

化、書面等に代えて電磁的記録、電磁的方法に

よる対応を可能とする規定の整備及び懲戒権に

関する規定の削除となっております。 

 次に、２、八代市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例についてです。この特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業とは、保育所、認定こど

も園、幼稚園、先ほど御説明した小規模保育所

などが含まれており、本市においては６７の施

設が該当いたします。この条例では、特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業等の運営

の確認のため、必要となる項目について定めて

おります。具体的な改正の内容は、書面等に代

えて電磁的記録、電磁的方法による対応を可能

とする規定の整備及び懲戒権に関する規定の削

除となっております。 

 最後に３、八代市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正を行います。この放課後児童健全育成事業

とは、放課後児童クラブを対象としており、本

市が委託している３４のクラブが該当いたしま

す。この条例では、放課後児童クラブの設備や

運営の確認のために必要となる項目について定

めているものになります。具体的な改正の内容

は、安全計画の策定等の義務化、自動車を運行

する場合の子供の所在確認の義務化、業務継続

計画の策定等の努力義務化及び感染症及び食中

毒の予防及び蔓延防止に必要な措置の明確化と

なっております。 

 最後に、３、施行日ですが、施行日は令和５

年４月１日となっておりますが、電磁的記録を

可能とする改正などにつきましては、公布の日

から施行することとしております。 

 いずれも国の改正に合わせた改正となってお

ります。 

 説明については以上になります。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 電磁記録というのが

書いてあるんですけど、これの設備は既にある

んでしょうか。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 電磁的記録

につきましては、ＩＣＴシステムですとか、シ

ステムによる対応を各園で既に行ってるところ

でございます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、質疑を終

了します。 
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 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３５号・八代市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

改正については、原案のとおり決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３６号・八代市子ども・子育て会議設

置条例及び八代市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第３６

号・八代市子ども・子育て会議設置条例及び八

代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部改正

についてを議題とし、説明を求めます。 

○こども未来課長（辻田美樹君） こども未来

課、辻田です。引き続きどうぞよろしくお願い

いたします。 

 着座にて御説明させていただきます。 

 議案第３６号・八代市子ども・子育て会議設

置条例及び八代市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正について御説明いたします。議案

書は４９ページから５１ページになります。 

 こちらにつきましては、こども家庭庁設置法

の施行に伴う関係法律の整備に関する法律にお

いて、子ども・子育て支援法及び学校教育法が

一部改正されたことにより、引用条項の整理を

行うものです。 

 施行日は令和５年４月１日としております。 

 説明は以上になります。御審議のほどどうぞ

よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。ありませ

んね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３６号・八代市子ども・子育て会議設

置条例及び八代市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正については、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午後４時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時２１分 本会） 

◎議案第３７号・八代市国民健康保険条例の一

部改正について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３７号・八代市国民健康保険条

例の一部改正についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○国保ねんきん課長補佐（藤澤智博君） それ

では、議案第３７号・八代市国民健康保険条例

の一部改正につきまして御説明させていただき

ます。 

 すいません、座って説明させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○国保ねんきん課長補佐（藤澤智博君） 議案

書は５３ページから５４ページの部分でござい

ますが、説明につきましては、事前にお配りし
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ております資料、八代市国民健康保険条例の一

部改正についての概要により説明させていただ

きます。 

 まず、資料の１、改正の趣旨でございます。

被保険者が出産した際に支給する出産育児一時

金について、全国一律で５０万円に引上げがさ

れます。そのため、健康保険法施行令及び国民

健康保険条例参考例の一部が改正されたことを

受け、条例を改正するものでございます。 

 なお、支給額５０万円の内訳は、括弧内にあ

りますとおり、一時金分が４８万８０００円、

産科医療補償制度の掛金相当分が１万２０００

円でございます。この産科医療補償制度は、公

益財団法人日本医療機能評価機構が運営する制

度で、新生児が出産時の事故により重度の障害

を負ってしまった場合に、保護者に対して一定

の補償を行うという制度でございます。 

 次に、２番、改正内容について説明させてい

ただきます。条例第６条第１項に規定しており

ます出産育児一時金支給額を現行の４０万８０

００円から４８万８０００円に改正するもので

ございます。 

 最後に、施行期日は、令和５年４月１日から

施行するものとしております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） すいません、八代市内

で出産をした場合、大体相場って今幾らになっ

とっとでしょうか。 

○国保ねんきん課医療給付係長（山田 卓君） 

 今、委員お尋ねのですね、出産した場合の費

用の相場ということで、こちらのほうに昨年、

令和３年度の出産育児一時金として申請のあっ

た中での費用の平均を出したところ、大体平均

としては約４０万弱ぐらいの費用がかかってい

るというところになります。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） その差額の部分という

のは、どうなりますかね。 

○国保ねんきん課医療給付係長（山田 卓君） 

 今で言いますと４２万円、出産一時金が支給

されるんですが、４０万かかった場合残りの２

万円は、本人さんから申請をしていただいて本

人さんに支給をするという形になりまして、出

産費用と別に余った分は、本人さんのほうに、

妊婦さんのほうに支給するという形になりま

す。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） いいですか。ほかあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、質疑を終

了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（大倉裕一君） この引上げによって産

科のですね、出産費用が逆に引上げになってし

まうと、またおかしな面が出てくるのかなとい

うふうに思いますので、その辺りを、なかなか

産科のほうに呼びかけるのは難しい点もあるか

とは思いますが、そういった部分が懸念されな

いようにですね、行政のほうからも上手にチェ

ックをしていっていただければなというふうに

思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３７号・八代市国民健康保険条例の一

部改正については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。 



 

－64－

                              

◎議案第３８号・八代市後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第３８

号・八代市後期高齢者医療に関する条例の一部

改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○国保ねんきん課長補佐（藤澤智博君） 引き

続きよろしくお願いいたします。 

 座って説明させていただきます。 

 議案第３８号・八代市後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正につきまして、御説明させて

いただきます。 

 議案書は５５ページから５６ページの部分で

ございますが、説明は、先ほどと同じように、

資料を用いて説明させていただきます。資料

は、八代市後期高齢者医療に関する条例の一部

改正についての概要でございます。 

 まず、資料１、改正の理由でございます。熊

本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に

関する条例の一部が令和４年２月１４日に改正

されましたが、その条例を引用している本市の

条文において条ずれが生じていることから、条

例の一部を改正するものでございます。 

 次に、改正の内容です。第２条第８号中、広

域連合条例附則第５条を広域連合条例附則第３

条に改めるものでございます。ちなみに、この

附則第３条は、新型コロナウイルス感染症に感

染した被保険者等に係る傷病手当金について規

定している条文でございます。 

 最後に、施行期日は公布の日から施行すると

いたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。ありませ

んね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３８号・八代市後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正については、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。 

 執行部は退室してください。 

（執行部 退席） 

                              

◎請願第１号・物価高騰に見合う年金額引き上

げを求める意見書の提出方について 

○委員長（中村和美君） 次に、請願・陳情の

審査に入ります。 

 今回、当委員会に付託となっておりますの

は、新規の請願１件です。 

 それでは、請願第１号・物価高騰に見合う年

金額引き上げを求める意見書の提出方について

を議題とします。 

 趣旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（中村和美君） 本請願について御意

見等はありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 紹介議員にもなって

おりますので、もうちょっと詳しくというかで

すね、具体的にはやはり年金の場合、今、夫婦

二人でいくと何とか生活できるようなレベルか

なとはなりますけども、それが単身者世帯にな

るともうとても年金では暮らしていけないとい

う現象が多々見受けられます。ぜひ国の制度と

してですね、年金額（聴取不能）物価上昇率に

基づき増加するということを本市から上げてい

ただきたいということの趣旨です。よろしくお
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願いします。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（友枝和也君） この０.４％引き下げ

たというと、あんまりよう分からんとですけ

ど、年金ばちょっと上げろちゅうことですよ

ね、全部ちゅうか。 

○委員（橋本徳一郎君） そうですね。 

○委員（友枝和也君） あんま年金で困っとら

す――みんな困っとるけん、年金の人ばっかと

いう。だけん、この下がった理由とかもやっぱ

あるけん、物価上昇とか何か、賃金の何かに合

わせて何か年金は下がったり上がったりとか、

その辺がよう分からんと何か――下げた原因と

かもちょっと説明。 

○委員（橋本徳一郎君） 具体的には物価スラ

イド制が一番の要因というふうに言われてま

す。それで、物価スライド制になると、突飛な

ところでの上下というのに対応できないという

のがあるので、やはりこういういきなりの高騰

ということではですね、難しいというのもあり

ますので、そこが上昇率に基づきっていうの

が、年金者のほうからというのが――ちょっと

この仕組みがですね、ちょっといろいろ計算が

あるので、宙では言えませんけど。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（橋本幸一君） 結局、年金制度がどう

いう仕組みになっとっとかというとが分からな

いというような。私もあんまり詳しゅうなかけ

ん、担当を呼んでからその辺の説明はでけんと

でしょうか。 

○委員長（中村和美君） ということでござい

ますが、ただいま本件に関し執行部に説明を求

めるとの意見が出ましたが、本件について執行

部から説明を求めることに御異議ございません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 異議なしと認め、執

行部に説明を求めることとします。 

 小会します。 

（午後４時３５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３７分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 それでは、本件に関し執行部からの説明を求

めます。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 国

保ねんきん課、西田でございます。 

 先ほど業務対応がありまして、大変失礼いた

しました。 

 座って説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 年

金額の引上げ、引下げなどについてでございま

すが、公的年金制度の財政の仕組みが関係する

と思われますので、制度の概略を説明をさせて

いただこうと思います。 

 まず、公的年金ですが、現役世代が納めた保

険料をそのときの高齢者の年金給付に充てる仕

組みでございまして、賦課方式とか世代間仕送

り方式とかと言っております。財源としまして

は、基礎年金の国民年金の給付費については国

庫負担を２分の１としております。そのほか年

金積立金の運用収入も活用しておりまして、安

定的な年金給付を行っているというところでご

ざいます。 

 あと、現役世代が支払う保険料でございます

が、これも大きな収入源でございますが、年金

保険料の最終的な水準をですね、固定するとい

う仕組みになっておりまして、例を挙げます

と、令和元年度の国民年金の保険料は月１万７

０００円としてありまして、これに賃金の変動

率により毎年改定されるという仕組みになって

おります。 

 一方の年金の受給額のほうなんですが、賃金

や物価の変動に応じて毎年度改定が行われてお

りますが、先ほど委員さん言われましたよう
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に、マクロ経済スライドというのがですね、導

入を平成１６年にされておりまして、財源の範

囲内で給付水準を自動調整する仕組みでござい

ます。具体的には、賃金や物価による改定率か

ら現役の被保険者の数の減少ですね、と、平均

余命の伸びにですね、応じて算出したスライド

調整率というものを差し引くことによって年金

の給付水準を調整する仕組みでございます。 

 最近の例を申し上げますと、令和４年度の年

金受給額はですね、０.４％の引下げでござい

ました。これはですね、物価と賃金が下落した

ことによってですね、マイナス改定されたもの

でございまして、マクロ経済スライドはです

ね、賃金、物価が下落したときは調整しないこ

とになってますので、令和４年度は賃金、物価

の変動率をそのまま適用したということです。 

 令和５年度につきましてはですね、１月に国

から公表をされておりますけど、年齢によって

ちょっと改定率が変わっておりまして、６７歳

以下の受給者の方については前年度から２.

２％の引上げになっております。これは、物価

と賃金が上がったことによるものですね。６８

歳以上の受給者の方については１.９％の引上

げになっております。 

 ちなみにですね、物価の変動率は２.５％、

賃金の変動率は２.８％でございます。 

 今回はですね、マクロ経済スライドによる調

整が行われております。０.３％ですね。それ

と、令和４年度にマクロ経済スライドが発動さ

れなかった、下落したために発動されなかった

分のですね、未調整分としてですね、令和５年

度に持ってきてありまして、これがやはり０.

３％ですね、によって調整をしてあるというこ

とになっております。 

 これらの年金制度の財政につきましては、少

子高齢化が進む中でですね、年金制度の長期的

な給付と現役世代の保険料負担の均衡を保つた

めの仕組みが取り入れられておりまして、それ

によって現役世代の保険料が際限なく上がるこ

とを防ぐという役割も果たしておりまして、結

果的に将来の年金の給付水準の確保につながる

というものが制度の趣旨ということになってる

ようでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（中村和美君） 何か、以上の部分に

ついて質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（友枝和也君） 令和５年度は上がるっ

ていうことですか。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） は

い、そうでございます。 

 令和５年度はですね、今申し上げたように６

７歳以下の方では２.２％上がるということ

で、年間にしますとですね、令和４年度に比べ

ると１万７２００円上がります。令和４年度が

ですね、国民年金の方だけですけどですね、満

額を納めた方が７７万８０００円だったんです

が、令和５年度はですね、７９万５０００円に

なります。６８歳以上の方はですね、ちょっと

１.９％の上昇になりますので、７９万２６０

０円プラス１万４８００円ですね、年間でです

ね、になります。 

 令和３年度から４年度にかけてはですね、マ

イナス３１００円でしたので、それに比べると

大分上がってきたというところでございます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） じゃ、基本的にはあれ

ですたいね、財源というのは１つの国保年金財

源というのがあって、そこについては国が２分

の１、個人が２分の１のその比率の中で成り立

ってると。その中での財源の中で、結局はこの

マクロ経済スライドですか、それを基本にして

から計算していくちゅうことですたいね。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） そ

うですね。 

○委員（橋本幸一君） それで、この財源とい

うのが不安定にならんように確保していくとい
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うことで理解してよかですね。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） ５

年に１度ですね、財政検証というのが決められ

ておりまして、１００年間耐え得るかという検

証をですね、５年に１度することになっており

ます。あと、受給者についてはですね、厚生年

金の例でいくとですね、所得代替率といいまし

て、現役のときの所得とどれぐらいの年金額に

なるかというのがですね、が所得代替率という

んですが、５０％を確保するという目標をです

ね、国のほうで決めてありまして、これも含め

てですね、財政検証をされるということで、そ

れが下回る場合はですね、もうマクロ経済スラ

イドをしないとかですね、あるいはちょっとほ

かのバランスを考えるとかですね、いうような

措置を講ずるということになっているようでご

ざいます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。

いいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、採決を諮

る。 

○委員（橋本幸一君） 出てもらわんちゃよか

つですか。 

○委員長（中村和美君） ちょっと小会しま

す。 

（午後４時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時５２分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 御意見あればどうぞ。 

○委員（橋本徳一郎君） 先ほども言ったとお

り、説明では若干令和５年度は上がるというこ

とですが、生活実態に合わせて考えるならば、

やはり１万７０００円、１万５０００円程度で

は生活が厳しいというふうなところもあります

ので、年金受給者の方はその中から国保料とか

後期高齢者医療保険料だとか介護保険料だとか

引かれて手元に入るということで、生活がかな

り厳しいということもありますんで、ぜひ採択

をお願いします。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） 確かに、今、低所得者

の年金に頼ってる人は厳しい状況下にあると私

も認識しておりますが、この基礎年金部分と言

えば、やはりこの制度からすれば国が２分の

１、それから、個人個人の二十歳以上の皆さん

が２分の１という負担の中で、この賦課方式と

いうことになれば、年金財源というのは１つの

パイがあるわけで、今、その年金財源という大

まかなパイもだんだん少なくなってる状況下の

中で、この年金を上げるということになれば、

当然若い世代の負担も上げなければいけないと

いうこともあるし、現状としてマクロ経済スラ

イドというその方式が取られているからこそ、

年金財源というのが保たれていることからすれ

ば、令和５年度は若干上がるということでござ

いますので、これについてはこの年金制度を守

るがためにも、私はこれは審議未了でいってほ

しいと思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、ただい

ま、賛成と審議未了という意見が出ておりま

す。審議未了を求める意見と採択を求める意見

がありますので、まず、審議未了についてお諮

りいたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 本請願については、閉会中継続審査の申出を

しないこと、並びに結論を得るに至らなかった

こと、すなわち審議未了とするに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手多数と認め、本

件は審議未了とすることに決しました。 
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 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 執行部入室のため、小会いたします。 

（午後４時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時０６分 本会） 

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、教育に関する諸

問題の調査、保健・福祉に関する諸問題の調

査、以上の２件です。このうち、教育に関する

諸問題の調査に関連し３件、保健・福祉に関す

る諸問題の調査に関連し１件、執行部から発言

の申出があっておりますので、これを許しま

す。 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（八代圏域障がい者基幹相談支援センターの設

置について） 

○委員長（中村和美君） それではまず、八代

圏域障がい者基幹相談支援センターの設置につ

いて、説明願います。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉田 浩君） 皆様、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）障がい者

支援課の吉田と申します。 

 八代圏域障がい者基幹相談支援センターの設

置につきまして、センターの概要や今後のスケ

ジュール等について御説明させていただきま

す。 

 恐れ入りますが、ここからは着座にて失礼い

たします。 

 まず、このセンターの設置に係る予算につき

ましては、令和５年度当初予算に債務負担とし

て計上を行っております。その額は、令和６年

度から８年度までの３年間分で総額７１０３万

７０００円を見込んでおり、全額が委託料とな

ります。 

 なお、歳入といたしましては、国県補助金の

ほか、氷川町からの負担金を予定しておりま

す。 

 それでは、センターの運営体制や設置に向け

たスケジュールなどの具体的な内容について御

説明いたします。お手元の資料、八代圏域障が

い者基幹相談支援センターの設置についてを御

覧ください。 

 スライドの２を御覧ください。 

 この図は、八代圏域における障害福祉に関す

る困り事を抱えた方々に対する相談支援体制を

イメージしたものです。障害をお持ちの方だけ

でなく、その御家族や関係者など、様々な方々

の障害福祉に関する相談は、そのほとんどを、

現在、図の左上、委託相談支援事業所の３事業

所が担っております。また、障害者の障害福祉

サービスや障害児のサービスなど、公的サービ

スの利用相談に関しましては、図の左下、指定

特定相談支援事業所等の１２事業所が担ってお

り、病院や施設からの地域生活への移行に関し

ましては、指定一般相談支援事業所の４事業所

が相談を受けています。 

 一方で、障害に関わるより複雑な困り事を抱

えておられたり、対応を急がねばならないケー

スなど、右上に記載しております専門性や緊急

性が高いなどの相談窓口については、現在のと

ころ未整備でありますことから、十分な支援が
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行き届かない場合があります。また、指定特定

相談支援事業所等に関しましても、一人体制の

相談支援事業所も少なくないことから、後方支

援、バックアップできる体制の整備が急務とな

っております。 

 このような課題に対応するためには、基幹相

談支援センターの設置は急務であるとの声を受

け、このたび設置を行うことといたしました。 

 次に、スライドの３を御覧ください。 

 これは、国が示しておりますセンターのイメ

ージ図になります。 

 センターの業務といたしましては、大きく４

つの業務、図の円で囲んでいる部分になります

が、まず、１つ目、円の上側、総合相談・専門

相談、２つ目、円の下側、地域の相談支援体制

の強化の取組、３つ目、円の右側の地域移行・

地域定着、４つ目、円の左側、権利擁護・虐待

防止を行います。具体的な内容については、後

ほど御説明させていただきます。 

 また、人員体制としましては、図の中央にあ

りますように、相談支援専門員、社会福祉士、

精神保健福祉士等の専門職を配置することとな

っております。おおむね介護保険制度における

地域包括支援センターをイメージしていただけ

ればと思います。 

 スライドの４をお願いいたします。 

 令和２年４月時点のセンターの設置状況につ

いてです。 

 下段の棒グラフ、設置率を御覧ください。熊

本県の設置率は全国で４４番目と低く、設置率

は７％となっています。このため、国や県にお

いてもセンターの設置を推奨している状況にあ

ります。この資料では紹介しておりませんが、

県内他市の整備状況といたしましては、令和元

年に宇城市及び宇土市、令和３年に熊本市、山

鹿市及び天草市に設置されております。 

 スライドの５を御覧ください。 

 センターは、国において目的や設置主体、設

置方法、業務内容が規定されています。 

 まず、１の目的といたしましては、地域にお

ける相談支援の中核的な役割を担う機関とし

て、身体障害者福祉法等に基づく相談等の業務

を総合的に行うことを目的とする施設であると

されています。 

 次に、２の設置主体につきましては、市町村

または市町村から業務実施の委託を受けた一般

相談支援事業を行う者、または特定相談支援事

業を行う者とされております。 

 次に、３の設置方法につきましては、単独市

町村または複数市町村による設置、市町村直営

または委託による設置など、地域の実情に応じ

た設置が可能となっております。 

 本市におきましては、センターの設置につい

て、人口規模やサービス利用者数、サービス事

業所数等を勘案し、総合的に検討いたしました

結果、本市が設置主体となり、氷川町と協力し

て八代圏域で運営することといたしました。こ

のため、氷川町の住民もセンターを利用可能と

なるよう、今後、氷川町との協定の締結を予定

しております。 

 また、運営方法については、豊富な業務経

験、ノウハウ、人材を保有されている事業所へ

の委託が適当であると判断し、業務委託による

実施を予定しております。 

 なお、設置箇所数につきましては、１か所で

八代圏域をカバーする予定としております。 

 次に、スライドの６から７までを御覧くださ

い。４の業務内容について御説明いたします。 

 センターの業務は、初めにお話しした国が示

す４業務で、具体的にはそれぞれ中ポツで挙げ

ている内容となりますが、このうち、当センタ

ーにおいては、八代圏域の現状や課題を踏ま

え、特に、次の朱書きの２点を中心に取り組ん

でいくこととしています。 

 まず、１つ目が、（１）総合的・専門的な相

談支援の実施になります。具体的には、身体・
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知的・精神の３障害や難病等への総合的な対

応、また、処遇困難事例や８０５０問題といっ

た専門性が高いケース、あるいは緊急支援を要

する対応などです。 

 次に、２つ目が、（２）地域の相談支援体制

の強化の取組です。中ポツ上から、一般的相談

支援事業所への後方支援、サービス利用計画作

成に関する計画相談支援の推進、人材育成など

が取り組みます。センターが、相談支援のバッ

クアップや相談支援専門員の人材育成を図るこ

とで、障害者、障害児のそれぞれの特性に配慮

したより適切なサービスの利用につながるもの

と期待しています。 

 当面、センターではこの２つの業務により重

点を置き、取り組む予定としております。 

 続けて、スライド７の下のほうを御覧くださ

い。 

 ５の人員体制につきましては、地域の実情に

応じ、相談支援の中核的な役割を担う機関とし

ての必要となる人員として、有資格者の相談支

援専門員３人程度と事務補助員一人程度を配置

予定です。 

 次に、スライドの８をお願いいたします。 

 この図は、国が示す重層的な相談支援体制を

表しておりますが、取り巻く環境や支援の在り

方も多種多様化する中で、より効果的で継続的

支援を行っていくため、３層構造による支援体

制の充実が求められています。この図の中、一

番上の第３層、地域における相談支援体制の整

備や社会資源の開発などの部分をセンターが担

います。あわせて、第２層、第１層部分につい

ても、センターがバックアップ体制を講じるこ

ととなります。 

 最後に、設置に向けたスケジュールについ

て、スライド９で御説明いたします。 

 設置方法及び契約期間につきましては、令和

６年度から８年度までの３年間の業務委託によ

る実施を予定しております。これは、第７期八

代市障がい福祉計画と合わせており、令和６年

４月１日の運営開始に向け、令和５年度中に公

募による事業者選定を予定しております。 

 以上が、八代圏域障がい者基幹相談支援セン

ターの設置についての説明となります。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 構想としてはすごく

いいなとは思うんですけども、具体的に相談で

きる人間がどれだけ確保できるだとか、そうい

ったものの課題がかなり大きいかなというふう

に思うんですね。障害者の方の生活実態をどれ

だけ知ってる方がいるかというのが一番大きい

課題だと思うので、それの体制づくりという

か、課題にも人材育成というのがありましたけ

ども、その辺をどう具体化されるのかなという

のがちょっとこの資料から分からなかったんで

すけど、ありますか。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉田 浩君） 今、御質問にも

ありましたように、相談支援の部分、大変厳し

い部分がございます。今、八代圏域に２６人の

相談員がおられます。ただ、サービスの利用者

数も大変多い状況になっておられますので、相

談員そのものはなかなか厳しい状況というのは

間違いない状況になります。 

 しかしながら、私どものほうといたしまして

も、この基幹相談支援センターの部分につきま

して、体力のある法人さん、あるいは相談支援

専門員を一定数用意しておられるところに基幹

相談支援センターの設置につきましての説明の

ほうを行っております。その中で各法人さんに

おかれましても、厳しい状況ではあるけれども

地域に貢献したい、地域の障害の皆様に寄り添

った対応をしたいということで、人員の確保と

かそういったところを発言をおっしゃったとこ

ろもあられますので、そういったところ再度協
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議を行うなどして、体制づくりのほうに努めて

まいりたいと思っております。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） 専門員の方に頑張っ

てもらうというのはそうなんでしょうけど、そ

れ以外に地域の方々の理解が深まるというのが

一番大きいんですよね。そこが、そういう地域

の方に障害者の生活というか、困り事という

か、そういったところを裾野で広げていくって

いうのも取組が必要だと思うので、ぜひそっち

のほうもですね、行政としては取り組んでほし

いなと思ってます。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） いいですか。ほか、

質疑とか御意見ありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） 対象となる年齢の方

っていうのは、もう全年齢になるんですかね。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉田 浩君） こちらにつきま

しては、障害をお持ちの方、あるいはまた障害

の程度が見込める方ということになりますの

で、年齢につきましては幅広く対応したいとい

うことで考えております。 

○委員（中山諭扶哉君） ありがとうございま

す。 

 それと、プロポをされるということが書いて

ありましたので、平等性、公平性をですね、業

者さんが入られるとは思いますので、そこら辺

をしっかりできるようにお願いします。 

 意見です。 

○委員長（中村和美君） ほかございません

か。 

○委員（橋本幸一君） 業務委託をされるとい

うことですが、結局、設置場所については八代

市内と、その辺はある程度確保されておっとで

すか。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉田 浩君） まだ場所につき

ましては確保のほうには至っておりません。 

 しかしながら、障害当事者団体とか、計画相

談員とか、皆様から意見を聴取する中では、利

便性の部分、そういった部分も考えまして、八

代市役所の本庁舎内であったり、あるいはこの

近辺というお声のほうをいただいております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（橋本幸一君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） ほかに何か。 

○委員（大倉裕一君） 基幹相談支援センター

の設置に当たって、国からの委託金というんで

すかね、財源的なサポートがあるんですかね。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉田 浩君） こちらにつきま

しては、障がい者支援課のほうで所管しており

ます中で地域生活支援事業というのがございま

す。その中に地域生活支援センター機能強化事

業というのがございまして、そちらのほうを活

用する予定としております。 

○委員（大倉裕一君） 補助率的にいくとどれ

ぐらい、何分の何とか、上限がどれだけだとか

っていうのはないんですかね。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉田 浩君） 上限のほうはご

ざいませんが、国２分の１、県４分の１という

ふうにはなっております。 

○委員（大倉裕一君） 財源は分かりました。 

 委託というところでですね、行政のほうがも

う外部に任せっ切りというような形になるのが

一番心配されるところで、行政が本来やらなけ

ればいけない部分というのをしっかり、もう１

回押さえていただいた中でですね、この基幹相

談支援センターですか、というところに整備を

図っていっていただきたいなというふうに思い

ます。そこは期待してある部分ですので。 

○委員長（中村和美君） 意見ですね。 

○委員（大倉裕一君） はい。 
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○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） このあれは、以前、八

代市議会で前の改選前に八代東高等学校の裏手

のほうで何か――かんね障害者地域活動支援セ

ンターの、そこで話が出た、この施設じゃなか

ったですかね。御存じないですかね。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉田 浩君） 令和元年か２年

の文教福祉委員会の調査の中でお話が出た。 

○委員（橋本幸一君） 何か基幹センターか何

かという話がたしか、私も頭の片隅に残っとっ

とですが、その設置をぜひしていただきたいと

いうような、それがこのあれですか。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉田 浩君） 今おっしゃって

いる部分になります。あのときのお話がこの基

幹相談支援センターになります。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（橋本幸一君） はい、結構です。 

○委員（金子昌平君） 地域の相談支援体制の

強化の取組のところに、行政や関係機関との連

携ってあるんですけども、これは障害者、障害

児の方は特に病院等々に通われてる方、多くい

らっしゃるんだろうと思いますけど、病院との

連携もここに含まれるということでよかったで

すかね。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉田 浩君） 病院とかの医療

機関等も含まれます。 

 また、先ほど委員のほうからもありました、

いわゆるチェック体制のような部分になります

が、こちらにつきましては障害福祉サービス事

業所、医療、教育、保健等で組織します八代圏

域障がい者自立支援協議会というのがございま

す。そちらのほうでもチェック体制であった

り、報告をするようにということで、国のほう

が求めておりますので、そういった部分でも医

療機関との連携を図っていくということになり

ます。 

○委員（金子昌平君） 度々ですね、いろんな

支援事業をされていると思うとですけど、その

申請するに当たってですね、障害者の方の様子

を、度々各窓口で１回１回説明しなきゃいけな

いような状態があるかと思うとですよね。その

ヒアリング等々を含めてですね。そういった情

報を何か病院のほうからもいただいて、皆様が

先に情報共有してればですね、ちょっとスムー

ズな展開がいけるんじゃないかなというところ

もあるんですけれども、その辺はどんなという

か、要望。 

○委員長（中村和美君） 何かありますか。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉田 浩君） 医療機関からの

情報という部分につきましては、なかなか難し

い部分もあろうかと思います。しかしながら、

その中で対応できる部分につきましては、基幹

相談支援センターも整備する部分がございます

ので、そういった部分、ワンストップの窓口に

なるような形で進めていきたいというふうには

考えております。 

○委員（金子昌平君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、八代圏域

障がい者基幹相談支援センターの設置について

を終了します。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午後５時２５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時２６分 本会） 

・教育に関する諸問題の調査 

（八代市学校給食施設基本計画について） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、八代市学校給食施設基本計画につい

て、説明願います。 
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○理事兼教育政策課長（田中智樹君） 教育政

策課の田中でございます。 

 八代市学校給食施設基本計画の策定につい

て、御説明していきたいと思います。 

 座って説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） 現在、

本市が取り組んでおります学校給食施設の再編

統合についてですね、今後の整備手法などを検

討しまして、八代市学校給食施設基本計画とし

て取りまとめを行いましたので、その内容につ

いて、概要版ということで概要について御説明

をしていきたいと思っております。 

 それでは、早速説明のほうに入っていきたい

と思いますけども、まず、１番目の本市の学校

給食施設を取り巻く現状でございます。現在、

市内の学校給食施設は、学校給食センターが６

施設、それと、各学校に併設しております単独

調理場が８施設、合わせて１４施設ございま

す。１日約１万１０００食を提供しておりま

す。調理場の半数以上は築３０年以上が経過し

ておりまして、大部分が市町村合併前の調理場

をそのまま引き継いでいるため、施設の老朽化

や最新の衛生基準への対応等が困難になってい

る状況でございます。 

 また、少子化が進む中、児童生徒数について

も今後も減少が続く見込みであることから、市

内の給食センターと単独調理場を再編統合しま

して、効率的な運営を行うことを目的に、この

計画を策定しております。 

 あわせまして、アレルギーを持つ児童生徒も

年々増加しておりますことから、その対応も必

要となってきております。 

 これまでの取組としまして、平成２８年に八

代市学校給食施設あり方検討会というものを設

けまして、そこからの提言を受けまして、令和

３年度に八代市学校給食施設再編整備方針を決

定いただいたところでございます。 

 そこで、今回の計画を策定する前提条件とし

ましては、市立の小中学校に通う児童生徒数を

推計したグラフを掲載しております。現在の約

９２００人から減少傾向が続きまして、２０４

０年、令和２２年には約６０００人程度になる

という見込みを立てております。 

 ２番目の学校給食施設の基本的な考え方でご

ざいますけども、本市が抱えます学校給食施設

の課題としまして、大きく５点が挙げられま

す。まず１つ目に、適正な施設数と配置の検討

が必要ということで、先ほど申し上げましたと

おり、給食センターと単独調理場、合わせて１

４施設で運営しております。将来の人口減少や

１人当たりの床面積の増加、施設の総量、総

数、数ですね、と、維持管理費用の削減を目的

に、適正な施設数、それと、配置の検討を行う

必要がございます。 

 ２つ目に、ライフサイクルコストの縮減でご

ざいます。ただいま申し上げました適正な施設

の数と配置の検討に加えまして、学校給食施設

の整備に関する費用全体の縮減に努めなければ

ならないということであります。 

 ３番目には、法制度等への対応ということ

で、こちらは、学校給食衛生管理基準に対応す

るために、現在課題となっております主な項目

としまして、調理場の作業環境のドライ方式へ

の対応、それと、汚染作業区域と非汚染作業区

域の明確な区分け、空調設備の完備がございま

す。本市の給食施設は、施設設備ともに老朽化

しており、手狭であることから、作業方法の工

夫によって、現在、ウエット方式をドライ運用

とすることや区域の境目に調理台などを置きま

して区分したり、スポットクーラーなどを設置

することによって調理場の作業環境改善を図っ

ておりますが、抜本的な改善には至っていない

という状況でございます。 

 ４つ目に、施設の老朽化、劣化の解消という

ことでございます。 
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 ５つ目は、食物アレルギー対応の推進という

ことで、食物アレルギーを持つ児童生徒の数は

年々増加傾向にあります。アレルギー源の混入

を防ぐためにも、専用の調理室や設備の設置が

必要ではございます。 

 これらの５点を踏まえまして、本市の学校給

食施設の整備に対する基本的な考え方と方針と

しましては、四角で囲んでおりますとおり、衛

生的かつ効率的な学校給食施設を整備し、安

全・安心な学校給食を提供するということとい

たしております。 

 右側の３番です。新学校給食センターの整備

内容の検討というところを御説明いたします。 

 まず、新しい学校給食センターの導入機能の

検討については、何よりも安全を重視しまし

て、衛生環境の早期整備を最優先に考えており

ます。主な導入機能としましては、衛生管理の

徹底を図るとともに、食物アレルギーの専用室

の設置や食育などの学校給食が持つ教育効果の

ほか、施設の整備や維持管理に係るコストの縮

減を掲げております。 

 では、その建設予定数とエリアなんですけど

も、まず、昨年度定めました整備方針では、整

備箇所を３か所と定めておりました。今回、新

たに整備する場所は、市の北部エリアと南部エ

リアの２か所としまして、残りの１か所につい

ては、現在、東陽、泉地域の小学校、中学校に

配食を行っております東陽給食センターを当分

の間は継続運営していくこととしております。

また、泉第八小学校については、配送時間の関

係でどうしても統合ができないことから、今後

も単独施設で継続運営をしていくこととしてお

ります。 

 具体的な建設エリアの選定の条件なんですけ

ども、右側の地図を見ていただきますと、学校

給食衛生管理基準によりますと、調理後２時間

以内で子供たちの喫食が求められてますことか

ら、地図にピンク色で示しております主要幹線

道路沿いのおおむね２００メートル以内のエリ

アを基本としまして、効率的な配送を行う必要

があると考えました。加えまして、住宅地など

の用途地域や、農業基盤整備地域などの開発除

外区域、また、農業振興地域などにも配慮しま

して、防災面におきましても浸水想定区域や土

砂災害警戒区域等にも配慮する必要がございま

す。これらの条件の下、新たに建設するエリア

は、全市的な配置のバランスや給食の配送時間

を考慮しまして、地図で緑色で囲んでおりま

す、現在の鏡支所を中心とした北部エリア、地

図の下のほう、南部のほうですけども、中北町

から大福寺付近を区域とした南部エリアの２つ

のエリアを選定いたしております。 

 では、提供する食数の検討としまして、将来

の児童生徒数の推移に加えまして、幼稚園の園

児数、栄養士や給食センターの関係者や教職員

の人数の動向を加味した上で、必要な提供食数

を算出いたしております。現在、約１万１００

０食を提供しておりますが、先ほどの児童生徒

の人口減に合わせたところで、２０４０年、令

和２２年には約７３００食程度というところで

見込んでおります。ただ、こちらについては、

幼稚園児の数やセンターの関係者と教職員の数

は、見込むことがちょっと困難ですので、現在

の数をそのまま見ております。 

 では、次のページの再編整備のスケジュー

ル、規模等の検討した結果なんですけども、こ

れらを基にしまして検討した結果、最初に整備

を行うエリアを南部エリアといたします。配送

する区域は、代陽小学校の配送校と麦島センタ

ー、南部センター、西部センター、坂本町の八

竜小、坂本中、それと、市内の第一中学校とし

まして、約６０００食の給食提供が可能な、仮

称でございますけども新南部センターとして整

備を進めていきたいと考えております。整備い

たします期間は、令和５年度より令和８年度ま

での４か年間で、供用開始は令和９年の９月を
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予定しております。 

 次に、南部エリアの整備が完了しました後

に、北部エリアの、仮称でございますが新北部

センターの整備に着手していきたいと考えてお

ります。配送区域は、第一中学校を除く現在の

中部センターの配送校、それと、鏡小、有佐

小、文政小、鏡中学校といたします。提供しま

す食数は、現時点では、差し引いた約２５００

食を予定しておりますけども、段階的な整備を

進めるため、再編の過程において、児童生徒数

の人数の状況によりまして、提供いたします食

数や配送校を弾力的に変更しながら対応するこ

ととしております。 

 先ほど申し上げました配送校の中に千丁の校

区の配送校がなかったと思いますけども、そち

らのほうは、その人数の規模次第で南部センタ

ーに吸い込むのか、北部センターのほうで提供

するのかというふうに弾力的に考えているとこ

ろでございます。 

 なお、この北部のほうの供用開始は、令和１

３年の９月を見込んでおります。 

 東陽の給食センターにつきましては、当分の

間、継続運用してまいりますが、今後の児童生

徒数の変化や施設の老朽化の具合などによりま

して、柔軟に変更していきたいと考えておりま

す。 

 南部エリアのほうから先に整備いたします理

由といたしまして、現在の給食施設の耐震性や

老朽化の進み具合など、安全性の確保を最優先

にすることと、対象となる配送校のほとんど

が、現在でもセンター方式による給食提供を行

っておりますことから、スムーズな移行が可能

であると考えたところでございます。 

 逆に、北部エリアにつきましては、現在、単

独調理校の施設での運営がほとんどであります

ことから、関連業者との食材調達に関する調整

だとか、保護者に対する丁寧な説明など、相当

な時間を必要とするということから、先に南部

エリアのほうから整備をしていくということと

いたしております。 

 また、財政負担の面からも、合併特例債など

の有利な起債を活用できる期限が迫っておりま

すことから、整備費用が多額となる南部エリア

の整備を先行することで有利な起債を活用する

ことができ、財政面での軽減を図っていきたい

と考えております。 

 今申し上げました内容を年次ごとに表したの

が、中ほどの整備スケジュールの表でございま

す。南部エリアの仮称新南部センターを令和５

年度より着手しまして、令和８年度末の完成、

その後、令和９年度より、北部エリアの仮称新

北部センターの整備に着手しまして、令和１２

年度末の完成を目指すというところで、令和１

３年度、年度途中からは、東陽給食センターを

含めた３センターでの運営を想定しておりま

す。 

 次に、これらに係ります概算の整備費用でご

ざいますが、施設整備計画や基本的な条件を基

に、比較検討を行うため試算した概算整備費用

でございますけども、従来より行われている公

設公営によります工事発注手法により整備した

概算の整備費用は、新南部、新北部センター合

わせまして約５０億円、同様に、設置後１５年

間の維持管理・運用費用については、２センタ

ー合わせて約８０億円と試算をしております。

こちらにつきましては、用地の購入だとか、そ

の造成、また、消費税等については含めており

ません。御存じのとおり、現在も物価高騰の折

であるために、詳細については、具体的な建設

計画が決定した時点で再度精査をしていきたい

と考えております。 

 次に、市場調査を実施いたしております。こ

ちらは、民間事業者の事業の参入の可能性を把

握することを目的にしまして、大手の建設企

業、運営企業、厨房機器のメーカーへ、事業内

容とその事業手法に関するアンケートを実施い



 

－76－

たしております。 

 まず、１つ目の丸印でございますけども、Ｐ

ＦＩ等の官民連携手法の活用について、大手建

設企業や厨房機器メーカーでは、全社が取組に

前向きな回答でございました。 

 一方で、施設の運営を行います運営企業のほ

うは、４社にアンケートをお願いしましたとこ

ろ、一社のみが前向きな回答にとどまっており

ます。その主な理由としましては、運営期間を

１５年と長期になれば、期間内の物価の変動、

また、児童生徒数の減少などが大きなリスクと

なるなどの意見がありました。 

 ２つ目の丸印で、従来の個別の発注方式と官

民連携の一括発注方式についての事業期間につ

いて尋ねておりますが、一括発注のほうが、設

計及び建設期間について約５か月程度は短縮が

できるという回答が得られております。 

 ３つ目の丸印は、八代市内の建設事業者へ、

事業参加の意向について、建築部門のＡクラス

の全１４社の皆様へアンケートを行いましたと

ころ、６社からの回答がありまして、うち３社

からは、この官民連携手法に対し前向きな回答

でございました。このほかの意見としまして、

官民連携で実施する場合は、地元企業の参加が

評価される仕組みや地元企業の参加を条件にし

てほしいなどの意見がございました。 

 続いて、３ページの５番目です。最適事業手

法の適正評価というところですが、最後に、給

食センターの整備に当たりまして、事業手法、

いわゆる発注方式ですね、の比較と評価を行っ

ております。 

 事業手法の比較をするに当たりましては、過

去に給食センター整備で採用実績がある事業手

法の特徴を踏まえた上で、従来方式、ＤＢ＋Ｏ

方式、ＰＦＩ方式の３方式にて比較を行ってお

ります。また、完成後の施設の運営期間の設定

としまして、ほかの自治体の採用事例等を考慮

しまして、また、設備の耐用年数などの観点か

ら、１５年間というところで評価をしておりま

す。それぞれの方式につきまして、資金調達か

らリスクの分担、コスト、事業完了までの本市

の業務負担や事業スケジュール、ＶＦＭと呼ば

れます財政縮減効果について評価を行っており

ます。評価におきましては、特に重視した項目

としまして、太線の枠で囲んでおります事業ス

ケジュール及び財政縮減効果でございます。 

 まず、事業スケジュールを見ていただきます

と、従来方式、公設公営の方式なんですけど

も、基本設計や実施設計を実施しまして、それ

が完了した後に予算化し、分割発注等により入

札を行うため、供用開始までに最短で約３年６

か月程度を要しまして、もし、入札不調等が続

けば、さらにこの事業期間が延びることが予想

されます。 

 真ん中のＤＢ＋Ｏ方式――デザインとビルド

プラスＯ、オペレーションなんですけども、こ

のＤＢ＋Ｏ方式では、本市が行います要求水準

書の作成や事業者が行いますチーム組成など、

発注側も受注側も事前の事務手続に一定の期間

を要しますが、設計と建設を一括で行い、並行

しながら運営事業者、オペレーションのほうを

別途選定を並行で作業していくということで、

従来方式やＰＦＩ方式に比べますと３か月程度

の短縮が可能となりまして、期限が迫っており

ます合併特例債などの有利な起債を、従来方式

に比べますとより確実に活用することができる

と考えております。 

 ３つ目のＰＦＩ方式では、ただいま説明しま

したＤＢ＋Ｏ方式に加えて、維持管理や運営委

託までも一貫して発注することはできますもの

の、各企業間の組成、組合せですね、や、事前

の事務手続などに、先ほどのＤＢ＋Ｏ方式より

も多くの時間を要することから、事業開始まで

の期間は従来方式と同程度となってしまうとい

うことで評価をいたしております。 

 次に、財政縮減効果、ＶＦＭ、バリュー・フ



 

－77－

ォー・マネーなんですけども、建設費とその後

の１５年間の運営費を比較したものでございま

す。 

 従来方式での概算費用、約１３０億円でござ

いますので、これと比較しますと、真ん中のＤ

Ｂ＋Ｏ方式では約１２４億円と見込みまして、

その縮減効果は４.４％に当たります約６億円

と見込んでおります。 

 同様に、ＰＦＩ方式では約１２７億円を見込

みまして、縮減効果は２.１％の約３億円と見

込んでおります。 

 これらを総合的に評価しますと、各方式にお

いてそれぞれのリスク面やコスト面、市の業務

負担などで、一時的なメリット、デメリットは

ありますものの、今回重視しております事業ス

ケジュールや財政縮減効果、さらに、財源確保

の面においても有利な地方債を確実に活用可能

となる点において、ＤＢ＋Ｏ方式が、ほかの方

式よりすぐれていると判断したところでござい

ます。 

 加えて、事業規模や将来の児童生徒数の変動

を考慮しましても、ＤＢ＋Ｏ方式のように完成

後の運営事業を別途発注としたほうが、ＰＦＩ

方式よりも柔軟性が高く、効率的な事業運営と

することができると判断いたしました。 

 このような理由によりまして、今回の学校給

食施設の整備に係る最適事業手法については、

真ん中のＤＢ＋Ｏ方式の導入が最も効果がある

と評価いたしておりますが、事業の実施に当た

りましては、地元の建設企業を構成事業者とし

て参画いただくことを条件とするなど、地元事

業者の事業機会の創出や地域経済化の活性化に

ついても併せて確保していきたいと考えておる

ところでございます。 

 簡単ですけど、以上が概要の説明とさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（中村和美君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 中部給食センターはも

うそのまま、現状のまま継続をしていくという

ことでいいわけですね。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） 最初に

その南部エリアを整備しますときに、中部給食

センターのほうはまだそのエリアのほうには一

旦含めず、継続の運営をしていって、北部エリ

アの整備をしますときに、先ほど申し上げまし

た児童生徒数の動向を考慮するときに、先ほ

ど、千丁も申し上げましたけども、中部エリア

についても調整を行っていきたいということ

で、しばらくは中部エリアは単独で北部エリア

のほうに含めるというような形で、最初の南部

エリアの配送校には含めないということで考え

ております。 

 ただ、第一中学校については、小学校との給

食の関連からもございますので、新南部センタ

ーのほうに配送校を切り替えるという計画でお

ります。 

○委員（大倉裕一君） 最終的には、２センタ

ーという形に持っていくということですか。そ

の中部エリアも北部エリアのほうに入れ込む可

能性もありますよということでいいんですか。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） そうで

ございます。２つに取り込みまして、東陽の給

食センターも併せて当分の間は継続ということ

で、整備方針にありました３施設プラス泉の第

八小学校という形で持っていきたいと考えてお

ります。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） スケジュールを見ま

すと、非常に人口というか、生徒数の減です

ね、に対応されてるような感じで、非常に考え

られてるなということを思いました。 

 実際、この新しい南部のセンターが令和９年

度を目標ですかね、されてるということなんで

すけど、今、既存のですね、業者で協力してる
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業者ですね、給食にですね、の業者で影響を受

ける業者ってどのくらい、どういうことが考え

られますか。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） 説明の

中でも申し上げましたとおり、新南部センター

での配送のエリアは、現在でも給食センター方

式で給食を提供している関係で、そこに食材等

の提供をしております事業者さん等も今の状況

とほぼ変わらないのじゃないかなということで

おります。 

○委員（中山諭扶哉君） その業者がどのくら

いぐらいありますかっていうことなんです。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） まず、

青果物を納めます事業者さんですね、それと、

魚とか肉類を納められる事業者さん、それと、

お米、御飯ですね。これは熊本県の学校給食会

からの委託を受けておられる事業者さんがおら

れます。それぞれが納入組合というものを結成

されておられますので、その組合のほうを通じ

て納入いただいてるということで、大きく分け

ますとその３つぐらいかなと考えております。 

○委員（中山諭扶哉君） 今から４年後という

ことで、恐らくその納入組合の方たちですか

ね、今のある部分を、恐らく設備投資とかそう

いう面が影響してくるというふうに思うんです

よね。配送者にしてもそうですし、設備にして

もそうですし、結構影響してくるんじゃないか

なというふうに思います。そこら辺のヒアリン

グとか、今、どのくらいぐらいされてる状況で

すか。 

○理事兼教育政策課長（田中智樹君） そのい

わゆる外部の事業者さんにつきましてはです

ね、今回のこの基本計画が正式に決定しました

後にですね、順次その事業計画等を説明すると

いうことで、現在のところはまだそちらのほう

にはお話はいたしていないところです。 

○委員（中山諭扶哉君） ４年ていうスパン

は、恐らくいろんな設備の償却等を考えても、

長くはないんですよね。だから、できればです

ね、もう今の段階で話せる部分はですね、スケ

ジュール的なことは話をしといていただきたい

というふうに思います。そうしないと、例えば

設備投資考えたときに、この４年間、そのまま

設備投資をしないでいい部分と、どうしてもし

なきゃいけない部分があると思うんですよね。

その辺のやっぱ会社さんの都合というのもある

というふうに思いますので、状況がちょっと変

わるということはですね、伝えていただきたい

なというふうに思います。それは意見です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、八代市学

校給食施設基本計画について、終了します。 

                              

・教育に関する諸問題の調査 

（学校プールのモデル事業実施について） 

○委員長（中村和美君） 次に、学校プールの

モデル事業実施について、説明願います。 

○教育施設課長（稲本健一君） 教育施設課よ

り、学校プールのモデル事業実施について御報

告させていただきます。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○教育施設課長（稲本健一君） 教育施設課で

は、令和５年度から学校プールのモデル事業を

実施したいと考えております。 

 それでは、概要について説明させていただき

ます。 

 送付資料の１の学校プールの現状と課題を御

覧ください。 

 まず、現状についてですが、学校プールは、

建設後３０年以上を経過しているものが７２％

あり、プール槽やプールサイドの劣化やろ過機

などの機器の故障により、けがや急な故障によ

る使用中止が発生し、老朽化が顕著となってき

ています。 
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 次に、課題を御覧ください。プールの施設の

老朽化が進み、改築や大規模な改修が今後必要

となる中で、施設の共有化等による施設運営の

効率化を図り、計画的に実施していくために

は、現在の１学校に１プール設置について、プ

ールの在り方を検討する必要があります。 

 ２の他市等の状況を御覧ください。 

 全国的に同様な課題を抱えている自治体が多

いことから、自治体の先進地事例として、年間

稼働率の低いプールの集約化への取組が増えて

きています。県内においても、熊本市が令和４

年度から民間プール利用のモデル事業を開始し

ました。熊本市では、令和４年度、民間プール

を利用し小学校２校を、令和５年度において

は、民間プールを利用し小学校４校と近隣中学

校のプールで小学校１校を共有利用する方法

で、前年度から３校を追加してモデル事業を行

う予定とされています。 

 ３のモデル事業の実施を御覧ください。 

 本市のプールの稼働率ですが、授業数は１人

当たり１０こま、１か月程度の使用でした。１

０か月から、多いところで１１か月は使用して

いない状況です。 

 このようなことから、本市においてもプール

施設の集約化、共有化に向け、①の近隣校利

用、②の市有プール利用、③の民間プール利用

を令和５年度に３校をモデル校として実施し、

将来的な学校プールの機能集約化の可能性につ

いて検討したいと考えております。 

 次のページの検証の主なポイントを御覧くだ

さい。 

 検証の主なポイントとして、児童側から、授

業が楽しいか、移動の負担、泳力への影響、学

校側から、安全性、着替えの方法、教職員の負

担、指導力への影響、学校運営、連絡体制、民

間事業者側から、安全性、受入れ体制、指導方

法、連絡体制、行政側から、安全性、費用面な

ど検証したいと考えております。 

 次のモデル校を御覧ください。 

 ①の近隣校利用のモデル校は弥次分校で、金

剛小学校のプールを利用し、移動はスクールバ

スを使用します。 

 ②の市有プール利用のモデル校は文政小学校

で、学校の近くにあります鏡市営プールを利用

し、移動は徒歩となります。 

 ③の民間プール利用のモデル校は有佐小学校

で、民間プールを利用し、移動は民間プール事

業者のバスを使用します。 

 モデル事業の実施に当たり、移動時間を要す

るため、授業時間の短縮となることを考慮し、

インストラクター指導を導入することで泳力向

上を図ることとしております。また、移動、更

衣時間を考慮して、２こま連続で実施する予定

です。 

 次の想定されるメリット、デメリットを御覧

ください。 

 想定されるメリットとして、教職員負担軽

減、インストラクター指導による泳力向上、習

熟度のレベルによる指導が可能、教員の指導力

向上、設備点検の維持管理、補修・改修費のコ

スト減、想定されるデメリットとして、移動に

要する時間増、それに伴う教職員の負担増、連

続した授業時間による体力的負担、民間委託に

よるコスト増、民間事業者廃業等のリスクなど

が考えられます。 

 最後に、４の検証に基づいた今後の整備方針

を御覧ください。 

 今回、モデル校について検証し、効果が多い

と判断できた場合は、１学校１プールからの見

直しを保全計画の中に位置づけ、各学校につい

て集約化、共有化について検討を行い、プール

の再編を進めていきます。なお、集約化や共有

化ができない学校については、従来どおりプー

ルの整備を実施していきたいと考えておりま

す。 

 モデル校の検証結果については、次年度の夏
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以降になりますが、また時間をいただきまし

て、報告させていただきます。 

 以上、御報告させていただきます。 

○委員長（中村和美君） それでは、委員長よ

りお願いがあります。先ほどの予算質疑と重複

する質疑はなるべく御遠慮願います。 

 それでは、本件について何か質疑、意見等は

ございませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） プールの件なんです

けど、実際、日奈久は中学校のプールが使えな

いで、小学校をずっと使っているんですけど、

そこら辺の意見って何か出てきてますか。 

○教育施設課長（稲本健一君） 同一敷地に日

奈久小学校と日奈久中学校でプールが同一敷地

の中に２つありました。中学校のプールのほう

がかなり老朽化が進んでおりましたので、今、

小学校のプールで共有利用というところで使用

させていただいてます。そのときに、使用した

ときにですね、学校の意見をお伺いしました。

そのときになんですけども、意見をお伺いした

ときに、やっぱり低学年、中学生の生徒が小学

生を教えたりとかというような共同のですね、

そういうふうな授業ができたとかいうお話も、

その当時はお伺いしたところです。 

 悪い意見というところで何か出ましたかとい

うところでは、正直ありませんでした。 

 ただ、もう一つ、教職員の先生の負担が減っ

たというところがありました。やはりプールを

維持管理するに当たりまして、毎日水の点検

を、水質の調査というところがあります。それ

と、プールシーズンになった場合には、プール

の掃除をというところで、やっぱり生徒数が減

になってきて、先生たちもかなりの先生が減っ

てきてるというところもありまして、どうして

も学校の維持管理等、先生たちの負担というの

が増えてきているものですから、その点につき

ましては、学校としても賛成だったというよう

に意見をお聴きしたところです。 

 今現在どうなのかというのは、すみません、

その当時のお話なんですけども、というお話で

す。 

 すみません、以上、お答えとさせていただき

ます。 

○委員（中山諭扶哉君） はい、ありがとうご

ざいます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。ほ

かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、なけれ

ば、学校プールのモデル事業実施についてを終

了します。 

                              

・教育に関する諸問題の調査 

（八代市立博物館未来の森ミュージアム大規模

改修工事について） 

○委員長（中村和美君） 次に、八代市立博物

館未来の森ミュージアム大規模改修工事につい

て、説明を願います。 

○理事兼博物館未来の森ミュージアム副館長

（松村哲治君） 博物館の松村でございます。

お疲れさまでございます。 

 それでは、八代市立博物館未来の森ミュージ

アム大規模改修工事について、着座にて説明さ

せていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○理事兼博物館未来の森ミュージアム副館長

（松村哲治君） 資料のほうを御覧ください。 

 博物館施設は、３１年を経過しまして、施設

設備の老朽化により、空調の自動制御ができな

いなど不具合が生じております。 

 これまで博物館では、博物館資料の適切な保

存展示環境を維持してまいりましたが、近年の

高温多湿の自然環境の変化に、現在の空調設備

では対応できず、館内の展示環境等の温湿度管

理に大変苦慮しているところでございます。 

 なお、これまで当館で部分的な機器の更新は
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行っておりますが、全面的な改修は行っていな

いところでございます。 

 施設改修におけますこれまでの経緯でござい

ますが、令和２年度におきまして、施設設備の

老朽化度合いを確認するため、劣化度調査を実

施いたしました。その結果、設備機器の８割は

５年以内の改修が望ましいとの報告を受けてお

ります。 

 下のほうの写真を御覧ください。左側３枚の

写真は、現在の空調機器類でございます。大き

目の写真が、１階展示室及び２階エントランス

の空調機でございます。このような空調機が、

館内に数か所設置されております。 

 また、右側上の写真は、館内空調機の自動制

御装置でございまして、白く囲ってある部分、

外気温度がマイナス１９.６度と、正しく表示

されてないことが確認できます。現在、館内の

各展示室や収蔵庫などの温湿度を確認し、手動

で調整を行っているところでございます。 

 また、その下、来館者用と収蔵品運搬用のエ

レベーターでございまして、いずれも油圧式

で、現在、保守部品の生産が終了となってお

り、今回、取替え改修を計画しているところで

ございます。 

 一番右の写真は、雨漏りによる天井の汚損の

状況でございます。 

 これらが、改修が必要と考えている部分の主

なものでございます。 

 左側中段の青色細線の丸囲みのところに戻っ

ていただきます。よろしくお願いします。 

 博物館施設の機能を適切に維持しまして、施

設の長寿命化を図り、市民に本市のすばらしい

歴史・文化遺産である博物館資料を安全に、ま

た、快適に観覧していただくために、空調機を

はじめ、耐用年数を超過した設備機器などにつ

いては抜本的な改修が必要であると判断いたし

まして、併せまして、照明機器のＬＥＤ化やト

イレ環境等のユニバーサルデザイン化、防犯・

防災設備機器の更新、屋根防水改修など、施設

の維持に必要となります大規模な施設改修を計

画したところでございます。 

 次に、２、令和４年度の取組といたしまし

て、更新を予定する設備機器類についてのその

方式や改修についての基本的な内容を定める基

本設計業務を実施いたしております。基本設計

業務の委託料が４５１万円でございました。 

 次に、３、令和５年度の取組と改修スケジュ

ールでございますが、まず、令和５年度の取組

といたしまして、①改修を行います設備、建

築、それぞれの実施設計を行いたいと思いま

す。設備、建築合わせまして、予算額で２７８

３万６０００円でございます。 

 ②現在、館内に保管しております博物館資料

は約２万７０００点ほどございますが、それら

の工事期間中の移転先や保管・管理方法につい

て決定し、その準備を行います。 

 改修のスケジュールにつきましては、右側、

案として記載しております。令和４年度、基本

設計、令和５年度、実施設計を行いまして、令

和６年度からの工事施工を計画しております。

できるだけ集中的に工事を行いたいために、工

期は２年程度、令和６年度、７年度で実施した

いと考えております。 

 それでは、また真ん中に戻っていただきまし

て、③でございます。工事期間となる令和６年

度、７年度は、展示ができなくなるため、施設

は休館となります。そのため、令和５年度は、

休館中、博物館として実施できる事業について

検討を行うことといたしております。 

 現時点で考えられるものを、右側、４、休館

中の博物館の取組案として挙げております。ま

ず、博物館に保管する資料の中には、未調査の

ものや未解読、詳細な資料解説を作成してない

資料がまだまだたくさんございます。このよう

な資料につきまして、将来的に市民の皆様にで

きるだけたくさん御紹介や活用ができますよ
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う、この休館期間を活用して未調査資料の調

査・研究を進めたいと考えております。 

 また、出前講座や出張博物館、講演会の実施

など、館外における教育活動、さらには、再開

館以降の充実した特別展覧会の開催の準備など

を行いたいと考えているところです。 

 以上で八代市博物館未来の森ミュージアム大

規模改修工事についての説明を終わります。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（中村和美君） 本件について、何か

質疑、意見等はありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） おおよその改修費用

って分かりますかね、大体どのくらいぐらい

か。 

○理事兼博物館未来の森ミュージアム副館長

（松村哲治君） 実施設計が来年でございます

ので、正確はものはまだ確定しておりません

が、また、２年間の間にどれだけ工事をするの

か、できるのかというのがあります。それも調

整中でございます。ただし、来年度、実施設計

を行いますので、その工事についての概算工事

費といたしまして、こちらで見込んでいるのが

１０億を超えるものというふうに見込んでおり

ます。 

○委員（中山諭扶哉君） 考えられる財源等、

あれば教えてほしいんですけど。 

○理事兼博物館未来の森ミュージアム副館長

（松村哲治君） 財源を大分探しまして、補助

金等を探しておりますが、文化庁に消化あるい

は防災に関する補助金が一部ございます。た

だ、対象金額もすごく少ないですし、今回の事

業のほんの一部になりますが、それの活用はで

きると。それ以外には、合併特例債を活用した

いと考えております。 

○委員（中山諭扶哉君） 分かりました。あり

がとうございます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 空調とか、大分劣化

してるということだったんですけど、これまで

そういうものを見直すって、改修するっていう

計画とかはなかったんですか。 

○理事兼博物館未来の森ミュージアム副館長

（松村哲治君） 具体的には契約につきまして

は今回が初めてでございます。大体、公共施

設、いろんな設備の不具合が出た後に改修して

いくっていうのが多うございまして、ただ、台

風であり、あるいは地震であり、そういうもの

の後、点検を行いまして、改修工事を行ってい

たというものでございます。 

 空調につきましては、今回初めて抜本的にま

た機器を入れ替えるなどを行いたいというふう

に考えております。 

○委員（橋本徳一郎君） こういう写真とかを

見せてもらうと、温度センサーの問題かなとい

うふうな部分的なことも言えるかなと思ったん

ですけど、その辺はですね、モデルが古いとい

うのもあって、保守の対象外じゃないというこ

との判断でいいんでしょうか。 

○理事兼博物館未来の森ミュージアム副館長

（松村哲治君） 空調機につきまして、この写

真にある熱源機等は、ずっと定期的に点検を行

っております。点検を行って補修という形にな

りますが、何年か置きに、５年、１０年置きに

やはり不具合が出てきまして修繕を行います。

保障というものはないというふうに考えており

ます。 

○委員（橋本徳一郎君） いやいや、保障じゃ

なくて保守です。 

○理事兼博物館未来の森ミュージアム副館長

（松村哲治君） 保守につきましては、保守点

検という形で業者と契約いたしまして、点検を

していただくというふうに実施しております。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（橋本幸一君） 収蔵品はどうするとで

すか。いろんな内容によっちゃ、かなり慎重に

しとかんといかん収蔵品もあっと思うんです



 

－83－

が。 

○理事兼博物館未来の森ミュージアム副館長

（松村哲治君） ありがとうございます。我々

も収蔵品が一番心配でございまして、先ほど申

しましたが、約２万７０００点ほどございま

す。物によって大事なもの、温度、湿度、物に

よってですね、いろんな基準も違いますし、そ

ういうものを考えながら管理していかないとい

けないと思いますが、工事のときにできるだけ

動かさない、館内で移動させて工事をしたいと

いうふうに考えております。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（橋本幸一君） 分かりました。結構で

す。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、なけれ

ば、八代市立博物館未来の森ミュージアム大規

模改修工事についてを終了します。 

 執行部は御退室ください。 

（執行部 退席） 

○委員長（中村和美君） 当委員会の所管事務

調査について何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で、

所管事務調査２件についての調査を終了しま

す。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査をする必要を要すると思いますので、引

き続き閉会中の継続調査の申出をしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって文教福祉委員会を散会いたしま

す。 

（午後６時１９分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和５年３月１４日 

文教福祉委員会 

委 員 長 
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